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論文要旨 
高松 菜摘 

1．論文の内容 
 本論文は，所得税法 9 条 1 項 17 号の非課税規定の適用範囲を論じたものである。具体
的には，「相続……により取得するもの」に，相続税法上，債務控除されない債務も含ま
れるかを検討し，非課税規定の適用範囲を明らかにした。 
 相続等により取得した財産は，所得税法 9 条 1 項 17 号により非課税とされている。こ
の規定は，一般に，相続税・贈与税と所得税との二重課税の調整を図る意味を有するとさ
れる。 
この点についての先例である最高裁平成 22 年 7 月 6 日判決（以下，「最高裁平成 22 年

判決」という。）は，所得税法 9 条 1 項で非課税とされるのは，財産そのものではなく，
所得を指し（所得は取得時の経済的価値），経済的価値が同一であるものに相続税と所得
税を課さないのが所得税法 9 条 1 項 16 号（現 17 号）の解釈であるとした。 
そこで，最高裁平成 22 年判決の射程を分析した上で，「相続……により取得するもの」

に，相続税法上，債務控除されない債務のような消極財産も含まれるかの検討を行う。 
このようにして，本論文は，所得税法 9 条 1 項 17 号の適用範囲を明らかにした。 

 
2．東京高裁令和 6 年判決 
近時，東京高裁令和 6 年 1 月 25 日判決（以下，「東京高裁令和 6 年判決」という。）が

下された。この裁判例では，上記非課税規定の適用が争われた。 
具体的には，被相続人が引き受けた金融機関に対する債務（16 億円）について，一定額

の分割金を支払った場合に，残債務（9 億 7370 万円）を免除する旨の裁判上の和解に基づ
き，所定の期限までに分割金を支払っている途中で被相続人が死亡し，その相続人である
X らが，残りの分割金 100 万円を支払ったことで，その残債務の免除を受けたことにより
生じた債務免除益の課税について争われた。 
 第 1 審は，本件債務免除に係る債務は，「確実と認められるもの」とはいえないとして
相続税法上の債務控除を認めなかった。そして，上記非課税規定は，「相続発生時の後に
停止条件が成就した結果，発生すべき債務免除益に適用されるものとは解されない。」と
判示し，その債務免除益に対する所得課税もやむを得ないとした。 
 控訴審は，第 1 審と同様に債務控除を認めなかったが，「『確実と認められるもの』にあ
たらないとして相続財産から控除されなかった債務が」，「潜在的には相続により取得して
いたものとみることが可能であ」るとして，上記非課税規定を適用し，債務免除益への所
得課税を否定した。 
 
3．問題の所在 
（1）最高裁平成 22 年判決との整合性 
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 先例である最高裁平成 22 年判決は，所得税法 9 条 1 項で非課税とされるのは財産その
ものではなく，所得であり，所得とは，「当該財産の取得の時における価額に相当する経
済的価値」であると判示し，経済的価値が同一であるものに相続税と所得税を課さないの
が所得税法 9 条 1 項 16 号（現 17 号）であると解釈していた。 
東京高裁令和 6 年判決は，最高裁平成 22 年判決を引用し，本件債務免除益が，「潜在的

には相続により取得していたものとみることが可能」とした上で，「相続財産から控除さ
れなかった……債務に相当する部分の経済的価値と実質的に同一のものということができ
る」とする。 
しかし，最高裁平成 22 年判決との整合性の観点からは，債務控除されなかった債務の

承継に起因して X らに所得（本件債務免除益）が帰属しているかについては述べられてい
ない。  
 
（2）担税力論の問題点 
東京高裁令和 6 年判決では，債務控除されなかった債務が免除をされたことから所得税

の担税力が生じないとする論拠も示されていない。 
また，債務者に新たな担税力が生じない利益であれば，経済的価値の流入はなかったこ

とになるはずなので，所得は生じないことになる。そうであれば，所得税法 9 条 1 項 17
号の適用対象でないのではないか，という疑問が残る。 
 
（3）「特段の事情」という要件付加の問題点 
 東京高裁令和 6 年判決は，「特段の事情のない限り，これに所得税の課税をすることは，
所得税法 9 条 1 項 16 号に反するものとして許されない」と判示し，非課税規定に「特段の
事情」という要件を付け加えている。 
この「特段の事情」が何を意味するかは不明であるが，東京高裁令和 6 年判決によると，

相続税の計算と，所得税の計算において著しい差が発生しないことを指しているようであ
る。 
しかし，本件においてはたまたま著しい差が発生しない結果となっただけで，別の事案で

は税率等が異なることにより，大きな差額が発生することもあり得る。であれば，相続税と
所得税の計算差異の僅少さは本質的な「特段の事情」とはいえない。 
また，そもそも所得税法上，非課税規定に明文なく適用除外要件を設定することは，租税

法律主義（憲法 84 条）の面からも問題がある。 
 
4．先行研究の状況 
 所得税法 9 条 1 項 17 号の解釈のあり方を論ずるものには，木山論文がある。最高裁平
成 22 年判決後に射程が争われた裁判例を題材に相続税と所得税の二重課税の問題を論ず
るものには，小島論文がある。 
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 東京高裁令和 6 年判決の評釈には，木山評釈，倉見評釈，長島評釈等がある（第 1 審の
評釈は，池本評釈，木山評釈，佐藤評釈，品川評釈，田中評釈，長島評釈等がある）。 
木山評釈は，東京高裁令和 6 年判決の判決理由は，①免除時に形式的な利益を潜在的に

相続により取得していたとする法的根拠，②消極財産を所得を表す経済的価値に含めて議
論できる法的根拠，③租税法律主義に照らすと，非課税規定の適否について特段の事情と
いう明文にない要件が付加される法的根拠が不明瞭であるとする。 
その上で，これらの問題は，所得税法及び相続税法の規定の趣旨という明文化されてい

ない曖昧なもののみに依拠した解釈を行ったことから生じている，と述べている。 
 小島論文は，相続財産に含まれる未実現利益への非課税規定の適用について検討すると
ともに，最高裁平成 22 年判決の経済的価値の同一性による判断の評価や，相続税と所得
税の関係性について考察する。両税は異なる税体系であり，二重課税の問題は生じないと
した上で，非課税規定の趣旨は，二重課税の排除よりも同一原因によって両税が課税され
ることを過重な負担であるとして異なる税体系の間で負担調整するものである，と述べて
いる。 
 最高裁平成 22 年判決の射程を論ずる先行研究は多く存在するが，非課税規定の解釈に
ついて論ずるものは，上記の木山論文，小島論文に加え，伊藤論文，篠原論文，古谷論文
のみであり，議論があまりされていない状況にある。 
 
5．検討内容 
 このような状況の下で，所得税法 9 条 1 項 17 号の適用範囲を論じた本論文の検討内容
は，次の通りである。 
すなわち，本論文では，「相続……により取得するもの」に，相続税法上，債務控除さ

れない債務も含まれるかについての検討を行い，非課税規定の適用範囲を明らかにした。 
具体的には，①所得税法 9 条 1 項 17 号の沿革からの解釈，②最高裁平成 22 年判決の射

程の分析，②所得税と相続税の関係性，④相続税法上の債務控除制度との関係（相続税法
13 条 1 項，14 条 1 項）を検討した。 
 
6．論文の構成 
 本論文の構成は，以下の通りである。 
 第 1 章では，東京高裁令和 6 年判決について検討した。具体的には，事案の概要，判示
内容を確認した上で，第 1 審との判示内容の違いについても整理を行い，判決の法的問題
点を挙げた。 
第 2 章では，所得税法 9 条 1 項 17 号の規定の内容，沿革について整理した。その上

で，所得税法 9 条 1 項 17 号の趣旨を検討した。 
第 3 章では，最高裁平成 22 年判決の内容と意義を確認し，判決の射程を分析した。具

体的には，判決に対する評価，最高裁平成 22 年判決を受けて公表された「最高裁判決研
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究会」報告書，最高裁平成 22 年判決の射程が争われた裁判例を整理した。 
第４章では，所得税と相続税の関係性を整理した。相続税の課税方式や課税根拠を確認し，

所得税と相続税の課税要件を比較した上で，二重課税の意義，所得税と相続税の関係性につ
いて検討した。 
 第 5 章では，相続税法上の債務控除制度の概要を確認した。具体的には，債務控除制度
の規定内容及び沿⾰を確認，整理した上で，「確実と認められるもの」の意義を検討し
た。 
 第６章では，相続税法上，債務控除されない債務における所得税法 9 条 1 項 17 号の適用
に関する学説や裁判例を整理，検討した。その上で，それぞれの見解を客観的に考察し，論
拠及び問題点を明らかにした。 
 第 7 章では，本論文を総括し，相続税法上，債務控除されない債務における所得税法 9
条 1 項 17 号の適用範囲について検討し，結論を述べた。 
 
7．結論 
 本論文の結論は，以下の通りである。 
相続税法上，債務控除されない債務は，所得税法 9 条 1 項 17 号の適用範囲とならないた

め，非課税規定非適用説が妥当である。 
非課税規定は，明文規定によって課税所得の範囲から除外される所得をいい，その解釈は

厳格にされるべきである。「確実と認められられるもの」に該当しないため，債務控除でき
ない債務が，相続開始後，相続人に債務免除益課税がなされたとしても，「相続……により
取得したもの」に該当しなければ，同号の適用はない。 
債務控除されない債務に非課税規定を適用することは，最高裁平成 22 年判決との整合性

の観点から問題があり，その射程範囲に含まれないと考えられる。 
また，その沿革からも，相続財産の取得による一時所得を非課税としたことが明らかであ

り，債務控除されない債務は，一時所得とはいえないため，同号の適用範囲とならない。 
 そして，同号が排除する二重課税とは，相続人が相続により財産を取得した時点において
相続課税された経済的利益について，もう一度，同時点で所得課税することと解される。 
そのため，相続時点で債務控除されない債務と，相続による財産の移転後に生じる債務免

除益は同号が排除すべき二重課税とはならない。 
 現行の所得税法の規定の解釈適用からすれば，非課税規定の適用はなく，債務控除されな
かった債務の免除益に対しては，一時所得としての課税がされることになる。もし，これを
課税対象に含めるべきでないとの評価がされる場合には，非課税規定に追加規定を設ける
などの立法的解決を図るほかない。 
 

以上 
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はじめに 
1．論文の内容 
 本論文は，所得税法 9条 1項 17 号の非課税規定の適用範囲を論ずるものである。具体
的には，「相続……により取得するもの」に，相続税法上，債務控除されない債務も含ま
れるかを検討し，非課税規定の適用範囲を明らかにする。 
 相続等により取得した財産は，所得税法 9 条 1項 17 号により非課税とされている。こ
の規定は，一般に，相続税・贈与税と所得税との二重課税の調整を図る意味を有するとさ
れる 1。 
この点についての先例である最高裁平成 22 年 7月 6日判決（以下，「最高裁平成 22 年

判決」という。）は 2，所得税法 9条 1 項で非課税とされるのは，財産そのものではなく，
所得を指し（所得は取得時の経済的価値）3，経済的価値が同一であるものに相続税と所得
税を課さないのが所得税法 9条 1 項 16 号（現 17 号）の解釈であるとした 4。 
そこで，最高裁平成 22 年判決の射程を分析した上で，「相続……により取得するもの」

に，相続税法上，債務控除されない債務のような消極財産も含まれるかの検討を行う。 
このようにして，所得税法 9条 1 項 17 号の適用範囲を明らかにするのが，本論文であ

る。 
 
2．東京高裁令和 6 年判決 
近時，東京高裁令和 6年 1 月 25 日判決（以下，「東京高裁令和 6 年判決」という。）が

下された 5。この裁判例では，上記非課税規定の適用が争われた。 
具体的には，被相続人が引き受けた金融機関に対する債務（16 億円）について，一定額

の分割金を支払った場合に，残債務（9 億 7370 万円）を免除する旨の裁判上の和解に基づ
き，所定の期限までに分割金を支払っている途中で被相続人が死亡した。その相続人であ
る X らが，残りの分割金 100 万円を支払ったことで，その残債務の免除を受けたことによ
り生じた債務免除益の課税について争われた。 

 
1 注解所得税法研究会編『注解所得税法〔6訂版〕』（大蔵財務協会，2019年）928 頁参
照。 
2 最判平成 22 年 7月 6日税資 260 号順号 11470，第 1審は，長崎地判平成 18 年 11月 7
日税資 256 号順号 10564，控訴審は，福岡高判平成 19年 10 月 25 日税資 257 号順号
10803。 
3 木山泰嗣「判批」税経通信 78巻 13 号（2023 年）189 頁参照。 
4 古谷勇二「相続税と所得税の二重課税について―相続税と所得税における二重課税を中
心として―」税大論叢 90 号（2017年）175 頁参照。 
5 東京高判令和 6年 1月 25 日公刊物未登載（LEX/DB 文献番号 25620054）。 
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 第 1 審は 6，本件債務免除に係る債務は，「確実と認められるもの」とはいえないとして
相続税法上の債務控除を認めなかった。そして，上記非課税規定は，「相続発生時の後に
停止条件が成就した結果，発生すべき債務免除益に適用されるものとは解されない。」と
判示し，その債務免除益に対する所得課税もやむを得ないとした。 
 控訴審は 7，第 1審と同様に債務控除を認めなかったが，「『確実と認められるもの』に
あたらないとして相続財産から控除されなかった債務が」，「潜在的には相続により取得し
ていたものとみることが可能であ」るとして，上記非課税規定を適用し，債務免除益への
所得課税を否定した。 
 
3．問題の所在 
（1）最高裁平成 22 年判決との整合性 
 先例である最高裁平成 22 年判決は，所得税法 9条 1項で非課税とされるのは財産その
ものではなく，所得であり，所得とは，「当該財産の取得の時における価額に相当する経
済的価値」であると判示し，経済的価値が同一であるものに相続税と所得税を課さないの
が所得税法 9条 1 項 16 号（現 17 号）であると解釈していた 8。 
東京高裁令和 6 年判決は，最高裁平成 22 年判決を引用し，本件債務免除益が，「潜在的

には相続により取得していたものとみることが可能」とした上で，「相続財産から控除さ
れなかった……債務に相当する部分の経済的価値と実質的に同一のものということができ
る」とする。 
しかし，最高裁平成 22 年判決との整合性の観点からは，債務控除されなかった債務の

承継に起因して X らに所得（本件債務免除益）が帰属しているかについては述べられてい
ない 9。  
 
（2）担税力論の問題点 
東京高裁令和 6 年判決では，債務控除されなかった債務が免除をされたことから所得税

の担税力が生じないとする論拠も示されていない 10。 
また，債務者に新たな担税力が生じない利益であれば，経済的価値の流入はなかったこ

とになるはずなので，所得は生じないことになる 11。そうであれば，所得税法 9条 1 項 17

 
6 東京地判令和 5年 3月 14 日公刊物未登載（LEX/DB 文献番号 25595840）。 
7 東京高判令和 6年 1月 25 日・前掲注 5）。 
8 古谷・前掲注 4）175 頁参照。 
9 倉見智亮「判批」新・判例解説Watch189 号（2024 年）2頁参照。 
10 倉見・前掲注 9）3頁参照。 
11 木山泰嗣「判批」税理 67 巻 8号（2024年）121 頁参照。 
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号の適用対象でないのではないか，という疑問が残る 12。 
 
（3）「特段の事情」という要件付加の問題点 
 東京高裁令和 6年判決は，「特段の事情のない限り，これに所得税の課税をすることは，
所得税法 9条 1項 16号に反するものとして許されない」と判示し，非課税規定に「特段の
事情」という要件を付け加えている。 
この「特段の事情」が何を意味するかは不明であるが，東京高裁令和 6 年判決によると，

相続税の計算と，所得税の計算において著しい差が発生しないことを指しているようであ
る 13。 
しかし，本件においてはたまたま著しい差が発生しない結果となっただけで，別の事案

では税率等が異なることにより，大きな差額が発生することもあり得る 14。であれば，相
続税と所得税の計算差異の僅少さは本質的な「特段の事情」とはいえない 15。 
また，そもそも所得税法上，非課税規定に明文なく適用除外要件を設定することは，租

税法律主義（憲法 84 条）の面からも問題がある。 
 
4．先行研究の状況 
 所得税法 9条 1 項 17 号の解釈のあり方を論ずるものに，木山論文がある 16。最高裁平
成 22 年判決後に射程が争われた裁判例を題材に相続税と所得税の二重課税の問題を論ず
るものには，小島論文がある 17。 
 東京高裁令和 6年判決の評釈は，木山評釈 18，倉見評釈 19，長島評釈等がある 20。 
木山評釈は，東京高裁令和 6年判決の判決理由は，①免除時に形式的な利益を潜在的に

相続により取得していたとする法的根拠，②消極財産を所得を表す経済的価値に含めて議
論できる法的根拠，③租税法律主義に照らすと，非課税規定の適否について「特段の事

 
12 木山・前掲注 11）121 頁参照。 
13 渡辺充「判批」税理 67巻 10 号（2024 年）94 頁参照。 
14 渡辺・前掲注 13）95 頁参照。 
15 渡辺・前掲注 13）95 頁参照。 
16 木山泰嗣「二重課税をめぐる非課税規定の解釈のあり方－最高裁平成 22年 7月 6 日第
三小法廷判決の射程」青山法学論集 66 巻（2024 年）1 頁。 
17 小島俊朗「相続税と所得税の二重課税問題について－大阪地裁平成 27 年 4 月 14 日判
決を題材として－」摂南法学第 53 号（2017 年）1 頁。 
18 木山・前掲注 11）120 頁。 
19 倉見・前掲注 9）1頁。 
20 長島弘「判批」税務事例 56巻 3号（2024 年）18 頁。 
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情」という明文にない要件が付加される法的根拠が不明瞭であるとする 21。 
その上で，これらの問題は，所得税法及び相続税法の規定の趣旨という明文化されてい

ない曖昧なもののみに依拠した解釈を行ったことから生じている，と述べている 22。 
小島論文は，相続財産に含まれる未実現利益への非課税規定の適用について検討すると

ともに，最高裁平成 22 年判決の経済的価値の同一性による判断の評価や，相続税と所得
税の関係性について考察する。両税は異なる税体系であり，二重課税の問題は生じないと
した上で，非課税規定の趣旨は，二重課税の排除よりも同一原因によって両税が課税され
ることを過重な負担であるとして異なる税体系の間で負担調整するものである 23，と述べ
ている。 
 最高裁平成 22 年判決の射程を論ずる先行研究は多く存在するが，非課税規定の解釈に
ついて論ずるものは，上記の木山論文，小島論文に加え，伊藤論文 24，篠原論文 25，古谷
論文のみであり 26，議論があまりされていない状況にある。 
 
5．検討内容 
 このような状況の下で，所得税法 9条 1 項 17 号の適用範囲を論ずる本論文の検討内容
は次の通りである。 
すなわち，本論文では，「相続……により取得するもの」に，相続税法上，債務控除さ

れない債務も含まれるかについての検討を行い，非課税規定の適用範囲を明らかにする。  
具体的には，①所得税法 9 条 1項 17 号の沿革からの解釈，②最高裁平成 22 年判決の射

程の分析，②所得税法と相続税法の関係性，④相続税法上の債務控除制度との関係（相続
税法 13 条 1 項，14条 1項）を検討する。 
 
6．論文の構成 
 本論文の構成は，以下の通りである。 
 第 1 章では，東京高裁令和 6 年判決について検討する。具体的には，事案の概要，判示
内容を確認した上で，第 1 審との判示内容の違いについても整理を行い，判決の法的問題
点を挙げる。 

 
21 木山・前掲注 11）121 頁参照。 
22 木山・前掲注 11）121 頁参照。 
23 小島・前掲注 17）25 頁参照。 
24 伊藤雄太「所得税法 9条 1項 16 号の解釈についての一考察─最高裁平成 22 年 7 月 6
日判決の射程─」税法学 579 号（2018 年）3 頁。 
25 篠原克岳「相続税と所得税の関係について―『生保年金二重課税事件』を素材とした考
察―」税大論叢 74 号（2012 年）1 頁。 
26 古谷・前掲注 4）170 頁。 
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第 2章では，所得税法 9条 1項 17 号の規定の内容，沿革について整理する。その上
で，所得税法 9 条 1項 17号の規定の趣旨を検討する。 
第 3章では，最高裁平成 22 年判決の内容と意義を確認し，判決の射程を分析する。具

体的には，判決に対する評価，最高裁平成 22 年判決を受けて公表された「最高裁判決研
究会」報告書，最高裁平成 22 年判決の射程が争われた裁判例を整理する。 
第 4 章では，所得税と相続税の関係性を整理する。相続税の課税方式や課税根拠を確認

し，所得税と相続税の課税要件を比較した上で，二重課税の意義，所得税と相続税の関係
性について検討する。 
 第 5 章では，相続税法上の債務控除制度の概要を確認する。債務控除制度の規定内容及
び沿⾰を確認，整理した上で，「確実と認められるもの」の意義を検討する。 
 第 6章では，相続税法上，債務控除されない債務における所得税法 9条 1項 17号の適用
に関する学説や裁判例を整理，検討する。その上で，それぞれの見解を客観的に考察し，
論拠及び問題点を明らかにする。 
 第 7 章では，本論文を総括し，相続税法上，債務控除がされない債務における所得税法
9 条 1項 17 号の適用範囲について検討し，結論を述べる。 
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第 1章 東京高裁令和 6年判決に含まれる法的問題 
本章では，相続税法で債務控除されなかった債務に所得税法 9条 1 項 17号の適用が争

われた東京高裁令和 6年判決について検討する。具体的には，判示内容を確認した上で，
第 1審との判決の違いについて整理を行い，そこから提起される問題点を指摘する。 
 
第 1節 事案の概要 
訴外亡Ｅの相続人である X1（原告・控訴人）及び X2 が，亡Ｅの金融機関（本件銀行）

に対する債務（16 億円）を相続し，その後，同債務について亡Ｅと本件銀行との間で成立
していた一定額の分割金を支払った場合には残債務（9 億 7370 万円）について債務免除を
するとの裁判上の和解に基づき，本件銀行から上記債務の分割金支払後の残債務（本件債
務）について免除を受けた。 
その免除益に関する所得を申告せずに平成 28年分の確定申告を行ったところ，本件債務

の免除によって得た利益は一時所得に係る総収入金額に当たり，そこから所定の方法で算
出した一定の金額を総所得金額に算入すべきであるとして，処分行政庁から所得税及び復
興特別所得税の更正並びにこれに伴う過少申告加算税の賦課決定を受けた。 
それを受けた X らが，国である Y（被告・被控訴人）に対し，本件各処分の違法を主張

して，その取消しを求めた事案である。 
その時系列を整理すると，以下の通りである。 

 
図表 1 本件の経緯 
平成 5 年 9月 借主 F（E の父）が 16億円の融資によりマンション購入 
平成 14年 2 月 銀行による貸金返還等請求訴訟提起 
平成 14年 10月 借主 F死亡 
平成 15年 8 月 相続税申告，東京地裁による銀行との和解案の提示 
平成 15年 12月 物件売却，4億 1,100万円提示 
平成 16年 3 月 遺産分割協議成立，債務承継者 E の決定 
平成 16年 4 月 東京地裁との和解成立，銀行による債務引受の承認と債務弁済の履

行及び債務免除条件の決定 
平成 16年 9 月 銀行への支払い（3 億 7130 万円） 
平成 18年 12月 銀行への支払い（2 億 5000 万円） 
平成 19年 6 月 銀行への支払い（毎年 50万円） 
～平成 26 年 6月 
平成 26年 10月 E 死亡 
平成 27年 6 月 銀行による債務引受承認，債務承継者（X ら）の決定，銀行への支

払い（50 万円） 
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平成 27年 8 月 相続税申告，遺産分割協議成立，残債務を Xらが 2 分の 1 ずつ承継 
平成 28年 6 月 銀行への最終支払い（50万円）→和解による債務免除効力発生 
平成 29年 3 月 X らの所得税確定申告 
平成 29年 5 月 債務控除を 0円とする相続税修正申告 
平成 30年 4 月 一時所得課税の更正決定 
平成 30年 7 月 審査請求 
令和元年 12月 地裁訴訟提起 

（大阪勉強会グループ「判批」税務通信 3797 号（2024年）36 頁を基に筆者作成） 
 

第 2節 判決の整理 
1． 第 1審の判断 
第 1 審では 27，次の 5 つの争点が争われた。①本件債務免除益の存否，②資力喪失（所

得税法 44 条の 2）の有無，③二重課税の排除（所得税法 9 条 1 項 16 号（現 17 号））の適
用の有無 ，④理由附記の不備の有無，⑤前訴の弁護士費用等を「その収入を得るために
支出した金額」（同法 34 条 2 項）として控除することの可否である。第 1 審では，争点⑤
のみが認められ，請求の一部が認容された 28。 
争点③の判示は，以下の通りである。 
「まず相続税法は，相続によって取得した財産の課税価額に算入すべき価額について，

『被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの』の金額を控除した金額によるとしてお
り（13 条 1 項柱書き及び同項 1 号），その金額を控除すべき債務は『確実と認められるも
のに限る』としている（14 条 1項）。 
本件債務免除に係る債務は，亡Ｅの相続開始時点において現に存在していたとはいえる

ものの，相続人である X らが本件和解に係る分割金の支払を行えば免除されるものであっ

 
27 東京地判令和 5年 3月 14 日・前掲注 6）。評釈に，伊川正樹「判批」税務QA258 号
（2023 年）53頁，池本征男「判批」国税速報 6771号（2023 年）22 頁，木山・前掲注
3）179 頁，木山泰嗣「判批」税理 66 巻 14 号（2023年）120 頁，佐藤孝一「判批」税務
事例 56 巻 2 号（2024 年）24 頁，品川芳宣「判批」T&Amaster982 号（2023 年）23 頁，
品川芳宣「判批」TKC税研情報 32 巻 4号（2023 年）20 頁，田中晶国「判批」新・判例
解説Watch 34号（2024 年）225 頁，中尾隼大「判批」税務事例 55 巻 8号（2023 年）
100 頁，長島弘「判批」税務事例 55 巻 11 号（2023年）17 頁，平野双葉「判批」T&A 
Master1009 号（2024 年）25 頁，藤間大順「判批」神奈川法学 56 巻 3 号（2023年）329
頁，藤間大順「判批」TAINS だより 235 号（2023年）3 頁，本部勝大「判批」ジュリ
1595号（2024 年）10頁がある。 
28 本論文は，本件債務免除益について，所得税法 36 条の経済的な利益として課税対象に
なり得ることを前提とする。 
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たことからすれば，『確実と認められるもの』とはいえない。したがって，亡Ｅの相続税
の算定に関して本件債務免除の対象となるべき債務が考慮されなかったのは，相続税の上
記定めからすれば当然のことというほかはない。 
 次に，所得税法9条1項16号は，『相続，遺贈又は個人からの贈与により取得するもの』
には所得税を課さないとしているところ，これは相続，遺贈又は個人からの贈与により取
得するものについては，別途相続税又は贈与税が課せられるため，二重課税を避けるため
に所得税法上は非課税とされたものである。 
そして，本件債務免除に係る債務免除益については，停止条件の成就が亡Ｅの相続発生

の後であることから，前記のとおり亡Ｅを被相続人とする相続税では考慮されていない。
したがって，本件債務免除益という所得の発生時にこれを亡Ｅの相続人である X らに係る
所得税の課税対象とすることは，所得税法 9条 1項 16号の前記趣旨に反するものではない
というべきである。 
……仮に本件債務免除に係る債務が亡Ｅの消極財産としてその相続財産の計算に当たっ

て算入されていれば，X らの納付すべき相続税が減少する可能性があったことは否定し得
ないが，相続税法は，本件債務免除に係る債務のような不確定な債務については，相続税
の算定に際して債務としての算入を認めていないのであり，仮に，本件と異なり，相続後
の事情によって本件債務免除の停止条件が成就しないことが確定した場合（債務免除益が
生ずることもない。）においても，遡及的に相続時において当該債務が『確実と認められ
る』ものであったということにはならない。そうである以上，本件債務免除の停止条件が
成就し，現に債務免除益が生じた本件において，本件債務免除に係る債務が相続税におい
て考慮されず，現に実現した債務免除益に対する所得税の課税がされることもやむを得な
いものというべきである。 
また，所得税法 9条 1項 16号は，相続により得た積極財産に対し，相続税に加えて所得

税を課すことを禁止対象として想定しているものと解され，相続時に『確実と認められ』
なかったために控除が認められなかった債務を対象として想定した規定とは解されず，殊
に，相続税の課税基準時たる相続発生時の後に停止条件が成就した結果発生すべき債務免
除益に適用されるものとは解されない。〔下線は筆者〕」 
 
2． 控訴審の判断 
 控訴審は 29，以下の通り，争点③についてのみ判示し，X らの主張を認め，請求の全部

 
29 東京高判令和 6 年 1 月 25 日・前掲注 5）。評釈に，大阪勉強会グループ「判批」税務通
信 3797 号（2024 年）35 頁，木山・前掲注 11）120 頁，倉見・前掲注 9）1 頁，武田涼子
「判批」税務事例研究 199 号（2024 年）17 頁，中尾隼大「判批」税務事例 56 巻 8 号
（2024 年）82 頁，長島・前掲注 20）18 頁，森照雄「判批」税理 67 巻 15 号（2024 年）
84 頁，渡辺・前掲注 13）84 頁がある。 
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を認容した。本件は現在，Yが上告受理申立てを行い，上告審に係属中である。 
「所得税 9 条 1 項は，その柱書きにおいて『次に掲げる所得については，所得税を課さ

ない。』と規定し，その 16 号において『相続，遺贈又は個人からの贈与により取得するも
の（相続税法の規定により相続，遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなされ
るものを含む。）』を掲げているところ，同号の趣旨は，相続税又は贈与税の課税対象とな
る経済的価値に対しては所得税を課さないこととして，同一の経済的価値に対する相続税
又は贈与税と所得税の二重課税を排除したものであると解される（最高裁判所平成 22 年 7
月 6日第三小法廷判決・民集 64 巻 5 号 1277 頁）。 
 また，相続税は，相続財産を取得した利得に対して担税力を見出して課税されるもので
あるところ，相続財産の取得者が被相続人の債務を承継して負担する場合にはその負担分
については担税力が減殺されることになるから，相続財産からの当該債務の控除を認める
とするのが所得税法〔ママ〕13 条 1 項 1 号の趣旨であり，被相続人から承継する債務が
『確実と認められるもの』でない場合には担税力が減殺されることにはならないから，当
該債務については相続財産からの控除を認めないとするのが同法 14条 1項の趣旨であると
解される。 
 このような規定の趣旨を踏まえれば，担税力を減殺させるものではないとして相続財産
から控除されなかった相続債務が相続開始後に免除を受けたからといって，これにより債
務者に新たな担税力が生じるものと解することは相当でない。 
 そうすると，被相続人から承継した現に存する債務であって，相続税申告の際の課税価
格の算定にあたって近い将来に免除を受ける可能性が極めて高いこと等を理由に相続税法
14 条 1 項の『確実と認められるもの』にあたらないとして相続財産から控除されなかった
債務が，その後に債権者により免除された場合における当該債務免除に係る相続人の利益
については，形式的には債務免除を受けた時点で発生したものといえるとしても，所得課
税との関係では，潜在的には相続により取得していたものとみることが可能であり，また，
その具体的な内容をみても，上記申告に係る課税価格のうち相続財産から控除されなかっ
た上記債務に相当する部分の経済的価値と実質的に同一のものということができるから，
特段の事情のない限り，これに所得税の課税をすることは，所得税法 9条 1項 16号に反す
るものとして許されないというべきである。 
 これを本件についてみるに，本件債務免除益は，被相続人の亡ＥからＸらが承継した本
件銀行に対する債務であって，本件和解の約定により免除を受ける可能性が極めて高いこ
とから相続税の修正申告の際の課税価格の算定にあたって相続税法 14条 1項の『確実と認
められるもの』にあたらないとして相続財産から控除されなかった本件債務が，その後に
本件和解の約定に基づき本件銀行により免除された場合における債務免除に係るＸらの利
益であるといえる。 
そして，本件においては，本件債務を相続財産から控除した場合とこれをしない場合の

相続税の増加額（合計 2 億 1972 万 4900 円）と本件債務免除益を一時所得として所得税の
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課税をしない場合とこれをした場合の所得税等の本税額の増加額（2 億 2273 万 2100 円）
に結果的に著しい差がないことなどの状況に照らしても，上記特段の事情は見当たらない。
したがって，本件債務免除益に所得税の課税をすることは，所得税法 9条 1項 16号に反し
て許されない。〔下線は筆者〕」 

 
3．第 1審と控訴審の判決の整理 
 第 1 審と控訴審で判断が分かれたのは，本件債務免除益に所得税を課税することが，所
得税法 9条 1 項 16 号（現 17 号）に反するか否かという点である。 
 本件債務免除に係る債務の債務控除の可否については，第 1 審，控訴審ともに，亡 E の
相続開始時点において現に存在していたとはいえるものの，「確実と認められるもの」と
はいえないとして債務控除は認められないと判断された。 
 第 1 審は，本件債務免除益の発生は，停止条件の成就が亡 E の相続発生の後であること
から，「確実と認められるもの」に該当しないとした。そして，相続発生の後に，債務免
除を受けたものであるから，本件債務免除益は，「相続……により取得するもの」に当た
らないとした。第 1 審は，法における形式的な判断基準を重視し 30，一時所得課税を認め
る判断となった。 
 これに対し，控訴審は，まず，二重課税の論点について，最高裁平成 22 年判決を引用
し，同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除するという
のが，所得税法 9条 1項の趣旨であることを述べた。その上で，相続税法 13条 1項 1号の
趣旨を確認し，「担税力を減殺させるものではないとして相続財産から控除されなかった
相続債務が相続開始後に免除を受けたからといって，これにより債務者に新たな担税力が
生じるものと解することは相当でない。」として，「形式的には債務免除を受けた時点で発
生したものといえるとしても，所得課税との関係では，潜在的には相続により取得してい
たものとみることが可能」と判示した。 
控訴審は，実質的な要素を重視し，本件債務免除益が「相続……により取得するもの」

に当たると判示している 31。 
 
第 3節 問題の所在 
1．判決の評価 
 本件において，X らは，相続税において消極財産として勘案されなかった本件貸付に係
る債務について，本件債務免除により債務免除益として所得税の課税対象となると，同一
の資産に再度課税対象とすることと同様となり，所得税法 9 条 1 項 16 号（現 17 号）に反
する旨主張する。これに対し，東京高裁令和 6 年判決は，担税力という実質的な評価によ

 
30 渡辺・前掲注 13）91 頁参照。 
31 中尾・前掲注 29）85 頁参照。 
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って相続税と所得税の二重課税の禁止に該当するものと判断した。 
この点において，納税者側の不利益は可及的に減じられた点では，一般感覚には沿う結

果が得られたとするものの，二重課税の排除が適用されうる範囲について，今後もどの範
囲で経済的価値が同一であるとして同号に該当するか，慎重に検討していく必要があると
する評価がある 32。 
また，不確実な債務として控除されなかった債務についての債務免除益が，「特段の事

情のない限り，これに所得税の課税をすることは，所得税法 9条 1項 16号に反するものと
して許されない」としたことは，論旨に問題はあるものの，二重課税を排除した点に意義
があるとする評価もある 33。 
そして，本件特有の事情として，貸付けから和解を経て債務免除に至る間に相続が生じ，

債務が承継されている点で 34，税務訴訟でこれまでみられなかった事例であり，直接の先
例に乏しい事例であるとする評価もある 35。 
 
2．問題点 
（1）最高裁平成 22 年判決との整合性 
先例である最高裁平成 22年判決は，所得税法 9条 1項 17号にいう「『相続，遺贈又は個

人からの贈与により取得するもの』とは，相続等により取得し又は取得したものとみなさ
れる財産そのものを指すのではなく，当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指す」
とし，「当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは，当該財産の取得の時における
価額に相当する経済的価値にほかならず，これは相続税又は贈与税の課税対象となるもの
であるから，同号の趣旨は，相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所
得税を課さないこととして，同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二
重課税を排除したものであると解される。」と解釈していた。 
 東京高裁令和 6 年判決は，最高裁平成 22 年判決を引用し，「相続財産から控除されなか
った債務が，その後に債権者により免除された場合における当該債務免除に係る相続人の
利益については，形式的には債務免除を受けた時点で発生したものといえるとしても，所
得課税との関係では，潜在的には相続により取得していたものとみることが可能であり，
また，その具体的な内容をみても，上記申告に係る課税価格のうち相続財産から控除され
なかった上記債務に相当する部分の経済的価値と実質的に同一のものということができる」
とする。 
しかし，最高裁平成 22年判決との整合性の観点からは，債務控除されなかった債務の承

 
32 武田（涼）・前掲注 29）35 頁参照。 
33 長島・前掲注 20）23 頁参照。 
34 本部・前掲注 27）11 頁参照。 
35 木山・前掲注 3）185 頁参照。 
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継に起因して X らに所得（本件債務免除益）が帰属しているかについては述べられていな
い 36。 
 
（2）担税力論の問題点 
東京高裁令和 6 年判決は，「担税力を減殺させるものではないとして相続財産から控除

されなかった相続債務が相続開始後に免除を受けたからと言って，これにより債務者に新
たな担税力が生じるものと解することは相当でない。」と判示している。 
しかし，債務控除されなかった債務が免除をされたことから所得税の担税力が生じない

とする論拠は示されていない 37。 
また，債務者に新たな担税力が生じない利益であれば，経済的価値の流入はなかったこ

とになるはずなので，所得は生じないことになる。そうであれば，所得税法 9条 1 項 17
号の適用対象でないのではないか，という疑問が残る 38。 
 
（3）「特段の事情」という要件付加の問題点 
 東京高裁令和 6年判決は，「特段の事情のない限り，これに所得税の課税をすることは，
所得税法 9条 1項 16号に反するものとして許されない」と判示し，非課税規定に「特段の
事情」という要件を付け加えている。 
この「特段の事情」が何を意味するかは不明であるが，東京高裁令和 6 年判決によると，

相続税の計算と，所得税の計算において著しい差が発生しないことを指しているようであ
る 39。 
しかし，本件においてはたまたま著しい差が発生しない結果となっただけで，別の事案

では税率等が異なることにより，大きな差額が発生することもあり得るため，相続税と所
得税の計算差異の僅少さは本質的な「特段の事情」とはいえない 40。 
また，そもそも所得税法上，非課税規定に明文なく適用除外要件を設定することは，租

税法律主義（憲法 84 条）の面からも問題がある。 
 
第 4節 小括 
 本章では，相続税法で債務控除されなかった債務における所得税法 9条 1項 17号の適用
の有無が争われた東京高裁令和 6年判決について検討した。 
 第 1 節では，東京高裁令和 6 年判決の事案の概要を確認し，図表を示し時系列から事案

 
36 木山・前掲注 11）121頁参照。 
37 倉見・前掲注 9）3頁参照。 
38 木山・前掲注 11）121 頁参照。 
39 渡辺・前掲注 13）94 頁参照。 
40 渡辺・前掲注 13）95 頁参照。 
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を整理した。 
 第2節では，第1審と控訴審の判決を整理した。第1審，控訴審で判断が分かれたのは，
本件債務免除益に所得税を課税することは，所得税法 9 条 1 項 16 号（現 17 号）に反する
か否かという点であり，本件債務免除に係る債務の債務控除の可否については，第 1 審，
控訴審ともに，「確実と認められるもの」とはいえないとして債務控除は認めていない。 
 第 3 節では，東京高裁令和 6 年判決から提起される問題点を指摘した。東京高裁令和 6
年判決は，最高裁平成 22 年判決との整合性の観点からは，債務控除されない債務の承継
に起因して X らに所得が帰属しているかは審理されていない。また，債務控除されない債
務が免除をされたことから所得税の担税力が生じないとする論拠も示されていない。そし
て，非課税規定に「特段の事情」という要件を付け加えており，所得税法上，非課税規定
に明文なく適用除外要件を設定することは，租税法律主義（憲法 84 条）の面からも問題
がある。    
次章では，所得税の課税理論と基本構造を確認し，非課税規定の内容と沿革を整理する。

その上で，所得税法 9条 1 項 17 号の規定の趣旨を検討する。 
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第 2章 非課税規定の内容と沿革 
 本章では，所得税の課税理論と基本構造を確認し，非課税規定の内容と沿革を整理する。
その上で，所得税法 9条 1 項 17 号の規定の趣旨を検討する。 
 
第 1節 所得税法の基本構造 
1．課税理論 
シャウプ勧告以来，戦後の日本の所得税制度の根幹をなしているのは所得を包括的に捉

え，富の増加＝担税力の増加をきたすすべての利得を所得に含める考え方である包括的所
得概念の理論である 41。これは，学説・判例における通説的な立場であると考えられてい
る 42。 
 現在の我が国の所得税法は，所得を源泉により 10種類に分類した上で，譲渡所得や一時
所得等の所得類型を設けて，一時的・偶発的利得を課税の対象とする一方で，どの所得に
も属さないものをすべて雑所得として課税の対象とする旨を定めている 43。これは，すべ
ての所得を課税の対象とする趣旨を示すものであり 44，包括的所得概念を採用しているこ
との現れであると解される 45。 
包括的所得概念の立場からは，①所得はいかなる源泉から生じたものであるかを問わず

課税の対象となり，②現金の形をとった利得のみでなく，現物給付・債務免除益・為替差
益等の経済的利益も課税の対象となり，③合法な利得のみでなく，不法な利得も課税の対
象とされている 46。 
 なお，納税者が取得した経済的価値のうち，原資の維持に必要な部分は，所得を構成せ
ず，保険金や損害補償金も，損害の回復であって，所得ではない（所得税法 9 条 1 項 18
号）47。 
 第二次世界大戦前は，所得の範囲は制限的に構成される所得源泉説（制限的所得概念）

 
41 金子宏「所得概念について」同『租税法理論の形成と解明 上巻』（有斐閣，2010 年）
423－424 頁〔初出，1970 年〕参照。 
42 中里実「所得控除制度の経済学的意義」同『所得税の研究』（有斐閣，2022 年）34 頁
〔初出，2003年〕参照。 
43 金子宏『租税法〔第 24版〕』（弘文堂，2021 年）197 頁，水野忠恒『大系租税法〔第 5
版〕』（中央経済社，2024 年）149 頁参照。 
44 金子・前掲注 43）197 頁参照。 
45 植田祐美子「所得税制度における非課税所得の在り方」税大論叢 99 号（2021 年）242
－243 頁参照。 
46 金子・前掲注 43）197 頁参照。 
47 金子・前掲注 43）199 頁参照。 
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に準拠していた 48。 
第二次世界大戦後，昭和 22年の税制改正で従来の制度を全面的に改め，所得を利子，配

当，臨時配当，給与，退職，山林，譲渡，一時及び事業等の 9 種類に分類することとし，
譲渡所得の範囲に有価証券の譲渡による利得を含めるとともに，一時所得という新たな所
得類型を設けて，懸賞金による利得，キャンブルの利得などの一時的な利得も課税対象に
取り込み，あらゆる源泉の所得を課税所得とみる包括的所得概念へ移行した 49。 
 なお，雑所得の所得類型が設けられる等，所得分類が再構成され，今日のような分類に
整備されたのは，シャウプ勧告に伴う昭和 25 年の大改正である 50。 
昭和25 年の改正によって雑所得が創設され，現行のとおり所得は10 種類に分類される

こととなり，あらゆる所得を課税の対象とする包括的所得概念による課税制度が確立され
たが，現実的には，利子所得や有価証券譲渡益等は分離課税になっていること，非課税規
定や租税特別措置により課税の対象とされていない所得があること，給与所得，年金所得
及び退職所得等は理論的に所得計算上の問題があるなど，包括的所得概念の特性が生かさ
れた制度になっているとは言い難い面もある 51。 
これら各種の問題が惹起する理由としては，課税をするに当たって実際の評価や把握が

困難なもの，政策的要請の趣旨に応じるためのもの，所得の種類によって担税力の考慮を
加味する必要があるものが存在するためである 52。 
 非課税規定は，それらの所得の担税力が弱いことを理由とするものが多いが，「担税力」
とはあいまいさを含んだ概念であり，政治的・倫理的色彩が強いので，非課税規定の趣旨
については検討を加える必要がある 53，との指摘もある。 
 
2．基本構造 
 所得税の課税物件は個人の所得であり 54，所得税の納税義務者は，原則個人である（所
得税法 5条）55。 
課税所得の範囲は，非永住者以外の居住者，非永住者，非居住者の区分によって異なり

 
48 植松守雄「所得税法における課税所得をめぐって」一橋論叢 77 巻 2号（1977 年）138
頁参照。 
49 注解所得税法研究会・前掲注 1）213 頁参照。 
50 注解所得税法研究会・前掲注 1）213 頁参照。 
51 田中康男「所得控除の今日的意義―人的控除のあり方を中心として―」税大論叢 48 号
（2005 年）30－31 頁参照。 
52 田中（康）・前掲注 51）30－31 頁参照。 
53 水野（忠）・前掲注 43）159－160 頁参照。 
54 金子・前掲注 43）194 頁参照。 
55 植田・前掲注 45）241 頁参照。 
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（同法 7条 1 項），非永住者以外の居住者の所得税額の計算過程は，以下の通りである。 
①10 種類の所得区分（利子所得，配当所得，不動産所得，事業所得，給与所得，退職所

得，山林所得，譲渡所得，一時所得，雑所得）ごとに所得金額を計算し（同法 21 条 1 項 1
号，23 条ないし 35 条），②退職所得金額と山林所得金額を除く所得金額を合算し，損益
通算後，総所得金額を計算（同法 21条 1項 2号，69 条），③総所得金額から所得控除を行
い，課税総所得金額を計算（同法 21条 1項 3号，72～87条），④課税総所得金額に超過累
進税率を適用して，算出所得税額を計算（同法 21 条 1項 4 号，89条），⑤税額控除がある
場合は，さらに算出所得税額から税額控除を行い，納付すべき所得税の額を計算する（同
法 21条 1項 5 号）56。 
 
第 2節 所得税法の非課税規定 
1．所得税を課されない所得 
所得税を課されない所得には，非課税所得，免税所得，不課税所得がある。ともにその

所得に対する所得税が課されない点では同じであるが 57，非課税所得は，課税標準の計算
の際，計算対象そのものから除外され 58，所得税の計算上，はじめから無かったものとさ
れる（所得税法 9 条）59。非課税所得は当該所得については課税物件から除外されるので
課税要件が充足されず納税義務が成立しない点で，いったん成立した納税義務が明文の規
定によって解除される免税所得とも異なる 60。免税所得は，いったん所得に含めて税額を
計算し，その所得に対する税額分が免除される（租税特別措置法 25 条）61。また，明文の
除外規定がなければ課税所得とされる点で，そもそも法律上想定外とされている帰属所得
のような不課税所得とも異なる 62。 
そのため，非課税所得は，所得金額の計算から除かれ，非課税の適用を受けるための手

続は原則として必要とならず，非課税所得について損失が生じても，その損失はなかった
ものとみなされる 63。 
非課税所得とは，講学上は，理論的・政策的考慮または執行上の考慮に基づき明文の法

 
56 木山泰嗣『教養としての「所得税法」入門』（日本実業出版社，2018年）70 頁参照。 
57 小松崎亮也『要説所得税法〔平成 7 年度版〕』（税務経理協会，1995年）13 頁参照。 
58 山本直毅『課税所得の認識原理の研究』（成文堂，2020年）138 頁参照。 
59 植田・前掲注 45）242 頁参照。 
60 谷口勢津夫『税法基本講義〔第 7版〕』（弘文堂，2021 年）221 頁参照。 
61 八ツ尾順一『図解 租税法ノート〔15 訂版〕』（清文社，2024 年）116 頁参照。 
62 谷口・前掲注 60）221 頁参照。 
63 国税庁「タックスアンサーNo.2011 課税される所得と非課税所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm（最終閲覧日：2025
年 1月 6 日）。 
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律規定によって課税所得の範囲から除外される所得をいうとされている 64。 
神戸地裁昭和 59年 3月 21日判決は 65，「現行の所得税法は，課税の対象となる所得を取

得した経済上の成果（利得）として捉え，一定期間内における純資産の増加をすべて所得
とみる一方，担税力が薄弱であることもしくは徴税上，公益上又は政策上の理由から非課
税所得を定め（同法 9 ないし 11 条），租税特別措置法その他の法令により所得控除，特別
税額控除等の課税除外所得を定めている。従つて，このような税制の趣旨に照らすと，純
資産の増加は，法令上それを明らかに非課税とする趣旨が規定されていない限りは，課税
の対象とされるものと解すべき」と判示する。 
 
2．非課税規定の類型 
 非課税規定は，属人的にある特定の者に帰属する所得をすべて非課税とする人的非課税
と，所得者と関係なく特定の内容の所得を非課税とする物的非課税とがある 66。 
 規定数は，人的非課税規定は 1 つ（外交官（及びその配偶者）のみ）であり，物的非課
税規定は多数ある上に，税法，租税特別措置法，税法以外の法律の多岐に渡って存在する
67。 
 人的非課税とされているのは，個人の場合，外交官等が，確立された国際法規（憲法 98
条 2 項）により所得税の納税義務の範囲から除外されているが，国内法により一定の者を
納税義務者の範囲から除外することを定める規定はない（明治憲法のもとでは，天皇及び
皇族は所得税の場合を含めて一般に納税義務を負わないとされていた）68。なお，法人の
場合，公共法人等は，納税義務を負わない（所得税法 11 条 1 項，2項）69。 
 物的非課税とされているのは，所得税法のほか租税特別措置法等各種の法律に基づくも
のがあり，さらに少額不追及や実質弁済などの観点から，国税庁通達で非課税の取扱いを
しているものもあり，その種類は極めて多岐にわたる 70。 
 主要なものとして，その性質に応じて以下の通り分類される。 
 
（1）社会政策的配慮に基づくもの 
 社会政策的配慮に基づくものに分類されるものとして，増加恩給，傷病賜金，遺族恩給

 
64 谷口・前掲注 60）220－221 頁参照。 
65 神戸地判昭和 59 年 3月 21 日税資 135 号 328 頁。 
66 武田昌輔編『DHC コンメンタール所得税法』（第一法規，1983年〔加除式〕）326 頁参
照。 
67 植田・前掲注 45）251 頁参照。 
68 清永敬次『税法〔新装版〕』（ミネルヴァ書房，2013 年）79 頁参照。 
69 清永・前掲注 68）79 頁参照。 
70 武田（昌）・前掲注 66）326 頁参照。 
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等（所得税法 9条 1項 3号），雇用保険法の失業等給付（雇用保険法 12条），生活保護の保
護金品（生活保護法 57条），児童福祉の支給金品（児童福祉法 57条の 5第 1項）がある。 
 
（2）担税力の考慮に基づくもの 
 担税力の考慮に基づくものに分類されるものとして，生活用動産の譲渡所得（所得税法
9 条 1 項 9 号），資力を喪失し債務を弁済することが著しく困難な場合の強制換価等による
譲渡所得（同法 10 号），学資金，扶養義務者相互間において扶養義務を履行するための給
付金品（同法 15 号），人身事故に対する損害賠償金等（同法 18 号）がある。 
 
（3）必要経費的性格に基づくもの 
 必要経費的性格に基づくものに分類されるものとして，給与所得者の旅費（所得税法 9
条 1 項 4 号），給与所得者の通常の通勤費（同法 5 号），職務の性質上欠くことのできない
現物給与（同法 6号），国外勤務者の在勤手当（同法 7号）がある。 
 
（4）少額免除，貯蓄奨励等の見地に基づくもの 
 少額免除，貯蓄奨励等の見地に基づくものに分類されるものとして，子供銀行の預貯金
の利子等（所得税法 9条 1項 2号），障害者等の少額預金の利子等（同法 10条），障害者等
の少額公債の利子（租税特別措置法 4条），勤労者財産形成住宅（年金）貯蓄の利子等（同
法 4条の 2，同法 4 条の 3），特定寄附信託の利子所得（同法 4 条の 5），納税準備預金の利
子（同法 5 条），納税貯蓄組合預金の利子（納税貯蓄組合法 8 条）がある。 
 
（5）他の租税との二重課税を避けるためのもの 
他の租税との二重課税を避けるためのものに分類されるものとして，相続，遺贈，個人

からの贈与により取得するもの（所得税法 9 条 1項 17 号）がある。 
 

（6）その他 
その他のものに分類されるものとして，外国政府等の職員の給与（所得税法 9 条 1 項 8

号），文化功労者年金，ノーベル賞等一定の賞金（同法 13号），オリンピックメダリスト等
への一定の報償金（同法 14 号），公職選挙法による報告がなされた選挙運動資金（同法 19
号）がある。 

 
以上のほか，国税庁通達により税務執行上追及しないという形で非課税の取扱いとされ

ているものがあるが，その内容は，少額の現物給与（一定の要件に該当する食事，社宅），
各種の経済的利益（一定の要件に該当する商品等の値引購入，金銭の無利子借入え，厚生
費用，使用者負担の少額保険料，損害賠償金），特定の少額金品（一定の要件に該当する
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宿日直料，記念品，結婚祝金）などに分類することができる 71。 
 
第 3節 所得税法 9条 1項 17 号の沿革 
1．所得税の創設～昭和 22 年改正 
 所得税は，明治 20 年 3月に創設され 72，所得税創設の直接の動機は，国家経費の膨張
と海軍拡張の費用補填であるとされている 73。 
当時の税収は，地租と酒税の比重が大きく 74，農業者と商工業者，富裕層と貧困層の間

で税負担の不公平が生じていた 75。そのため，既存の税の税率を引き上げることは困難で
あり，また，軍備の拡張も大規模に行われていたため，新たな財源によって歳入の増加を
すべき状況に迫っていた 76。そのような状況の中，現行税制の不公平を是正しつつ，歳入
増加をはかるため所得税が採用された 77。 
所得税の創設時は，制限的所得概念のもと，特定の源泉からの利得あるいは継続的・反

復的な利得のみを所得として捉え，一時的・偶発的・恩恵的な利得は所得の範囲から除外
されていた 78。 
創設当時の規定は，一時所得を含め次の 3つの所得が非課税とされていた。 

 
第三條 左ニ掲クルモノハ所得税ヲ課セス 
第一 軍人従軍中ニ係ル俸給 
第二 官私ヨリ受クル旅費，傷痍疾病者ノ恩給金及孤児寡婦ノ扶助料 
第三 營利ノ事業ニ属セサル一時ノ所得 
 
 明治 32 年の改正により 79，以下の通り 5条へ改正され，非課税規定が 7号まで追加さ
れた。 
 
第五條 左ニ掲クル所得ニハ所得税ヲ課セス 
一 軍人従軍中ニ係ル俸給 

 
71 武田（昌）・前掲注 66）327 頁参照。 
72 明治 20 年 3月 23 日勅令第 5 号。 
73 阿部勇『日本財政論－租税』（改造社，1933 年）411 頁参照。 
74 金子・前掲注 43）46 頁参照。 
75 林健久『日本における租税国家の成立』（東京大学出版会，1979年）297 頁参照。 
76 阿部・前掲注 73）97 頁参照。 
77 林・前掲注 75）297 頁参照。 
78 金子・前掲注 41）423 頁参照。 
79 明治 32 年法律第 17 号による改正。 
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二 扶助料及傷痍疾病者ノ恩給 
三 旅費學資金及法定扶養料 
四 營利ヲ目的トセサル法人ノ所得 
五 營利ノ事業ニ属セサル一時ノ所得 
六 外國又ハ此ノ法律ヲ施行セサル地ニ於ケル資産營業又ハ職業ニ依ル所得但シ此ノ法律 
施行地ニ本店ヲ有スル法人ノ所得ヲ除ク 

七 此ノ法律ニ依リ所得税ヲ課セラレタル法人ヨリ受クル配當金及割賦賞與金 
 
その後，大正 9 年の改正により 80，18条へ改正され，以下の通り，規定の文言も修正さ

れた。 
 

第十八條 第三種ノ所得ニシテ左ノ各號ニ該當スルモノニハ所得税ヲ課セス 
一 軍人従軍中ノ俸給及手當 
二 扶助料及扶助料及傷痍疾病者ノ恩給又ハ退隱料 
三 旅費，學資金及法定扶養料 
四 郵便貯金，産業組合貯金及銀行貯蓄預金ノ利子 
五 營利ノ事業ニ属セサル一時ノ所得 
六 日本ノ國籍ヲ有セサル者ノ本法施行地外ニ於ケル資産，營業又ハ職業ヨリ生スル所得 
七 乗馬ヲ有スル義務アル軍人カ政府ヨリ受クル馬糧，繋畜料及馬匹保續料 
 
大正 15 年の改正 81，昭和 13 年の改正の後 82，昭和 15 年の改正により 83，以下の通り

11 条へと改正された。 
 
第十一條 左ノ各號ニ該當スル所得ニハ分類所得税ヲ課セズ 
一 軍人及軍属ノ従軍中ノ俸給，手當及賞與 
二 傷痍疾病者ノ恩給竝ニ遺族ノ恩給及年金 
三 旅費，學資金及法定扶養料 
四 郵便貯金ノ利子及命令ヲ以テ定ムル當座預金ノ利子 
五 元本三千圓ヲ超エザル銀行貯蓄預金，産業組合預金其ノ他命令ヲ以テ定ムル預金ノ利 
 子 
六 乙種ノ事業所得中營利ヲ目的トスル継続的行為ヨリ生ジタルニ非ザル一時ノ所得 

 
80 大正 9年法律第 11 号による改正。 
81 大正 15 年法律第 8号による改正，これにより 7号が削除された。 
82 昭和 13 年法律第 43 号による改正，5号は以下の通り改正された。 
五 第十四條第一項第六號ノ所得中營利ノ事業ニ属セサル一時ノ所得 
83 昭和 15 年法律第 24 号による改正。 
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七 日本ノ國籍ヲ有セサル者ノ本法施行地外ニ於ケル資産，營業又ハ職業ヨリ生ズル所得 
 
昭和 17 年の改正 84，昭和 19 年の改正 85，昭和 21 年の改正を経て 86，条文番号の変更

および追加加筆がなされたものの，相続による財産の取得は一時所得とされていたため，
非課税規定には「相続……により取得するもの」の文言は昭和 22 年 11 月の改正までは記
載されていない。 
 
2．昭和 22 年改正 
 昭和 20 年 8月に終戦を迎え，昭和 22 年になると，①財政需要に即応した租税収入の確
保と国民経済の再建に資する税制を樹立すること，②国民負担の公正を図ること，③租税
の民主化と簡易平明化を図ることの 3 項目を目標として，一般的税制改正が行われること
となった 87。 
こうした中で所得税については，①分類所得税・総合所得税の両建て課税を廃止し，超

過累進税率による総合課税に一本化する，②一時的な所得を含め，あらゆる所得を総合課
税の対象とする，③その年の所得により納税者が自ら税額を算出して納税する予算申告制
度を採用するなどの大改正が行われたが，利子所得の源泉選択課税は存置された 88。 
 非課税規定は，以下の通り改正された 89。 
 
第六 左に掲げる所得については，所得税を課さない。 
一 皇室経済法第四條第一項及び第六條第一項の規定により年額により受ける給付 
二 疾病者の恩給並びに遺族の恩給及び年金 
三 旅費，学資金及び法定扶養料 
四 郵便貯金の利子及び命令で定める当座預金の利子 
五 第九條第一項八号に規定する所得のうち，営利を目的とする継続的行爲から生じた所
得以外の一時の所得（第四十二條第一項に規定する所得を除く。） 

六 日本の國籍を有しない者のこの法律施行地外にある資産又は事業の所得 
 

 
84 昭和 17 年法律第 47 号による改正，5号中の「三千圓」を「五千圓」に改められた。 
85 昭和 19 年法律第 7号による改正，5号が削除された。 
86 昭和 21 年法律第 14 号による改正，1号が削除された。 
87 佐々木幸男「所得税の現状と課題－包括的所得税の変容と所得税の今後の課題」税大論
叢 51 号（2006 年）151頁参照。 
88 佐々木・前掲注 87）152 頁参照。 
89 昭和 22 年法律第 27 号による改正。 
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 その後，昭和 22 年 11月に行われた税制改正により 90，5号が次のように改正された。 
 
第六条 左に掲げる所得については，所得税を課さない。 
五 第九条第一項第八号に規定する所得のうち，贈与，遺贈又は相続に因り取得したも
の，生命保険契約に基き死亡を原因として支払を受けた保険金，傷害保険契約又は損害
保険契約に基き支払を受けた保険金，損害賠償に因り取得したもの，慰藉料その他これ
らに類するもの 

 
このような改正の経緯を辿ったのは，昭和 22 年の所得税法の改正によって包括的所得

概念が採用されたことに伴い，所得類型として一時所得が定められ，包括的所得概念に基
づくと，相続，贈与により取得するものも，財産の移転による所得ということになり，所
得税が課されることとなったため，これらの調整を図るため，所得税について当該非課税
規定が設けられたと考えられる 91。 
当時の改正税法の解説においても，「相続税との重複課税をさける主旨によるもの及び

実質的に所得とならないものを除こうとするものである 92。」と説明されている。 
ただし，当時の相続税・贈与税は，昭和 24 年まで遺産税方式を採用しており，相続人

や受贈者に課税される体系ではなかったので，直接的に二重課税が生じたわけではなかっ
た 93。被相続人ないし贈与者に相続税ないし贈与税が課された上で，相続人や受贈者に所
得税が課されるのでは国民の納得が得られないという考えに基づいて創設されたものであ
ると考えられており 94，広い意味での二重課税の調整のほかに，相続，贈与等による恩恵
的利得は所得に含まれないとする伝統的な所得概念の影響があったとも考えられている
95。 
 
3．昭和 25 年改正 
 昭和 23 年の改正後 96，シャウプ勧告による昭和 25 年の改正で，それまで一時的・偶発

 
90 昭和 22 年法律第 142 号による改正。 
91 酒井克彦『裁判例からみる所得税法』（大蔵財務協会，2016年）72－73 頁参照。 
92 長迫倍民「改正所得税法の解説」税経通信臨時増刊号改正税法の解説（1950 年）27
頁。 
93 酒井・前掲注 91）72－73 頁参照，末永英男「判批」税務弘報 58 巻 11 号（2010 年）
122 頁参照。 
94 酒井・前掲注 91）72－73 頁参照。 
95 注解所得税法研究会・前掲注 1）213 頁参照。 
96 昭和 23 年法律第 107 号による改正。次に通り改正された。 
 前項に定めるものの外，第九条第一項第八号に規定する所得のうち，左に掲げる所得に
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的な所得（退職，山林，譲渡，一時の各所得）について累進税率の適用を緩和するためそ
の金額の二分の一を課税対象とする方式が採られていたのを改め，一定の平均課税方式の
採用を前提にその全額を課税対象に取り込み，相続・贈与等による資産の移転があったと
きはその時の時価により資産の譲渡があったものとみなしてその評価益に課税するみなし
譲渡の制度を導入するなど課税ベースの一層の拡大が図られた 97。 
昭和 25 年の税制改正において 98，次のように改正された 99。 

 
第六条 左に掲げる所得については，所得税を課さない。 
七 第九条第一項第九号に規定する所得のうち，相続，遺贈又は個人からの贈与に因り取
得するもの（相続税法の規定により相続，遺贈又は贈与に因り取得したものとみなされ
るものを含む。），傷害保険契約又は損害保険契約に基き支払を受ける保険金，損害賠償
に因り取得するもの，慰藉料その他これらに類するもの 

 
なお，第九条第一項第八号に規定する所得とは，一時所得であり，当時は，贈与，遺贈

又は相続に因り取得したものは一時所得に該当するとされていた。 
旧所得税通達 150 には，「相続，遺贈又は贈与に因る財産の取得は一時所得となるが，

相続，遺贈又は個人からの贈与に係るものは，法第六條七号の規定により課税されないか
ら，これ等のもののうち一時所得として所得税を課せられるものは，法人からの贈与に係
るものにかぎられるものとする。但し，相続税法の規定により法人からの『贈与に因り取
得したものとみな』されるものは法第六條第七号の規定に準じ，所得税法を課さないもの
とする 100。」と記されている。 
 
4．昭和 37 年改正 

 
ついては，所得税を課さない。 
一 贈与（個人以外のものからの贈与を除く。），遺贈又は相続に因り取得したもの，生命
保険契約に基き死亡を原因として支払を受けた保険金，傷害保険契約又は損害保険契約
に基き支払を受けた保険金，損害賠償に因り取得したもの，慰藉料その他これらに類す
るもの 

97 植松・前掲注 48）139頁参照。 
98 昭和 25 年法律第 71 号による改正。 
99 武田（昌）・前掲注 66）473 頁参照。 
100 国税庁所得課税課編『所得税の法令と取扱（所得税法に関する基本通達）』（大蔵財務
協会，1951 年）26頁。 
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昭和 26 年の改正 101を経て，昭和 28 年の改正により 102，規定の文言が修正され，昭和
37 年の改正で 103，「第 9 条第 1項第 9号に規定する所得」との文言がなくなり，以下の
通り現行法とほぼ同じ規定内容となった 104。 
 
第六条 左に掲げる所得については，所得税を課さない。 
十三 相続，遺贈又は個人からの贈与に因り取得するもの（相続税法の規定により相続，
遺贈又は贈与に因り取得したものとみなされるものを含む。）並びに損害保険契約又は
損害保険契約に基き支払を受ける保険金及び損害賠償金（これらに類するものを含
む。）で心身に加えられた損害又は突発的な事故により資産に加えられた損害に基因し
て取得するものその他の命令で定めるもの 

 
5．現行所得税法 
 昭和 40 年の改正により 105，損害保険金及び損害賠償金の規定部分と号が分けられ，以
下の通り 9 条 19 号に改正され，現行と同じ規定内容となった。 
その後，号数のみが改正され，昭和 41 年の改正により 106，20 号に改正，昭和 63 年の

改正により 107，15号に改正，平成 22 年の改正により 108，16号へ改正，令和 3年の改正
により 109，現行の 17 号へ改正された。 
 
第九条 
十九 相続，遺贈又は個人からの贈与により取得するもの（相続税法（昭和二十五年法律
第七十三号）の規定により相続，遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなさ
れるものを含む。） 

 
第 4節 所得税法 9条 1項 17 号の趣旨 
1．規定の内容 

 
101 昭和 26 年法律第 63 号による改正，第六条第七号中「又は贈与」を「又は個人若しく
は法人からの贈与」に改められた。 
102 昭和 28 年法律第 173 号による改正，同条第七号中「若しくは法人」が削除された。 
103 昭和 37 年法律第 44 号による改正。 
104 古谷・前掲注 4）195 頁参照。 
105 昭和 40 年法律第 33 号による改正。 
106 昭和 41 年法律第 31 号による改正。 
107 昭和 63 年法律第 109 号による改正。 
108 平成 22 年法律第 6号による改正。 
109 令和 3年法律第 11 号による改正。 
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相続により被相続人から相続人が取得した財産に相続税が課税され，また，個人からの
贈与には贈与税が課税されるので，所得税法では，相続や個人からの贈与により取得する
ものは非課税規定により課税されない。 
なお，相続により取得する財産には，生命保険金（相続税法 3条 1 項 1 号），死亡退職

金（同法 3 条 1項 2号），生命保険契約に関する権利（同法 3 条 1項 3号），定期金に関す
る権利（同法 3 条 1項 4号），保証期間付定期金に関する権利（同法 3 条 1項 5号），契約
に基づかない定期金に関する権利（同法 3条 1 項 6 号），その他・遺贈とみなされるもの
（同法 7条，8 条，9 条，9 条の 2），相続財産法人から分与を受けた遺贈とみなされる財
産（同法 4 条 1項），特別寄与料（同法 4 条 2項）が，みなし相続財産に規定されている
ため，本来の相続財産（民法上の遺産）ではないが，相続税法上財産とみなして相続税法
の課税対象となるため 110，非課税規定が適用される。 
判例においては，年金受給権に基づく 1 回目の年金が，所得税法 9条 1 項 17 号の「相

続……により取得するもの」に該当するとされた判例がある 111。 
 
2．規定の趣旨 
 所得税法 9条 1 項は「次に掲げる所得については，所得税を課さない。」として非課税
所得について規定している。そのうち 17 号において，「相続，遺贈又は個人からの贈与に
より取得するもの（相続税法（昭和二十五年法律第七十三号）の規定により相続，遺贈又
は個人からの贈与により取得したものとみなされるものを含む。）」を掲げている。 
 同号は，一般に，相続税・贈与税と所得税との二重課税の調整を図る意味を有すると説
明される 112。 
最高裁平成 22 年判決は，同号の趣旨を，「相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価

値に対しては所得税を課さないこととして，同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税
と所得税との二重課税を排除したものであると解される。」と判示している。 
また，高松高裁平成 8年 8月 29日判決は，同号が，「『相続により取得するもの』を非課

税としているのは，相続という同一原因によって相続税と所得税とを負担させるのは，同
一原因により二重に課税することになるのでこれを回避し，相続税のみを負担させるとい
う趣旨であり，相続後に実現する所得に対する課税を許さないという趣旨ではない 113。」
と判示している。 

 
110 小池正明『知っておきたい相続税の常識〔第 24 版〕』（税務経理協会，2023年）54 頁
参照。 
111 最判平成 22 年 7月 6日・前掲注 2）。 
112 金子・前掲注 43）199－200 頁参照，注解所得税法研究会・前掲注 1）928 頁参照，古
谷・前掲注 4）195 頁参照，水野（忠）・前掲注 43）811 頁参照。 
113 高松高判平成 8年 8月 29 日税資 220 号 522 頁。 



28 
 

学者の見解として，渕圭吾は，昭和 22 年 11 月に行われた税制改正により，一時所得に
対する課税が始まり，「第 9条第 1項第 8号に規定する所得（一時所得）のうち，贈与，遺
贈又は相続に因り取得したもの」を所得税の課税対象から除外した沿革から規定の趣旨を
理解すると，この時点においては，相続税は相続財産に対して課されるものであったこと
や，被相続人に着目した場合，明らかに，同一の経済的価値に所得税と相続税の双方が課
されているため，被相続人等の段階で所得税の課税を受けた上で形成された相続財産につ
いて，再び，相続人等に対して所得税の課税が行われることがないことを明らかにした 114，
と解釈する。 
中村信行は，昭和 22年税制改正時から，一時所得課税において贈与・相続は非課税とさ

れており，その後，昭和 40年の所得税法の全文改正において，現在の同号の書きぶりとな
った 115，と述べている。そして，従来の規定が一時所得に含まれることを明記した上で非
課税とする書きぶりが，そのことが文言からは判然としなくなったものの，号数の位置と
しても一時所得の位置にあるといえ，基本的には従前どおり一時所得の非課税と読むべき
である 116，とする。 
小島俊朗は，同号の沿革から，相続財産の取得による一時所得を非課税としたことは，

立法経緯からみて明らかであり，シャウプ勧告により導入されたみなし譲渡課税は，被相
続人段階で生じたキャピタルゲインに相続時に所得課税するもので，相続を経ればキャピ
タルゲインに課税しないとする制度を我が国は採用していないことから，同号が二重課税
として非課税としているものは，相続により所得税法上同時に生じることとなる一時所得
であり，同規定は，その一時所得への所得税と当該財産への相続税の課税の重複を防ぐ趣
旨であった 117，と述べている。 
 
第 5節 小括 
本章では，所得税の課税理論と基本構造を整理し，非課税規定の内容と沿革を確認した。

その上で，所得税法 9条 1 項 17 号の規定の趣旨を検討した。 
第 1 節では，所得税法の課税理論，基本構造を確認した。シャウプ勧告以来，戦後の日

本の所得税制度の根幹をなしているのは包括的所得概念の理論であり，学説・判例におけ
る通説的な立場であると考えられている。 
第 2 節では，所得税法の非課税規定について整理した。非課税規定は，人的非課税と物

 
114 渕圭吾「相続税と所得税の関係・再考」神戸法学雑誌 69 巻 1 号（2019 年）63－64 頁
参照。 
115 中村信行「所得税と相続税の二重課税論の着地点（生保年金判決から 10 年を経て）」
税大ジャーナル 33 号（2021 年）87－88頁参照。 
116 中村・前掲注 115）88頁参照。 
117 小島・前掲注 17）10－11 頁参照。 
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的非課税とに分けられ，物的非課税は，所得税法のほか措置法等各種の法律に基づくもの
があり，さらに少額不追及や実質弁済などの観点から，国税庁通達で非課税の取扱いをし
ているものもあり，その種類は極めて多岐にわたる。所得税法 9条 1項 17号は，その性質
から，他の租税との二重課税を避けるためのものに分類される。 
第 3節では，所得税法 9条 1項 17 号の沿革を確認した。「相続……により取得するも

の」の文言が規定されたのは，昭和 22 年 11 月の税制改正によって包括的所得概念が採用
されたことに伴い，相続，贈与により取得するものも，財産の移転による所得ということ
になり，これらの調整を図るためであると考えられるものの，当時の相続税，贈与税は遺
産税方式であったため，直接的に二重課税が生じたわけではなかった。 
第 4節では，所得税法 9条 1項 17号の内容を確認した上で，規定の趣旨を検討した。所

得税法 9条 1項 17号の趣旨は，相続税・贈与税と所得税との二重課税の調整を図る意味を
有すると説明され，通説となっている。しかし，同号の沿革をみると，相続財産の取得に
よる一時所得を非課税としたことが明らかである。同号が二重課税として非課税としてい
るものは，相続により所得税法上同時に生じることとなる一時所得である，とする見解な
どもある。 
次章では，所得税法 9 条 1 項 17 号の適用が争われた先例である最高裁平成 22 年判決の

内容と意義について確認する。具体的には，最高裁平成 22年判決を受けて公表された「最
高裁判決研究会」報告書，最高裁平成 22年判決の射程が争われた裁判例を整理し，その射
程を分析する。 
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第 3章 最高裁平成 22年判決の内容と意義 
本章では，最高裁平成 22 年判決の内容と意義を確認する。具体的には，判決に対する

評価，最高裁平成 22 年判決を受けて公表された「最高裁判決研究会」報告書，最高裁平
成 22 年判決の射程が争われた裁判例を整理し，その射程を分析する。 
 
第 1節 判決の内容 
1．事案の概要 
本件は 118，年金払特約付きの生命保険契約の被保険者であり，その保険料を負担してい

た夫が死亡したことにより，年金の支払を受けた X（原告・被控訴人・上告人）が，当該
年金の額を収入金額に算入せずに所得税の申告をしたところ，当該年金の額から必要経費
を控除した額が，X の雑所得として総所得金額に加算することなどとして，所得税の更正
を受けたため，国である Y（被告・控訴人・被上告人）に対し，上記更正の一部取消しを
求めた事案である。 
なお，本事案の争点は，①本件年金が相続税法 3 条 1 項 1 号のみなし相続財産に当たる

否か，②所得税法上の所得に当たるか否か，③所得税法 9 条 1 項 15 号（現 17 号）により
非課税とされるか否かである。 
 
2．第 1審・控訴審の判決の内容 
第 1 審は，X の請求を認容し，年金を雑所得として課税することは二重課税に該当する

と判断した。相続財産となった年金受給権と年金について，「相続税法 3条 1項によって相
続財産とみなされて相続税を課税された財産につき，これと実質的，経済的にみれば同一
のものと評価される所得について，その所得が法的にはみなし相続財産とは異なる権利な
いし利益と評価できるときでも，その所得に所得税を課税することは，所得税法 9 条 1 項
15 号によって許されないものと解するのが相当である。」と判示した。 
 これに対し，控訴審は，原判決を取り消し，X の請求を棄却した。そして，「相続により
取得したものとみなされるものとは，相続税法 3 条 1 項の規定により相続したものとみな
される財産を意味することは明らかである。そして，その趣旨に照らすと，所得税法 9 条
1 項 15 号が，相続ないし相続により取得したとみなされる財産について，被相続人の死亡
後に相続人に実現する所得に対する課税を許さないとの趣旨を含むものと解することはで
きない。」「本件年金は，本件年金受給権とは法的に異なるものであり，Ａの死亡後に支分
権に基づいて発生したものであるから，相続税法 3 条 1 項 1 号に規定する『保険金』に該
当せず，所得税法9条1項15号所定の非課税所得に該当しないと解される。」と判示した。 
 

 
118 最判平成 22 年 7月 6日・前掲注 2），第 1 審は，長崎地判平成 18 年 11 月 7 日・前掲
注 2），控訴審は，福岡高判平成 19 年 10 月 25 日・前掲注 2）。 
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3．最高裁判決の内容 
 最高裁は，原判決を破棄し，Y の控訴を棄却した。具体的には，次の通りである。 
 「所得税法 9 条 1 項は，その柱書きにおいて『次に掲げる所得については，所得税を課
さない。』と規定し，その 15 号において『相続，遺贈又は個人からの贈与により取得する
もの（相続税法の規定により相続，遺贈又は個人からの贈与により取得したものとみなさ
れるものを含む。）』を掲げている。 
同項柱書きの規定によれば，同号にいう『相続，遺贈又は個人からの贈与により取得す

るもの』とは，相続等により取得し又は取得したものとみなされる財産そのものを指すの
ではなく，当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解される。 
そして，当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは，当該財産の取得の時におけ

る価額に相当する経済的価値にほかならず，これは相続税又は贈与税の課税対象となるも
のであるから，同号の趣旨は，相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては
所得税を課さないこととして，同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との
二重課税を排除したものであると解される。 
相続税法 3 条 1 項 1 号は，被相続人の死亡により相続人が生命保険契約の保険金を取得

した場合には，当該相続人が，当該保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該
契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相
当する部分を，相続により取得したものとみなす旨を定めている。 
上記保険金には，年金の方法により支払を受けるものも含まれると解されるところ，年

金の方法により支払を受ける場合の上記保険金とは，基本債権としての年金受給権を指し，
これは同法 24 条 1項所定の定期金給付契約に関する権利に当たるものと解される。 
 そうすると，年金の方法により支払を受ける上記保険金（年金受給権）のうち有期定期
金債権に当たるものについては，同項 1 号の規定により，その残存期間に応じ，その残存
期間に受けるべき年金の総額に同号所定の割合を乗じて計算した金額が当該年金受給権の
価額として相続税の課税対象となるが，この価額は，当該年金受給権の取得の時における
時価（同法 22 条），すなわち，将来にわたって受け取るべき年金の金額を被相続人死亡時
の現在価値に引き直した金額の合計額に相当し，その価額と上記残存期間に受けるべき年
金の総額との差額は，当該各年金の上記現在価値をそれぞれ元本とした場合の運用益の合
計額に相当するものとして規定されているものと解される。したがって，これらの年金の
各支給額のうち上記現在価値に相当する部分は，相続税の課税対象となる経済的価値と同
一のものということができ，所得税法 9条 1項 15号により所得税の課税対象とならないも
のというべきである。 
 本件年金受給権は，年金の方法により支払を受ける上記保険金のうちの有期定期金債権
に当たり，また，本件年金は，被相続人の死亡日を支給日とする第 1 回目の年金であるか
ら，その支給額と被相続人死亡時の現在価値とが一致するものと解される。そうすると，
本件年金の額は，すべて所得税の課税対象とならないから，これに対して所得税を課する
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ことは許されないものというべきである。〔下線は筆者〕」 
 
4．最高裁平成 22 年判決と非課税規定の解釈 
 最高裁平成 22年判決は，相続税が課税された年金払い特約付きの生命保険契約に基づく
保険金年金受給権により支払われた年金が，「相続……により取得するもの」に該当する
か争われた事案である。 
 最高裁平成 22年判決以前の生命保険金の取扱いは，一時金受取ならば相続税のみ，年金
受取ならば相続税と所得税の両方が課されるという明らかに不均衡なものであり，古くか
ら指摘され批判を受けていたにも関わらず，長らく放置されていた 119。この不均衡の原因
は，生命保険一時金においては，経済的価値の移転と純資産増加という二種類の所得が同
時に実現するため，その両方に非課税規定が適用される法の陥穽にあるとされる 120。 
 最高裁平成 22 年判決は，所得税法 9 条 1 項 15 号（現 17 号）の趣旨を「相続税又は贈
与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして，同一の経済的
価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものであると解される。」
と判示した。 
 これは，非課税規定の趣旨を，相続税又は贈与税の課税対象となった経済的価値に対し
ては，所得税を課さないとすることで，同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所
得税との二重課税を排除することであると捉えている 121。 
 
第 2節 判決の意義と評価 
1．判決の影響 
 最高裁平成 22 年判決は，長年にわたる国税の課税実務に是正を迫る内容の判決を言い
渡し，新聞等にも大きく取り上げられた事件である 122。 
 最高裁平成 22 年判決の翌日には，これまでの法令解釈を変更し，過徴収となっている
過去の所得税を還付するとともに，生命保険年金以外の相続財産についても改善すべきも
のは税制改正で対応するとの政府方針が示された 123。 
 判決を受けて，相続等により取得した年金受給権に係る生命保険契約等に基づく年金に
係る雑所得の計算に当たり，相続税又は贈与税の課税対象とするための所得税法施行令の
改正により国税庁が従来の取扱いを変更したことにより，平成 17 年分以降の所得税につ

 
119 篠原・前掲注 25）47 頁参照。 
120 篠原・前掲注 25）47 頁参照。 
121 古田孝夫「判解」最高裁判所判例解説民事篇平成 22 年度 442－443頁参照，山本・前
掲注 58）142 頁参照。 
122 古田・前掲注 121）440 頁参照。 
123 古田・前掲注 121）440 頁参照。 
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いて更正の請求又は還付申告の手続により納めすぎとなっていた所得税の還付が行われ，
平成 12 年分から平成 16年分の税額についても還付する特別還付金支給制度が創設された
（租税特別措置法 97 条の 2）124。 
 本件判決以後に支払われる年金については，年金受取額から相続税の課税済部分に対応
する金額を除いた額を雑所得の収入金額とする措置（所得税法施行令 185 条，これに対応
して必要経費の計算も変更される）がとられるとともに，本件のような相続等に係る保険
年金については，源泉徴収の対象から除くこととされた（所得税法 209 条 2 号，所得税法
施行令 326 条 6 項）125。 
 他方で，相続等により定期預金，株式等その他の金融資産を取得した場合において，そ
の相続等に係る被相続人に生じている未実現の利子，配当その他の所得は，実現段階で相
続人等に課税される旨が，所得税法 60 条 1項に倣って規定された（所得税法 67 条の 4）
126。 
 課税実務は従来から，本件のような年金払いの約定のある生命保険金についても，遺族
がその全額を一時金として受け取る場合には，それを所得税法 9 条 1項 17号により非課
税としてきた（所得税法基本通達 9－18）。この取扱いは，最高裁平成 22 年判決の前後で
変更されていない 127。 
 
2．判決の意義と評価 
 上記から，最高裁平成 22 年判決は，社会的に大きな関心を呼び，当面の法令改正等に
も繋がった判決であるが，それにとどまらず，所得税及び相続税の解釈に関する重要な判
断を示した判決として，裁判実務や課税実務のほか，税法に関する学問的研究等において
も，極めて大きな影響を及ぼすものであるとされている 128。 
一方で，長崎地裁判決及び最高裁平成 22年判決は，従前の課税実務を根底から否定した

ものであることから，その射程範囲などの問題点も浮彫りになり，当該各判決の論理が拡
張的に捉えられるのであれば，所得税と相続税との根幹に影響する懸念もあるとされ，厳
密な文理解釈を一歩踏み出して解釈したものである 129，といった評価がある。 
また，非課税規定に該当するかの判断は，所得税と相続税の課税対象として経済的・実

 
124 斎須朋之『平成 23年版改正税法のすべて』（大蔵財務協会，2011 年）161－162 頁参
照，なお，租税特別措置法 97 条の 2 は令和元年度改正で廃止された。 
125 金子宏＝佐藤英明＝増井良啓＝渋谷雅弘編『ケースブック租税法〔第 6版〕』（弘文
堂，2023年）130 頁〔佐藤英明執筆部分〕参照。 
126 斎須・前掲注 124）201 頁参照。 
127 金子＝佐藤＝増井＝渋谷・前掲注 125）130頁〔佐藤英明執筆部分〕参照。 
128 古田・前掲注 121）440－441 頁参照。 
129 大淵博義「判批」税理 53 巻 14 号（2010 年）104頁参照。 
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質的に同一の経済的価値に課税がなされるかを判断基準としており，この判断基準の下で
は，非課税規定の解釈・適用は，納税者または課税庁の各々の利益に偏した経済的・実質
的判断がなされる可能性がある 130，とする見解もある。 
  
第 3節 「最高裁判決研究会」報告書 
最高裁平成 22 年判決の同年 10 月に，著名な税法学者が名を連ねた「最高裁判決研究

会」報告書が公表された。 
報告書では，所得税法 9条 1項 16号（現 17号）の意義について，「『相続，遺贈又は個

人からの贈与により取得するもの（相続税の規定により相続，遺贈又は個人からの贈与に
より取得したものとみなされるものを含む。）』については，所得税を課さないと規定して
いる。これは，包括的所得概念の下では，相続等により資産を取得した場合，本来は相続
人等の所得として所得税の課税対象となるべきものであるが，当該資産には相続税法の規
定により相続税等が課されることになるので，二重課税排除の観点から相続税等の課税対
象となる経済的価値に対しては，所得税は課さないこととしたものと解される。」と述べ
る 131。 
 そして，最高裁で争われた課税関係及び判決の趣旨について，相続税法 24 条の解釈を
軸に展開されていることに鑑みれば，同判決は，同条によって評価がなされる相続財産を
直接の射程としているものと考えられ，法令の解釈変更により実務上対応すべきものは，
同条によって評価がなされる相続財産に限定されると考えるのが相当であるとした 132。 
 また，「最高裁判決の解釈としては，『運用益』部分には所得税を課する趣旨と考えるこ
とが相当である」とし，「将来にわたって受け取る定期金の総額の割引現在価値（将来収
益の束の割引現在価値）そのものではなく，あくまで法定の評価方法によって評価がなさ
れた経済的価値（「相続税法 24 条により評価された経済的価値」）が相続税の課税対象と
なっていると捉えた上で，所得税法 9条 1 項 16 号を当てはめ，『運用益』の合計額につい
ては，各年分において課税しても，所得税法 9条 1 項 16 号で排除しているところの相続
税と所得税の二重課税とはならないとしているものと解される。なお，仮にこの『運用
益』部分を所得税非課税としてしまうと，所得概念を包括的に捉えることを立法の指針と
している我が国所得税の基本的枠組みとの間で不整合が生じることとなる。」と述べる
133。 
 さらに報告書では，相続税法 24 条に基づいて評価がなされる財産以外については本判

 
130 山本・前掲注 58）127 頁参照。 
131 最高裁判決研究会「『最高裁判決研究会』報告書～『生保年金』最高裁判決の射程及び
関連する論点について～」（平成 22 年 10 月 22 日）1頁。 
132 最高裁判決研究会・前掲注 131）3－4 頁参照。 
133 最高裁判決研究会・前掲注 131）4 頁参照。 
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決の直接の射程には含まれないとするものの，定期金以外の相続財産について，相続税と
所得税の課税の考え方を整理するとして，以下の通り検討している。 
 
① 土地・株式，無体財産権など 
 土地・株式，無体財産権，信託受益権といった財産から生じる将来収入は，相続財産評
価時点での想定から変動する性質のものであり，定期金のように事前に確定しているもの
ではなく，相続以降いつでも第三者への譲渡等によりそこから生じる所得の性質・実現時
期に変動が生じ得るという観点から，これらの財産を基にして，相続人に相続以後発生す
る将来収入の，相続時点における確度が定期金と同程度のものとはいえないから，相続時
点におけるこれらの財産の相続財産評価と，実際に相続人当人が受け取ることとなる将来
収入が定期金の事案で判示されたのと同様な意味において経済的価値において同一である
と考えることができるかどうかは一概にいえないとし，相続財産となったこれらの財産に
対して時価に基づき相続税を課税しつつ，将来当該財産から生じる収入等に対して所得税
を課税することが本判決の趣旨に照らして問題があるとはいえないと考えられる 134，とし
ている。 
 
② 土地，株式等の値上がり益 
 土地，株式等を相続した場合，相続税はその時価について課税されるが，被相続人の取
得費は所得税法 60 条に基づき相続人に引き継がれることとされており，相続以後に相続
人が当該土地等を譲渡した場合には，取得費からの値上がり益に対して譲渡所得税が課さ
れる。この値上がり益には，被相続人の所有期間にかかる値上がり益部分も含まれている
が，所得税法 60 条 1 項は，これに対して所得税を課すことを予定していると言える 135。
シャウプ勧告を受け施行されたみなし譲渡所得課税が，キャッシュフローがない中で相続
税と所得税の負担が生じることは相続人に酷であることから，現在の所得価額引継ぎ方式
に改められた沿革を踏まえると，現行税制は土地，株式等の相続時までの増価分が相続
税，所得税の双方の課税ベースに含まれることを前提に，その課税方法について納税者負
担に配慮した調整が図られているものと考えられる 136，としている。 
 
③ 定期預金の利子，配当期待権 
 満期前の定期預金を相続した場合，相続税は，定期預金元本＋既経過利子－既経過利子
に係る源泉所得税に課税される一方，定期預金の利子への課税は満期日にまとめて相続人

 
134 最高裁判決研究会・前掲注 131）5－6 頁参照。 
135 最高裁判決研究会・前掲注 131）6 頁参照。 
136 最高裁判決研究会・前掲注 131）6 頁参照。 
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から源泉徴収される 137。こうした現行税制に対しては，既経過利子分について二重課税が
生じているのではないかとの議論があり 138，配当基準日と株主総会の間に相続が発生する
場合については，株式の配当期待権の価額に相続税が課される一方，配当支払日に実際に
受け取る配当については源泉所得課税がなされており，定期預金の利子と同様の議論があ
る 139。 
 定期預金の既経過利子については，上記のとおり，これに係る源泉所得税額を控除した
残額を課税ベースに含めて相続税を課すとともに，当該源泉所得税については，相続以降
発生する利子にかかる源泉所得税とともに定期預金の満期日にまとめて相続人から源泉徴
収されている。通達を含めこうした取扱いは，被相続人段階で課税されていない部分につ
いて合理的な課税を確保する措置であって，しかも相続税の評価にあたって源泉所得税額
を除くことによって相続時点で利子を受け取って所得税額を支払った残額を相続した場合
と同様の取扱いとなることから，必ずしも所得税法 9条 1 項 16 号に抵触するものとは言
えず，配当期待権に対する課税についても定期預金の既経過利子に対する課税と同様と考
えられる 140，としている。 
 ただし，相続税・所得税の課税関係において①土地，株式等の値上がり益と定期預金の 
既経過利子等とは本質的に変わるところがないにもかかわらず，被相続人に生じている未
実現の利得について実現段階で相続人に課税されることについて，前者には所得税法 60
条 1項という明文規定がおかれ，後者には明文の規定がないことで，今後，上記と同様な
議論が生じ得ることを考慮すれば，この際，現行の取扱いについて，確認的な意味で立法
的手当てを講じておくことが望ましいものと考える 141，としている。 
 
第 4節 射程が争われた裁判例 
1． 最高裁平成 22 年判決以前の取扱い 
最高裁平成 22年判決以前は，税制調査会答申や裁判例において，所得税と相続税は，別

個の体系の税目であり，両税は次元を異にする問題であるなどとして，二重課税は存在し
ないものと理解されていた。 

 
（1）昭和 38 年答申 
昭和 38 年 12 月所得税法及び法人税法の整備に関する答申（以下，「昭和 38 年答申」と

いう。）において，被相続人が掛金を負担した年金契約に基づく年金受給権について，「相

 
137 最高裁判決研究会・前掲注 131）6 頁参照。 
138 最高裁判決研究会・前掲注 131）6 頁参照。 
139 最高裁判決研究会・前掲注 131）6 頁参照。 
140 最高裁判決研究会・前掲注 131）7 頁参照。 
141 最高裁判決研究会・前掲注 131）7 頁参照。 
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続財産として時価により評価し，相続税の課税が行われ，さらに相続人がその年金受給権
に基づき支払を受けるときは，その年金から被相続人が負担した掛金を控除した残額に対
して所得税が課税されることとなっているところから，二重課税の弊をまぬがれないとの
意見がある。これについては，一般に資産を相続した際相続税が課税され，さらに相続人
がその資産を譲渡すれば被相続人の取得価額を基として相続税が課税されることと同じ問
題であって，所得税と相続税とは別個の体系の税目であることから，両者間の二重課税の
問題は理論的にはないものと考える 142。」と述べられている。 
 
（2）名古屋高裁平成 2年 1月 29 日判決 
本件では 143，「所得税法と相続税法はそれぞれの課税目的を有する別個独立の法律であ

るが，それらが相互に矛盾なく機能し，適正な課税がなされねばならないことは当然であ
るから，死亡保険金に関する所得税法の解釈適用にあたつても，所得税と相続税の二重課
税を避けるために相続税法の諸規定もふまえた上，これと矛盾なく整合性をそなえた解釈
をすべきものである。従つて，支払われた死亡保険金が所得税法の課税対象となる所得に
あたるか否かを判断するに際し，相続税法の規定を検討し，その結論を導き出す根拠の一
つとして同法の規定を援用しても何ら異とすべきものではない。」と判示した。 
 
（3）高松高裁平成 8年 8月 29 日判決 
 本件では 144，「相続税は相続によって取得した財産に対して課税するものであり，所得
税は実現した所得（価値の増加）に対して課税するものであって，両者は課税対象を異に
している。相続税法における取得財産額から控除すべき債務額の評価の問題と，所得税法
における為替差益が所得として実現する時期の問題とは，次元を異にする問題であり，権
利確定主義は，所得税においては問題となるが，相続税においては直接問題とはならない。
所得税法 9条 1項 20号（筆者注：現 17号）が，『相続により取得するもの』を非課税とし
ているのは，相続という同一原因によって相続税と所得税法とを負担させるのは，同一原
因により二重に課税することになるのでこれを回避し，相続税のみを負担させるという趣
旨であり，相続後に実現する所得に対する課税を許さないという趣旨ではない。」と判示

 
142 政府税制調査会「所得税法及び法人税法の整備に関する答申」（昭和 38 年 12 月 6 日）
60－61 頁。 
143 名古屋高判平成 2 年 1月 29 日税資 175 号 204 頁，第 1審は，名古屋地判平成元年 7
月 28 日税資 173 号 417 頁，上告審は，最判平成 2 年 7月 17 日民集 160 号 219 頁（上告
棄却），上告審では，原判決を引用し判決がされた。 
144 高松高判平成 8年 8月 29 日・前掲注 113），第 1審は松山地判平成 7 年 2月 24 日税資
208 号 508 頁，上告審は最判平成 11 年 1 月 29 日税資 240 号 398 頁，上告審では原判決を
引用し判決がされた（上告棄却）。 
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した。 
 
（4）名古屋地裁平成 11 年 10月 29 日判決 
 本件では 145，売主である被相続人の土地の一部が農地である売買契約について，相続時
に，農地法所定の届け出もされず，土地の引渡しもされておらず，本件土地の所有権が売
主に残っていたとしても，相続財産となるのは，土地ではなく，売買残代金債権である，
と解した場合に，「相続税は，相続により無償で取得した財産に担税力を見出す財産税，
譲渡所得税は，所有資産の価値の増加益に担税力を見出す収得税であって，その課税根拠
を異にしており，右課税根拠の相違から課税時期・課税対象も異なってくるのであるから，
たとえ，同一人に両方が課税がされたとしても，二重課税の問題は生じない。」と判示し
た。 
 
2．最高裁平成 22 年判決以後射程が争われた裁判例 
 最高裁平成 22年判決はこれまでの課税庁の解釈と年金払生命保険の課税上の取扱いに変
更を求めるもので，同種の金融商品を含め多大な影響を及ぼすものであったが，その簡潔
な判示内容からは法令の解釈及び適用の過程が必ずしも明らかでなく，最高裁平成 22年判
決の適否やその射程について種々の見解が生じている 146。 
非課税規定は，所得税の課税対象である所得から物的に除外する経済的利得について定

めているが，いかなる経済的利得が非課税規定に適合する性質を有する所得に該当するか
の境界線は不明瞭なままであり，このことも，非課税規定の解釈・適用をめぐる争いが絶
えないという問題に繋がっている 147。 
最高裁平成 22年判決の射程を争う裁判例があとを絶たない一方で，二重課税（非課税規

定の適用）を判断する際の下級審における裁判例には，所得税法が課税することを予定し
ているかどうかを検討するものや，二重課税であってもそれが違法といえるかを検討する
ものなど，一定の傾向もみられ 148，最高裁平成 22 年判決の射程を検討するにあたり，経
済的価値の同一性による判断ではなく，取得の有無によって最高裁平成 22年判決の射程を
検討するものもある。 
以下では，最高裁平成 22 年判決後，その射程が争われた裁判例を整理する。 
 

 
145 名古屋地判平成 11年 10月 29 日税資 245 号 151 頁，控訴審は，名古屋高判平成 12 年
11 月 29日税資 249 号 772 頁，控訴審では原判決を引用して判示がされた（控訴棄却）。 
146 小島俊朗「遺族が年金形式で受け取る生命保険金への所得課税は違法か－いわゆる生
保年金二重課税の最高裁判決について－」税大ジャーナル 19 号（2012 年）17 頁参照。 
147 山本・前掲注 58）127 頁参照。 
148 木山・前掲注 16）2 頁参照。 
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（1）相続により取得した不動産の被相続人の保有期間中のキャピタルゲインとの二重課
税が争われた事例 
以下の 2 つの裁判例は，相続により取得した財産を譲渡した場合に，被相続人の保有期

間のキャピタルゲインにつき相続人の所得として課税することが，所得税法 9条 1項 15号
（現 17 号）に違反しないと判示した事例である。 

 
ア．東京高裁平成 25 年 11 月 21 日判決 
本件第 1 審は 149，最高裁平成 22 年判決を引用した上で，「相続税の課税対象が，相続人

が相続により取得した財産の経済的価値であるのに対して，上記譲渡所得に対する所得税
の課税対象となる被相続人の保有期間中の増加益は，被相続人の保有期間中にその意思に
よらない外部的条件の変化に基因する資産の値上がり益として抽象的に発生し蓄積された
資産の増加益（被相続人がその資産を譲渡していれば被相続人に帰属すべき所得）が相続
人によるその資産の譲渡により実現したものであるから，当該資産の譲渡により相続人に
帰属する所得に所得税を課したとしても，実質的に同一の経済的価値に対する相続税と所
得税との二重課税が行われることとなるとまでいうことはできない。」と判示した。 
本件控訴審は 150，第 1 審を引用した上で，「所得税法は，保有資産の増加益に対する課

税について，相続，遺贈又は贈与の時に時価により資産の譲渡があったものとみなして時
価相当額を被相続人等に課税していた『みなし譲渡課税』方式を改め，相続時には被相続
人の資産の保有期間中の増加益に対する課税を繰り延べる方式（所得税法 60条 1項 1号）
を採用したのであるから，被相続人の保有資産の増加益については，相続税の課税対象と
なることとは別に相続人に対する所得税の課税対象となることを予定しているものといえ
る。最高裁平成 22 年判決は，……本件とは事案を異にしている。」と判示した。 
 
イ．東京高裁平成 26 年 3月 27 日判決  
本件控訴審は 151，第 1 審判決を一部補正の上で引用し，「所得税法は，被相続人の保有

期間中に抽象的に発生し蓄積された資産の増加益について，相続人が相続により取得した
資産の経済的価値が相続発生時において相続人に対する相続税の課税対象となることとは
別に，相続発生後にそれが譲渡された時において，相続人に対する所得税の課税対象とな
ることを予定していると解される。」とした上で，「非課税規定の趣旨は，その文言どおり，

 
149 第 1 審は，東京地判平成 25年 6月 20日税資 263 号順号 12238。 
150 東京高判平成 25 年 11 月 21 日税資 263 号順号 12339，上告審は，最決平成 27年 1月
16 日税資 265 号順号 12588（上告棄却，不受理）。 
151 東京高判平成 26 年 3月 27 日税資 264 号順号 12443，第 1 審は，東京地判平成 25 年 7
月 26 日税資 263 号順号 12265，上告審は，最決平成 27年 1月 16日税資 265 号順号
12586（上告棄却，不受理）。 
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相続，遺贈又は個人からの贈与に起因する所得に対して所得税を課さないとするにとどま
り，相続等によらない所得（相続等以外の他の原因による所得）に対してまで所得税を課
さないとする趣旨を含むものではない。」とした。そして，「所得税の課税対象である譲渡
所得について定められた資産の取得費に関する特則は，相続等により取得する資産による
所得とは別個の課税対象である譲渡所得の計算に関するものであるから，本件非課税規定
により相続税又は贈与税との二重課税を避けるために非課税とされる所得にかかわるもの
ではない。」と述べる。さらに，所得税法 60条 1項 1号が適用される場合，「確かに，相続
人は，被相続人保有期間中の増加益を含む相続開始時評価額を課税標準として相続税を課
されながら，同じ増加益相当額が譲渡所得を構成することになり，一見すると二重課税が
生じているように見えるけれども，これは当該資産の譲渡所得の計算上取得費に関する特
則が設けられていることの結果であるにすぎず，課税の繰延べの結果にほかならないので
あるから，同一の所得を課税対象とするものではなく，何ら二重課税となるものではな
い。」と判示した。 
 
 上記の各判決は，被相続人の保有期間に係る資産の値上がり益への課税は，被相続人に
帰属した利益に対する課税であり，相続人に帰属した利益に対する相続税の課税とは二重
課税の関係になく，所得税法は，被相続人の保有期間に係る資産の値上がり益に対し，相
続人段階で課税することを予定しており（所得税法 60 条 1 項 1 号），これを非課税所得と
するのは所得税法の意図することではない，という 2 つの論理によって非課税規定の適用
を否定し，被相続人の保有期間に係るキャピタルゲインへの譲渡所得課税を肯定している
152。 
 
（2）被相続人の清算手続完了前の株式と清算後のみなし配当金との二重課税が争われた
事例 
 本件は，破産手続中であった会社の株式につき，残余財産として分配を受ける見込金額
で評価し相続税が課された後，実際に分配された残余財産の価額が株式に対応する資本金
等の額を超える部分についてみなし配当（所得税法 25条 1項 3号）として所得税が課され
ても，所得税法 9条 1 項 16 号（現 17号）に違反しないとした事例である。 
 本件第 1 審は 153，最高裁平成 22 年判決を引用した上で，「本件会社は本件相続開始当時，
未だ破産手続が行われており，本件清算手続の開始前であって，債務も確定されておらず，
残余財産の有無やその額も確定していなかったことからすれば，残余財産分配請求権を基
礎とする本件各分配金に係る債権がすでに具体的に発生していたということはできない。
また，原告らが本件相続により取得した本件株式の評価を本件各分配金の見込み額とした

 
152 馬場陽「判批」税務事例 48巻 5号（2016 年）38 頁参照。 
153 第 1 審は，大阪地判平成 27年 4月 14日訟月 62 巻 3号 485 頁。 
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ことは，本件相続時における本件株式の時価（相続税法 22条参照）を客観的に評価する上
で，清算による残余財産分配見込金の推計をすることとし……た結果にすぎず，かかる事
実をもって，本件相続によって原告らが未だ具体的には発生していない本件各分配金に相
当する経済的価値を相続によって取得したということはできない。」とし，「平成 22年最判
は本件とは事案を異にするものであって，平成 22年最判によっても，本件各みなし配当所
得に対して所得税を課すことが妨げられることはない。」と判示した。 
本件控訴審では 154，第 1 審判決を引用した上で，「本件では，相続税と所得税の課税対

象が異なっていて，所得税の課税対象である本件各みなし配当金が相続により取得された
もの（所得税法 9条 1項 16号）に該当しないこと，確かに，本件では，本件株式の評価に
おいて，財産評価基本通達189－6に基づき，清算による残余財産分配見込額の推計計算が
されているが，これはあくまでかかる方法によって本件株式の評価をしたに止まり，本件
各みなし配当金を含む本件各分配金について相続税が課税されたものでないこと，所得税
法が，本件株式の相続による取得とは別に，みなし配当所得が認められる場合に，同所得
に対する課税を予定している……。したがって，平成 22年最判は，本件と事案を異にする
ものであるといわざるを得」ない，と判示した。 
本件では，相続開始時点で権利ないし経済的価値が具体的に発生している必要がある本

件では，残余財産の有無やその額も確定していなかったことから，相続開始当時，本件各
分配金に係る債務が，すでに具体的に発生していたとは評価できないと判断している。本
件において，最高裁平成 22年判決の射程を検討するにあたり，経済的価値の同一性による
判断ではなく，取得の有無によって検討している 155。 
 
（3）相続により取得した株式の配当期待権とその株式に係る配当との二重課税が争われ
た事例 
本件は，相続により取得した株式とその株式にかかる配当期待権について相続税が課さ

れた後に実際に受領した配当は，所得税法 9 条 1 項 16 号（現 17 号）の非課税所得には該
当せず，同法 67条の 4の趣旨からすれば，この配当に所得税が課されることは課税の繰り
延べとして所得税法が予定するものであるとした事例である。 
本件では 156，最高裁平成 22 年判決を引用し，所得税法 67 条の 4 は，同法 60 条 1 項に

よる課税の繰延べと同じ性質の課税であるとした。そして，「被相続人から資産を相続し
た相続人にとって，当該資産の時価のうち，被相続人の取得時から相続時までの増加益に
相当する部分は，上記のとおり相続税の対象となっている上に，上記のとおり所得税（譲

 
154 大阪高判平成 28 年 1月 12 日税資 266 号順号 12779（控訴棄却），上告審は，最決平成
29 年 3 月 9 日税資 267 号順号 12990（不受理）。 
155 吉村政穂「判批」ジュリ 1493 号（2016年）11頁参照。 
156 大阪地判令和 3年 11月 26 日判タ 1503 号 58頁。 
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渡所得課税）の対象ともなっているものとして，同一の経済的価値に対する相続税と所得
税との二重課税とみられかねないとはいえる。しかしながら，相続した資産に係る被相続
人の取得時から相続時までの増加益に対する譲渡所得課税は，被相続人の下で潜在的に存
在した増加益に対する課税，すなわち本来的には被相続人固有の所得に対する譲渡所得課
税を相続人に繰り延べたものである。当該所得の本来的な帰属主体が異なる以上，これを
もって，同一の経済的価値に対する相続税と所得税との違法な二重課税と評価することは
できない。」とした。その上で，「本件配当は，被相続人……の下で生じていた未実現のも
のが，相続人である原告の下で実現したものであるといえるので」，「所得税法 67条の 4の
趣旨からすれば，本件配当所得が原告が本件相続により取得した所得であって本件配当が
本件相続税の課税対象となる本件配当期待権と経済的価値が同一のものであるといえるか
どうかはともかく，本件配当所得に所得税を課すことは，課税の繰延べとして，所得税法
が予定しているものといえる。したがって，本件配当所得に所得税を課することは，所得
税法 9条 1項 16号で排除されている違法な二重課税には当たらない。」とし，「本件株式な
いし本件配当期待権については，所得税法 67条の 4が適用され，課税の繰延べの根拠規定
が存することとなるので，最高裁平成 22 年判決の趣旨は本件には妥当しない。」と判示し
た。 
 本件では，最高裁平成 22年判決における経済的価値の同一性による判断はなされず，課
税の繰り延べについては，所得税法が予定しているものであり，相続後に受け取った配当
に対して所得税が課されることは違法な課税ではないとした 157。 
 
第 5節 小括 
本章では，最高裁平成 22 年判決の内容と意義を確認した上で，判決に対する評価，最

高裁平成 22 年判決を受けて公表された「最高裁判決研究会」報告書，最高裁平成 22 年判
決の射程が争われた裁判例を整理し，その射程を分析した。 
 第 1節では，最高裁平成 22年判決の事案の概要，各判決の内容を確認した。最高裁平成
22 年判決は，相続税が課税された年金払い特約付きの生命保険契約に基づく保険金年金受
給権により支払われた年金が，「相続……により取得するもの」に該当するか争われた事
案である。判決は，非課税規定の趣旨を，同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と
所得税との二重課税を排除することであると捉えている。 
第 2 節では，最高裁平成 22 年判決の意義と評価を確認した。最高裁平成 22 年判決は，

社会的に大きな関心を呼び，当面の法令改正等にも繋がった判決であるが，それにとどま
らず，所得税及び相続税の解釈に関する重要な判断を示した判決として，極めて大きな影
響を及ぼすものであるとされている。一方で，長崎地裁判決及び最高裁平成 22年判決は，
従前の課税実務を根底から否定したものであることから，その射程範囲などの問題点も浮

 
157 栗原克文「判批」TKC税研情報 33 巻 1 号（2024 年）42 頁参照。 
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彫りになった。 
 第 3 節では，最高裁平成 22 年判決を受けて公表された「最高裁判決研究会」報告書に
ついて整理した。報告書は，同判決が，相続税法 24 条の解釈を軸に展開されていること
に鑑みれば，同条によって評価がなされる相続財産を直接の射程としているものと考えら
れると述べ，①土地・株式，無体財産権など，②土地，株式等の値上がり益，③定期預金
の利子，配当期待権について相続税と所得税の課税の考え方をそれぞれ整理している。 
第 4 節では，最高裁平成 22 年判決の射程が争われた裁判例を整理した。最高裁平成 22

年判決以前は，所得税と相続税は，別個の体系の税目であるなどとして，二重課税は存在
しないものと理解されていた。しかし，最高裁平成 22年判決後，その射程を争う裁判例が
あとを絶たない一方で，下級審における裁判例には，所得税法が課税することを予定して
いるかどうかを検討するものや，二重課税であってもそれが違法といえるかを検討するも
のなど，一定の傾向もみられ，取得の有無によって最高裁平成 22年判決の射程を検討する
ものもある。 
次章では，相続税の課税方式や課税根拠を確認し，所得税と相続税の課税要件を整理し

た上で，二重課税の意義，所得税と相続税の関係性について検討する。 
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第 4章 所得税と相続税の関係性 
 本章では，相続税の課税方式や課税根拠を確認し，所得税と相続税の課税要件を整理し
た上で，二重課税の意義，所得税と相続税の関係性について検討する。 
 
第 1節 相続税の課税方式と課税根拠 
1．相続税の課税方式 
相続税の課税方式は，アメリカ・イギリスにおける遺産税方式と，ドイツ・フランスな

どの欧大陸諸国における遺産取得税方式とに区分される 158。 
 我が国においては，伝統的に遺産税方式をとっていたが，現行方式は法定相続分課税方
式による遺産取得税方式と呼ばれる折衷的な課税方式を採用している 159。以下の通りに課
税方式が変遷した。 
 
（1）遺産税方式 
 我が国の相続税法は，日露戦争の戦費調達を目的として，開戦の翌年である明治 38年に
創設された 160。当時の課税根拠は，偶然所得課税説によるものだったとされる 161。 
当時の文献においては，イギリスにおける遺産税に係る諸法，フランスにおける登録税

的な課税方式及び遺産取得税と遺産税の併課方式，そしてプロイセンやハバリアにおける
相続税法（遺産取得税）などがすでに紹介されていたことからして，その課税根拠につい
てもかなり明確に意識されていたと推察されている 162。 
 当時の大蔵省主税当局は，相続という偶発的事実により財産を所得した者の担税力の増
加に応じた追加的な一時所得課税に相続税の課税根拠を求めながらも，徴税上の便宜に配
慮して，遺産税方式（当時は，これを「相続財産総体課税主義」と呼んだ）を採用したの
ではないかと推測されており，当時の所得税法が一時所得を課税対象としていなかったた
め，これに代替するものとしての機能が相続税に求められたのではないかとする見解もあ
る 163。 
当時の相続税の課税については，家督相続（軽課）と遺産相続（重課）との間で税率そ

 
158 来栖三郎「相続税と相続制度」雄川一郎編『公法の理論 田中二郎先生古稀記念
（中）』（有斐閣，1976年）749 頁〔初出，1976 年〕参照。 
159 北野弘久＝小池幸造＝三木義一編『争点 相続税法〔補訂版〕』（勁草書房，1996 年）
15 頁〔辻村祥造執筆部分〕参照。 
160 明治 38 年法律第 10 号による，菊池紀之「相続税 100 年の軌跡」税大ジャーナル 1号
（2005 年）37頁参照。 
161 大村巍「相続税の誕生」税大論叢 9 号（1975 年）131 頁参照。 
162 水野正一『資産課税の理論と課題』（税務経理協会，2005 年）165 頁参照。 
163 水野（正）・前掲注 162）165頁参照。 
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の他に差が設けられており，昭和 24 年までの 44 年間にわたり遺産税方式が採られていた
164。   
この間，昭和 21 年まで大きな改正はなく，昭和 22 年に旧憲法下の家督相続が廃止され

たことに伴い，遺産相続に対する課税に一本化された 165。 
この年に贈与税が新設されるとともに，その贈与税は贈与者に対し一生を通ずる累積課

税とされ，所得税や法人税などの直接税について，民主的な制度である申告納税制度が採
用されることになり，相続税や贈与税も賦課課税から申告納税に移行している 166。 
遺産税方式は，被相続人の遺産に着目し，遺産そのものに税負担の能力があるとして課

税するものである 167。この方式の下での納税義務者は，贈与をした人となり，相続人の数
や分割の方法にかかわらず，税負担は同じである 168。また，この方式は，相続に際して被
相続人の一生を通じての税負担を清算するという目的に適合する 169，とされている。 
 
（2）遺産取得税方式 
シャウプ勧告に基づく昭和 25 年の相続税改正において，「新相続税の課税の主たる目的

は，不当な富の集中蓄積を阻止し，合わせて国庫に寄与せしめるにある 170。」とし，相続
税の課税方式が遺産税方式から遺産取得税方式に変更された。シャウプ勧告は，相続税・
贈与税について取得税の体系を勧告するとともに，両者を合わせた累積的資産移転税の制
度を勧告した 171。 
そして，課税方式の変更について，「担税の基礎を従来の相続税の如く被相続人，遺贈

者，又は贈与者に置く代り，新たに相続人，受遺者，又は受贈者に置いた。これは，相続
税は不当な富の集中蓄積を排除し，富の分散化に寄与すべきものとし，遺産税の代りに遺
産取得税をもってすることをより妥当と考えるからである 172。」と説明されている。 
 被相続人の遺産に担税力を見る遺産税方式ではなく，相続により個々の相続人に発生し
た具体的な経済力の増加に担税力を見いだす遺産取得税方式は，一生涯に受ける相続や贈

 
164 池本征男＝酒井克彦『裁判例からみる相続税法〔4 訂版〕』（大蔵財務協会，2022 年）
29 頁参照。 
165 池本＝酒井・前掲注 164）30 頁参照。 
166 池本＝酒井・前掲注 164）30 頁参照。 
167 池本＝酒井・前掲注 164）31 頁参照。 
168 池本＝酒井・前掲注 164）31 頁参照。 
169 北野＝小池＝三木・前掲注 159）5 頁〔辻村祥造執筆部分〕参照。 
170 下條進一郎「相続税の改正について」ファイナンス・ダイジェスト臨時増刊決定版新
税詳解（1950年）154 頁。 
171 金子・前掲注 43）241 頁参照。 
172 下條・前掲注 170）154 頁。 
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与による経済力の増加を累積・総合させて課税する生涯累積承継税制と結合されることに
よって，公正な富の再配分（富の集中排除）を行うことが目指されるものである 173。 
 なお，生涯累積承継税制は，税務行政実務における実施の困難性から昭和 28年に廃止さ
れ，廃止後は，①相続及び包括遺贈による財産の取得に対しては，遺産取得税方式により
相続税を課することとし，②特定遺贈及び贈与による財産の取得に対しては，1 年限りの
合算で受贈者に贈与税を課することとされた 174。 
 遺産取得税方式は，相続人又は受遺者が財産を無償で取得したことに税負担の能力があ
るとして課税するものである 175。この方式の下での納税義務者は，贈与を受けた人となる。    
この方式は，財産取得者個人の担税力に応じた課税ができ，分割促進に適しているので，

富の集中が抑制でき，家制度が廃止され，相続人平等の原則をとることとなった相続法の
趣旨にも合致するとされている 176。 
  
（3）法定相続分課税方式による遺産取得税方式 
 遺産取得税方式のもとでは，仮装分割により相続税の負担が軽減され申告が行われてお
り，税務執行上，それを是正することが困難であること，また，農業や中小企業の資産そ
の他事実上遺産の分割が困難な遺産について，分割することにより経営維持の困難をきた
すため，分割困難なこれらの財産を単独又は少数で相続した場合には，その相続税の負担
が相対的に重いものとなる問題が生じるようになり，昭和 33年に現行の法定相続分課税方
式による遺産取得税方式に変更された 177。 
 当時の答申において，遺産取得税方式は，合理的な制度であるとされており，現状は我
が国の財産相続の実情が即していないとされながらも，民法改正直後であり，将来的には
遺産分割の慣習も熟してくるものと考えられ，遺産取得税方式を改めて遺産税方式とする
ことは適当ではないとされ，遺産取得税方式を維持しつつ弊害を是正する方向において改
正がされた 178。 
 法定相続分課税方式による遺産取得税方式は，遺産取得税方式を建前としつつ，遺産分
割の方法によって全体の税負担が変わることがないよう，すべての相続人等が納付する相
続税の総額を，遺産の総額と法定相続人の数及びその法定相続分に応じて按分し，その相
続税の総額を実際に取得した相続財産の価額の比によって按分して各相続人等が実際に納

 
173 首藤重幸「日本における相続税の現状」日税研論集 56 巻（2004 年）12 頁参照。 
174 池本＝酒井・前掲注 164）30 頁参照。 
175 池本＝酒井・前掲注 164）31 頁参照。 
176 北野＝小池＝三木・前掲注 159）5 頁〔辻村祥造執筆部分〕参照。 
177 税制調査会「相続制度改正に関する税制特別調査会答申」（昭和 32 年 12 月）12 頁参
照。 
178 山内一夫監修『昭和 33年版 改正税法総覧』（財政経済弘報社，1958 年）8 頁参照。 
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付すべき相続税額を算出するものである 179。 
 
2．所得税との関係からみる相続税の課税根拠 
相続税の課税根拠についての学説は，様々な議論があり，必ずしも一致した見解はない

が 180，代表的なものとして，富の再配分機能と，相続税を所得税の補完税と捉える考え方
がある 181。 
課税根拠として戦後において一貫して主張され，かつ最も重視されてきたのは，富の再

配分機能であるとされる 182。これは，財政学の議論においても，税制調査会の答申におい
ても繰り返し述べられている相続税の重要な根拠をなす考え方とされ，相続税に関する租
税政策を論ずる際の中心となるものである 183，と説明されている。 
昭和 32年の税制調査会答申においても，相続税課税は，富の集中の抑制を図ることと被

相続人の生前において受けた社会および経済上の各種の要請に基づく税制上の特典その他
の租税の回避等による負担の軽減が清算されるという意味において税制上重要な役割を果
たすものである 184，と述べられている。 
相続税を所得税の補完税と捉える考え方は，相続税を，①被相続人に対する所得税の補

完税とする考え方と，②相続人に対する所得税の補完税とする考え方の 2 つに分けること
ができる 185。 
①は，相続税は財産の所有者が生存中に負担すべくして負担しなかった脱税の結果を補

正するための租税である 186，とする考え方である。 
生前に所得税を課されてこなかった租税特別措置による恩恵や未実現のキャピタルゲイ

ン等を，その死亡時に相続税により一括して賦課徴収すれば，勤労意欲の減退等の弊害を
招くことなく，十分な所得課税を実現することができる 187。これが，被相続人に対する所
得課税の代替措置として，その蓄積した財産に相続税（正確には遺産税）を課すことの論
拠であり，シャウプ勧告の示した相続税制は，所得税の税率を低く抑え，所得税の減収部

 
179 小林栢弘『相続税法の論点』（大蔵財務協会，2015 年）24 頁参照。 
180 北野＝小池＝三木・前掲注 159）15 頁〔辻村祥造執筆部分〕参照，古谷・前掲注 4）
192 頁参照。 
181 中里実「相続税の理論的問題点―研究ノート」同『租税法の潮流 第 4巻 税制改革の
背景』（税務経理協会，2022年）〔初出 1986 年〕101 頁参照。 
182 来栖・前掲注 158）765 頁参照，水野（正）・前掲注 162）167 頁参照。 
183 中里・前掲注 181）102頁参照。 
184 税制調査会・前掲注 177）2頁参照。 
185 中里・前掲注 181）101頁参照。 
186 大内兵衛『財政学大綱 中巻 租税篇〔8 版〕』（岩波書店，1948年）410 頁。 
187 水野（正）・前掲注 162）175頁参照。 
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分を補完するために相続税の税率を高く設定したが，それは遺産課税方式を採用するアメ
リカの法体系をモデルに考案されたためであると推察される 188。 
②は，相続による財産の取得という偶発的利得も相続人の担税力を増加させるため，所

得に含まれるという考え方のもとで，相続による財産の取得も所得ではあるが所得税とは
別の相続税が課されていると考えれば，相続税（遺産取得税）は所得税の補完税というこ
とになる 189。 
ただし，遺産による経済的利得は，通常の反復・継続的な金銭による所得と異なり，一

時に高額な所得が財産という形態（直ちには納税の資金とならず，換金が必要となる特殊
な所得形態）で収得されるものであるから，その特性にあった固有の控除や税率により所
得税を課す必要があり，これが相続税（正確には遺産取得税）を設ける根拠であるとされ
る 190。 
相続税と所得税の二重課税の問題に関わる考え方は，②の考え方であり，遺産取得税方

式を建前とする我が国では，相続による財産の取得については相続税を課し，その代わり
に所得税を課さないことにより，相続税と所得税が二重に課されないように調整している
と考えられる 191。 
平成 12 年の「わが国税制の現状と課題－21 世紀に向けた国民の参加と選択相続税制度

改正に関する税制特別調査会答申」（以下，「平成 12年答申」という。）においては，「相続
を契機とした財産移転に対する相続課税の課税根拠について，基本的には，遺産の取得
（無償の財産取得）に担税力を見出して課税するもので，所得の稼得に対して課される個
人所得課税を補完するものと考えられます。その際，累進税率を適用することにより，富
の再分配を図るという役割を果たしています。また，相続課税を，被相続人の生前所得に
ついて清算課税を行うものと位置付ける考え方もあります。これは，相続課税が，経済社
会上の各種の要請に基づく税制上の特典や租税回避などによって結果として軽減された被
相続人の個人所得課税負担を清算する役割を果たしている面があるというものです 192。」
と述べている。 
そして，最高裁平成 22年判決は，相続税の課税対象となる経済的価値に相続税を課し，

それと同一の経済的価値に所得税を課すことによる二重課税を排除するものであると捉え
ており，この見解は，包括的所得概念の下，所得税と相続税の課税関係を同一の次元の税

 
188 水野（正）・前掲注 162）175－176 頁参照。 
189 中里・前掲注 181）101－102 頁参照。 
190 水野（正）・前掲注 162）176頁参照。 
191 古谷・前掲注 4）193 頁参照。 
192 税制調査会「わが国税制の現状と課題－21 世紀に向けた国民の参加と選択相続税制度
改正に関する税制特別調査会答申」（平成 12年 7月）290 頁。 
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として捉え，相続税は所得税の一種の特別税と捉えたことになると考えられる 193。 
 
第 2節 所得税と相続税の課税要件 
1．課税要件 
（1）納税義務と課税物件 
 所得税の納税義務は，原則として暦年の終了の時に成立し（国税通則法 15 条 2 項 1
号），納税義務者は，原則居住者である個人である（所得税法 5条）。 
相続税の納税義務は，相続又は遺贈による財産の取得の時に成立し（国税通則法 15 条 2

項 4号），納税義務者は被相続人から相続，遺贈（死因贈与を含む）により財産を取得し
た個人である（相続税法 1 条）。 
所得税の課税物件は，個人の所得であり，相続税の課税物件は，民法の規定により相続

や遺贈（死因贈与を含む）により取得する被相続人の財産（「本来の相続財産」という。）
である。 
 
（2）課税標準と課税価格 
所得税の課税標準は，居住者のすべての所得を合算した金額が課税対象となり，所得を

10 種類の所得に分類し，それぞれの所得につきその金額を計算し，そのうち総合課税の対
象となるものは合算して総所得金額が計算される（所得税法 22 条 2項，23～35 項）。な
お，退職所得及び山林所得に対しては総合課税の例外として分離課税が認められ（同法 22
条），租税特別措置法による例外も多く定められている 194。 
 相続税の課税価格は，相続又は遺贈により財産を取得した者ごとに，取得した財産の価
額の合計額から承継した債務の額及び葬式費用の額を控除して計算する（相続税法 11条の
2①②，13 条 1 項）。そして，財産を取得した者が相続開始前 7年以内にその被相続人から
贈与によって財産を取得している場合には，その贈与によって取得した財産の価額を加算
した価額が相続税の課税価格とみなされる（同法 19 条 1 項）。また，特別贈与者から相続
又は遺贈により財産を取得した相続時精算課税適用者については，その贈与により取得し
た財産の価額を課税価格に加算する（同法 21 条の 15①）。 
 
（3）所得・財産の認識時期 
 所得税は，所得の認識時期について権利確定主義を採用しており，所得税法 36条 1項に
収入すべき金額という法的権利関係に着目した規定をしていることから，原則として，収
入の原因たる権利が確定的に発生した時点が，所得の実現時期と解されている 195。 

 
193 山本・前掲注 58）142 頁参照。 
194 注解所得税法研究会・前掲注 1）4 頁参照。 
195 中里実＝弘中聡浩＝渕圭吾＝伊藤剛志＝吉村政穂編『租税法概説〔第 4版〕』（有斐
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相続若しくは遺贈又は贈与による財産取得の時期は，相続税法上明文の規定はないもの
の，民法の規定（民法 882 条，896 条，909 条）に従い，相続の開始の時であると解され
る（相続税法基本通達 1の 3・1の 4共－8（1））。なお，取得した財産の価額は，財産の取
得の時における価額（時価）により評価する（相続税法 22 条）196。 
 
（4）所得税と相続税の課税関係 
所得税と相続税の関係については，相続税は複合的な納税義務者および課税物件を対象

としており，相続税を位置づけることで所得税との課税関係も明らかになるといえるが，
現状は明確にそれを位置づけることができない 197，とする見解がある。 
一方で，所得の創出に係る所得税の課税物件と財産の移転に係る相続税の課税物件は異

なるものであり，その創出に係る所得に対しては所得税が，その所得により蓄積された財
産の移転による利益に対しては相続税が課されるというのが我が国の所得税と相続税の関
係である 198，とする見解もある。 
 
2．所得と財産 
（1）所得の意義 
所得税法は，所得を包括的に捉えていること，その根拠が担税力に即した公平な税負担

の配分にあることから，収入の意義は広く解し 199，納税者の担税力を増加させるすべての
経済的価値の流入が原則としてこれに含まれると解されている 200。 
 債務免除益や第三者による債務の弁済による利益なども，納税者以外の者の行為によっ
て経済的な利益が生ずる（価値が流入する）場合であるから，収入の概念に含まれると解
される 201。 
我が国において，所得の定義規定はないが，所得とは，包括的所得概念の下では，人の

担税力を増加させる利得は，その源泉の如何を問わず，すべて所得とされ 202，所得＝消費

 
閣，2021年）135 頁〔浅妻章如執筆部分〕参照。 
196 池本＝酒井・前掲注 164）145 頁参照。 
197 山本・前掲注 58）157 頁参照。 
198 小林・前掲注 179）46頁参照。 
199 収入金額を義務の消滅に基づいて認識するものとして，岡村忠生「収入金額に関する
一考察」法学論叢 158 巻 5･6 号（2005 年）192 頁がある。 
200 金子・前掲注 43）430 頁参照。 
201 金子・前掲注 43）430－431 頁参照。最判昭和 49年 3月 8 日民集 28 巻 2号 186 頁に
おいて，「所得税は経済的な利益を対象とするものであるから，究極的には実現された収
支によつてもたらされる所得について課税するのが基本原則であ」ると判示されている。 
202 谷口・前掲注 60）206 頁参照。 
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＋純資産増加と定義される 203。 
所得税法 36条 1項において所得を収入すべき金額で把握し，収入という新たな経済的価

値の流入を所得として課税対象としている 204。 
包括的所得概念の下で，所得税法は，担税力の相違を踏まえ，所得区分ごとに所得金額

の計算方法を規定しており 205，その基本的な考え方は収入－経費とされている 206。 
 
（2）財産の意義 
 相続，遺贈又は贈与により取得した財産とは，金銭に見積ることができる経済的価値の
あるすべてのものをいうとされている（相続税法基本通達 11 の 2－1）。 
 経済的価値のあるということは換価性があるということであり，金銭に換えることので
きないものは財産に値しないとされる 207。 
 経済的価値があるものであれば，有体物や権利義務のようなものに限らず，顧客関係の
ごとき事実関係も含まれ，また通常，財産は積極財産と消極財産に分類されるが，単に財
産といった場合には，積極財産のみを指称することが多く，相続税法もこの用例に従って
おり，消極財産については債務という用語を用いている 208。 
 東京高裁平成 23年 11月 30日判決は 209，「相続税法 2条 1項の『財産』とは，ある主体
に属する積極財産のみをいい（したがって，消極財産は除かれる），金銭に見積もること
ができる経済的価値のあるものがこれに該当するものと解され（相続税法基本通達 11 の 2
－1），法律上の根拠を有しないものであっても経済的価値が認められているものも含まれ
ると解される（同通達 11 の 2－1（2））。」と判示している。 
 
第 3節 所得税と相続税の二重課税 
1．二重課税の概念 

 
203 中里・前掲注 181）102頁参照。 
204 木山・前掲注 56）18 頁参照，谷口・前掲注 60）214－215 頁参照。 
205 経済的利益として債務免除益を収入金額または総収入金額に算入する場合，その所得
区分をどのように考えるかが問題となるが，法人が個人に対して行う債務免除は，通常の
所得区分と同様に，当該所得の性質やその原因（発生の態様）をみて個別具体的にどの所
得にあたるかを判断する考え方が妥当であるとされる（木山泰嗣「債務免除益事件の最高
裁判決に含まれる諸問題－最高裁平成 27 年 10 月 8 日第一小法廷判決－」青山ビジネスロ
ー・レビュー5 巻 2 号（2016 年）76頁参照）。 
206 木山・前掲注 56）100－101 頁参照。 
207 庭山慶一郎『相続税の理論と実務』（税務経理協会，1959 年）31頁参照。 
208 庭山・前掲注 207）31頁参照。 
209 東京高判平成 23 年 11 月 30 日税資 261 号順号 11821。 
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 二重課税とは，同一の課税物件が重複して課税の対象となることをいい 210，一般に，納
税者が一の課税期間において，一の課税要件事実，行為ないし課税物件に対し，同種の租
税を二度以上課されることを指す 211。 
二重課税は大きく，国内での課税原因により発生する国内二重課税と，国内と外国にま

たがる課税原因により発生する国際二重課税とに分けて検討することができ，学問上，二
重課税は，同じ納税者へ重複して課税されることで発生する法的二重課税と，同じ所得な
どに重複して課税されることで発生する経済的二重課税に分けて論じられている 212。 
 二重課税を違法とする税法上の明文の規定はない。二重課税に該当するとしても，これ
を排除又は調整するか否かは，専ら立法政策上の問題であり，仮にその課税が二重課税に
該当するものであるとしても，これを排除する租税法上の明文の規定が存在しない限り，
そのことをもって直ちに違法（憲法違反）であるということはできないものと考えられて
いる 213。 
 
2．所得税と相続税の二重課税が生じる場面 
所得税法 9条 1項 17号において，所得税と相続税が異なる税目でありながら二重課税が

問題にされるのは，相続税が所得税の補完税といわれることがあるように両税が近接する
税目とみられていること，相続による財産の取得という同一の原因により両税が課される
ことになること，相続財産の承継に支障が生じることへの政策的な配慮など，が理由であ
るとされる 214。 
そして，1 つの資産をめぐって生じる経済的利益への所得税と相続税の課税の場面は次

の 4つに分けられるとする見解がある 215。 
 

① 被相続人がある資産を獲得した時点 
被相続人について，所得税の課税は発生しない。 
 

② 被相続人が保有する当該資産からキャピタルゲインが発生した時点 

 
210 竹内昭夫＝松尾浩也＝塩野宏編『新法律学辞典〔第 3版〕』（有斐閣，1989 年）1113頁
参照。 
211 石村耕治編『現代税法入門塾〔第 12 版〕』（清文社，2024 年）39頁〔石村耕治執筆部
分〕参照。 
212 石村・前掲注 211）39－40 頁〔石村耕治執筆部分〕参照。 
213 小林栢弘「個人年金保険（生命保険）に係る所得税及び相続税・贈与税について 長
崎地裁判決（18.11.7判決）を中心として」税務通信 2969 号（2007年）50頁参照。 
214 小島・前掲注 17）9－10 頁参照。 
215 馬場・前掲注 152）39頁参照，古谷・前掲注 4）195－197 頁参照。 
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未実現利得の把握が困難であることから現行所得税法は，この時点での課税は発生しな
い。しかし，これではキャピタルゲインに対する課税が無限に繰り延べられてしまうため，
所得税法 59条 1項は，「贈与（法人に対するものに限る。）又は相続（限定承認に係るもの
に限る。）若しくは遺贈（法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に
係るものに限る。）」により，「居住者の有する山林（事業所得の基因となるものを除く。）
又は譲渡所得の基因となる資産の移転があった場合には，所得の計算上，これを時価に相
当する金額による譲渡とみなす規定を設け，その時点での清算課税を可能にする。そして，
所得税法 60 条 1 項により「贈与，相続（限定承認に係るものを除く。）又は遺贈（包括遺
贈のうち限定承認に係るものを除く。）」の場合については，取得費の引継ぎを定めること
で，被相続人の保有期間に係るキャピタルゲインについても将来のある時点で清算課税が
できるよう手当している。 

 
③ 相続人が相続により当該資産を取得した時点 
包括的所得概念の下で，相続による相続人の経済的利益の取得は担税力の増加を認める

ことになり，経済的利益の無償取得について所得税が課税されるべきであるが，相続によ
る経済的利益の取得は，一時的・偶発的・恩恵的なものであり，相対的に担税力が小さい
などの特殊性から所得税とは別に相続税の課税対象とされる。 

 
④ 相続人が当該資産を運用して新たな経済的利益を獲得した時点 
 この時点で相続人が当該資産を運用して得た経済的利益に対して所得税を課税すること
は，相続人が創出した所得に課税することであり，相続により取得したものに課税するこ
とに当たらず，所得税法 9 条 1項 17 号によって禁止されていない。 
 
 以上のように整理した場合，相続税を所得税の補完税と解すると，③で課された経済的
利益の取得について，さらに③の段階で所得税を課税することは許されないとされる 216。 
 上記の見解は，包括的所得概念の採用に伴い，相続による財産の移転が所得に含まれる
こととなったことにより導入された所得税法 9条 1項 17号の沿革からも正当といえ，非課
税とされるのは，あくまで相続等による財産の移転の場面である③の場面に限定されると
考えられる 217。 
この見解によると，所得税法 9 条 1項 17 号が排除する二重課税は，相続人が相続等に

より取得した財産について相続税を課し，所得税を課さないということであり，非課税規
定は，相続人が相続等により当該資産を取得した時点で適用されることとなる 218。 

 
216 馬場・前掲注 152）40 頁参照。 
217 馬場・前掲注 152）40 頁参照。 
218 古谷・前掲注 4）198 頁参照。 
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第 4節 小括 
 本章では，相続税の課税方式や課税根拠を確認し，所得税と相続税の課税要件を整理し
た上で，二重課税の意義，所得税と相続税の関係性を検討した。 
 第 1 節では，相続税の課税方式と課税根拠を確認した。我が国の相続税の課税方式は，
シャウプ勧告に基づく昭和 25年の相続税改正において，遺産税方式から遺産取得税方式に
変更された後，昭和 33 年に現行の法定相続分課税方式による遺産取得税方式に変更され
た。相続税の課税根拠には，代表的なものとして，富の再配分機能の他に，相続税を所得
税の補完税と捉える考え方がある。 
第 2 節では，所得税と相続税の課税要件について確認した上で，所得と財産について整

理した。所得税の課税物件は，個人の所得であり，相続税の課税物件は，民法の規定によ
り相続や遺贈（死因贈与を含む）により取得する被相続人の財産である。所得とは，人の
担税力を増加させる利得は，その源泉の如何を問わず，すべて所得とされ，財産とは，金
銭に見積ることができる経済的価値のあるすべてのものをいうとされている。 
第 3節では，二重課税の概念を確認した上で，所得税法 9条 1項 17号が排除する二重課

税が生じる場面について検討した。同号が排除する二重課税は，相続人が相続等により取
得した財産について相続税を課し，所得税を課さないということであり，非課税規定は，
相続人が相続等により当該資産を取得した時点で適用されると考えられる。 
次章では，相続税法上の債務控除制度の概要を確認する。具体的には，債務控除制度の

範囲，趣旨及び沿⾰を整理した上で，「確実と認められるもの」の意義を検討する。 
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第 5章 相続税法上の債務控除制度 
本章では，相続税法上の債務控除制度の概要を確認する。具体的には，相続税法 13 条 1

項，同法 14 条 1 項の内容を整理し，趣旨及び沿⾰を確認する。その上で，「確実と認めら
れるもの」の意義を検討する。 

 
第 1節 債務控除制度の規定 
1． 規定の内容 
相続税は，相続により経済的利得を取得したことに担税力を見出して課されるものであ

り，被相続人が負っている債務は課税対象から控除される 219。 
相続税法 13 条は，債務控除の対象を債務と葬式費用に区分した上で，納税義務者の区

分に応じ，債務控除の適用範囲を定めている。 
控除できる債務の範囲は，居住無制限納税義務者（相続税法 1条の 3第 1項 1号），非

居住無制限納税義務者（同法 1 条の 3 第 1項 2号），居住制限納税義務者（同法 1 条の 3
第 1項 3 号），非居住制限納税義務者（同法 1 条の 3 第 1項 4号）により異なるが，無制
限納税義務者の控除可能な債務は，①被相続人の債務で相続開始の際に現に存するもの
（租税公課を含む），②被相続人に係わる葬式費用とされる（同法 13 条 1項）。 
そして，当該債務は，「確実と認められるものに限る」と規定されている（同法 14 条 1

項）。また，被相続人に係る準確定申告による所得税額も被相続人の相続開始年分の所得
に係る納付すべき所得税額であるため，債務控除の範囲に含まれる 220。 
 
2．債務控除の適用対象者 
債務控除の適用対象者は，「相続又は遺贈（包括遺贈及び被相続人からの相続人に対す

る遺贈に限る。）により財産を取得した者」に限られる（相続税法 13 条 1項）ため 221，債
務控除を受けることのできる者は，①相続人，②包括受遺者，③相続人である特定受遺者
に限られる 222。 
なお，相続放棄をした者は，相続人ではないため，債務控除の適用はないが，実務の取

扱いでは，相続放棄をした者が現実に被相続人の葬式費用を負担した場合において，遺贈
による取得財産があるときは，その遺贈による取得財産価額から葬式費用の負担額を債務

 
219 三木義一＝末崎衛『相続・贈与と税〔第 2 版〕』（信山社，2013年）31 頁参照。 
220 梶野研二『新訂版 Q&A 資産税重要実務事例詳解』（大蔵財務協会，2020 年）324 頁
参照。 
221 今村修『相続税法―所得課税としての相続税法の研究―』（税務経理協会．2006年）
113 頁参照。 
222 瀬戸山孝一『相続税法』（税務経理協会，1961年）70－71 頁参照。 
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控除して差し支えないとされている（相続税法基本通達 13－1）223。 
 
3．民法における債務控除の規定 
相続開始により，被相続人の財産だけでなく債務も相続人が引き継ぐことが原則となっ

ている上，相続人が複数いる場合には相続財産は共同相続人の共有財産となるため（民法
898 条），債務も全員が共有で引き継ぐこととなる 224。 
民法 915 条では，原則として 3 ヶ月の熟慮期間についても定めており，債務の相続にお

いて限定承認や相続放棄を認めている。 
 相続における債務や必要経費の取扱いについては民法 885 条において「相続財産に関す
る費用は，その財産の中から支弁する。ただし，相続人の過失によるものはこの限りでな
い。」と定め，同条 2 項において，「前項の費用は，遺留分権利者が贈与の減殺によって得
た財産をもって支弁することを要しない。」とされている。 
 民法でこうした費用を相続財産の中から支払うことを認めているのは，相続財産と相続
人固有の財産は区別されていないことから，どちらから費用負担しても問題ではないため
である 225。 
 しかし，相続税法基本通達 13－2では，「民法第 885条(相続財産に関する費用)の規定に
より相続財産の中から支弁する相続財産に関する費用は，法第 13条第 1項第 1号に掲げる
債務とはならないのであるから留意する。(平 17課資 2-4 改正)」と定められている。 
 相続に関する管理・処分などに要する費用を民法では相続財産の中から負担してもよい
としているのに対し，税法では課税価格から差し引ける費用とはされていない 226。 
 相続税法では，あくまでも相続開始時において現存している債務（租税公課を含む）と
被相続人に係る葬儀費用のみを債務控除と考えている 227。 
 このような取扱いについて，徴税の確実性及び効率性に重点を置きすぎた規定の趣旨か
らは問題があるとする見解もある 228。 
 
4． 相続債務について 
（1）債務の意義 
相続開始の時における被相続人の債務は，被相続人の一身に専属するものを除き，財産

 
223 梶野・前掲注 220）324 頁参照。 
224 塩見哲「民法と税法とで異なる相続に関する取扱い(7)債務控除」不動産フォーラム 21 
291 号（2014 年）8 頁参照。 
225 塩見・前掲注 224）9 頁参照。 
226 塩見・前掲注 224）10 頁参照。 
227 塩見・前掲注 224）10 頁参照。 
228 北野＝小池＝三木・前掲注 159）75 頁〔辻村祥造執筆部分〕参照。 
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とともに相続人に包括的に承継され，相続により承継する債務が相続により取得する財産
の価額を超えることとなっても，限定承認又は相続放棄をしない限り，相続人に承継され
る 229。 
民法 896条は，「相続人は，相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を

承継する。」と規定し，この義務に含まれるのが被相続人の債務である 230。 
債務とは，「債権に対応する概念で，債権を債務者側から表現したもの。すなわち，債

権者に対して一定の行為（給付）を行う義務をいう 231。」とされている。 
 
（2）各種債務の債務控除の可否 
ア．保証債務 
保証債務や抵当権等の物上保証債務は，主たる債務者の債務の履行を担保するにすぎな

いもので，主たる債務者が債務履行の資力を有し，債務を履行する限り，実質的に債務と
しての負担を負わない 232。そのため，保証債務は原則として，債務控除の対象とならない
（相続税法基本通達 14－3（1））。 
主たる債務者が弁済不能の状況にあるため保証債務者がその債務を履行しなければなら

ず，かつ主たる債務者に求償して弁済を受ける見込みがない場合においては，主たる債務
者が弁済不能の部分の金額は当該保証債務者の債務として控除できる 233。 
 
イ．連帯債務 
連帯債務は，複数の債務者がそれぞれ独立に債務額全部の弁済をすべき債務を負う債務

関係である 234。 
連帯債務者の負担部分の金額が明らかな場合は，確実な債務として債務控除ができるが，

その負担部分を超える金額は，求償権の行使によりその弁済を補填できるため債務控除で
きないのが原則である 235。 
しかし，この負担を超える部分につき，連帯債務者のうちに弁済不能者がいて，求償権

の行使によっても弁済を受ける見込みがないときには，その弁済不能者に代わって負担し

 
229 桜井四郎『相続と相続税法』（財経詳報社，1996年）144 頁参照。 
230 加藤歌子「相続税の債務控除についての一考察ー相続開始の際現に存するもので「確
実と認められる」債務を中心に―」税法学 575 号（2016 年）66頁参照。 
231 高橋和之＝伊藤眞＝小早川光郎＝能見善久＝山口厚編『法律学小辞典〔第 5 版〕』（有
斐閣，2016 年）487 頁。 
232 桜井・前掲注 229）223 頁参照。 
233 庭山・前掲注 207）37頁参照。 
234 田中章介＝田中将『相続と相続税・贈与税事例選集』（清文社，2014 年）402 頁参照。 
235 田中（章）＝田中（将）・前掲注 234）402 頁参照。 
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なければならなくなる部分の金額は，経済的実質の観点から，確実な債務として債務控除
の対象となる（相続税法基本通達 14－3（2））。 
 
ウ．借入金債務 
被相続人の借入金債務で相続開始の時に現に存するものは，相続税の課税価格計算上債

務控除として控除され，通常は相続開始の時における返済未済の債務現在額と未払利息の
合計額が債務控除の対象となるが，その借入金が無利息又は著しく低利率で，無利息等で
あることが特別の事由によるものであるときは，その借入金にかかる債務控除すべき金額
は，元本金額から無利息等による経済的利益の額を控除した金額とする 236。 
 
エ．停止条件付債務 
停止条件付債務は，発生するかどうか不明な一定の事実が発生したら効力が生じること

となる債務であるため，一般論としては，条件の成就前は，債務としては存在するが，確
実な債務ではないため債務控除の対象とならない 237。 
しかし，相続開始時点で，条件成就の蓋然性が極めて高い状況が生じており，申告期限

までに条件が成就したような場合は，債務控除の対象となるとされている 238。 
 
オ．係争中の債務 
債務の存否そのものが争われている係争中の債務は，相続開始の時の現況によりその存

在が確実と認められるものに限り債務控除の対象となる 239。 
債務の存在することについては争いがないが金額につき係争中の債務は，その妥結見込

額により判定し，その判定ができないときは争いのない範囲内で債務控除することとなる
240。 
 
（3）債務の評価 
相続税法 22条は，取得した財産の評価は，時価とする一方で，債務については，その時

の現況による，と規定している。 
最高裁昭和 49 年 9 月 20 日判決は 241，「相続税は，財産の無償取得によって生じた経済

的価値の増加に対して課される租税であるところから，その課税価格の算出にあたっては，

 
236 桜井・前掲注 229）421 頁参照。 
237 田中（章）＝田中（将）・前掲注 234）406 頁参照。 
238 田中（章）＝田中（将）・前掲注 234）406 頁参照。 
239 田中（章）＝田中（将）将・前掲注 234）406 頁参照。 
240 田中（章）＝田中（将）・前掲注 234）406－407頁参照。 
241 最判昭和 49 年 9月 20日民集 28 巻 6号 1178 頁。 
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取得財産と控除債務の双方についてそれぞれの現に有する経済的価値を客観的に評価した
金額を基礎とするものであり，ただ，控除債務については，その性質上客観的な交換価値
なるものがないため，交換価値を意味する『時価』に代えて，その『現況』により控除す
べき金額を評価する旨定められているものと解される。……金銭債権につきその権利の具
体的内容によって時価を評価するのと同様に，金銭債務についてもその利率や弁済期等の
現況によって控除すべき金額を個別的に評価しなければならないのであり，かくして決定
された控除すべき金額は，必ずしも常に当該債務の弁済すべき金額と一致するものではな
い。」と判示する。 
 
第 2節 債務控除制度の沿革 
相続税は，明治 38年，日露戦争中に創設され，既存の税を増税する非常特別税という形

態が主であった中，例外的に新税として創設された 242。 
明治 37年に第一次増税で非常特別税法として，地租，所得税，営業税などが増税された

が，戦局が進むにつれて，軍備の必要性がさらに増大したことにより，第二次増税に至り，
相続税はその中で永久的施行が予定された単独税法として施行され 243，そのまま遺産税方
式の相続税制度として定着したとされている 244。 
 債務控除の規定は，明治 38年の創設時から存在し，現在とほとんど内容は変わらず引き
継がれている。創設時の条文は第 3 条と 5 条に規定されていた。 
 
第三條 
被相続人カ本法施行地ニ住所ヲ有スルトキハ，相続開始ノ際本法施行地ニ在ル相続財産

ノ価額ニ，相続開始前一年内ニ被相続人カ本法施行地ニ在ル財産ニ付為シタル贈与ノ価額
ヲ加ヘ，其中ヨリ左ノ金額ヲ控除シタルモノヲ以テ課税価格トス 
一 公課 
二 被相続人の葬式費用 
三 債務 
 
第五條 
 條件付権利，存続期間ノ不確定ナル権利，又ハ訴訟中ノ権利ニ付テハ，政府ノ認ムル所
ニ依リ其ノ価格ヲ評定ス 
第三條ニヨリ控除スヘキ債務金額ハ政府カ確実ト認メタルモノニ限ル 

 
242 安藤実「相続税の史的考察」日本租税研究協会編『相続税制の再検討』（法律文化社，
2003年）25 頁参照。 
243 大村・前掲注 161）111，125頁参照。 
244 水野（忠）・前掲注 43）750 頁参照。 
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当時の解説書によると，3 条により，公課，被相続人の葬式費用，債務を控除する理由

について，葬儀費用は社会政策的な観点から，債務は，現時点では直接財産に影響を与え
ないかもしれないが，将来的には支払われるべきものであるため控除することが当然であ
る，と説明されている 245。 
 5 条については，債務について政府が確実と認めたものに限って認めるべきとする理由
は，民法における債務の定義が漠然としており，その範囲が広いため，口頭での約束でも
債務が成立することになり，もし政府が個人の債務に介入せず，曖昧な債務を無制限に認
めてしまうと，脱税をしようとする人が増えてしまうためとされ，そして，どの債務が確
実なものと見なされるかは，基本的に事実関係の問題とする 246，と説明されている。 
そして，法案の中では，債務金額について，公正証書で証明されたものを除くと記載さ

れていた部分が，立法府で削除されたのは 247，公正証書は法的に厳密に作成されるべきも

 
245 鵜飼久吉『相続税法詳解』（広文堂，1905 年）23－24 頁参照。原文では，「第一の公課
は固より其財産中より納むべき租税なるを以て若し之を控除せざるときは，納むべき租税
にも相続税が課せらるゝの重複を生ずるが故にして，被相続人の葬式費用を控除するは，
葬式は死したる人の神聖に対する儀式なるを以て，若し之に税を課するごときことあれ
ば，人自ら人を侮り辱むるの矛盾あるのみならず税法の為めに重要なる風紀を乱るの結果
陥ゐるべければなり。而して債務を控除するの理由は，債務なるものは，現在に於いてこ
そ其財産に影響なき場合あれど，早晩現財産より仕拂はるべき約束ある欠損なるを以て，
課税価格算出するには，之を控除するを當然なりとす。」と説明されている。 
246 鵜飼・前掲注 245）45－46 頁参照。原文では，「而して債務に就き，政府が確実と認め
たるものに限るとしたる理由は，民法上債務というは，人に或物を給付し，又は人の為に
或事を為すの義務にして，其範囲や極めて漠然たり。故に公正証書を以てしたるものも債
務なれば，口頭の約束にても債務は債務なるを以て，政府が若し個人の債務に干渉するこ
と無くんは，遂に課税の趣旨を達する事克はざるか為なり。何となれば前述の如き債務を
も，無制限に放任するの結果は，曖昧なる債務見はれ㴞々として脱税を図る者の続出すべ
き以てなり。而して如何なる債務が確実なるやは，一に事実の問題に属す。法案には「債
務金額ハ」の下に「公正証書ヲ以テ証明スルモノヲ除クノ外」とありたるを，立法府に於
て之を削除したり。蓋し公正証書は厳重なる法律の制裁の下に作成せらるへきものなるか
故に，之か確実なることは特に明文を要せすして明かなると，如斯規定するときは，之に
類するものならざれば，政府が確実と認めさることを豫言するが如き法意となるを以てな
るべし。」と説明されている。 

247 法案では，第五條は以下のように規定されていた。 
第五條 條件付権利，存続期間ノ不確定ナル権利，又ハ訴訟中ノ権利ニ付テハ，政府ノ認
ムル所ニ依リ其ノ価格ヲ評定ス 
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ので，その信頼性は自明であるため，特別に記載する必要はないためとし，このように規
定することで，政府が確実と認めない債務があると示唆することになる 248，と説明されて
いる。 

 
第 3節 「確実と認められられるもの」の意義 
1．「被相続人の債務で現に存するもの」の意義 
 東京高裁平成 8年 10月 16 日判決は 249，相続税法 13条 1項が，被相続人の債務で相続
開始の際に現に存するものを相続により取得した財産から控除することとしている趣旨
は，「被相続人の借入金等の債務が存するときは，相続の結果相続人の負担に属すること
となるこれらの債務の額を積極財産の価値から控除し，相続によって取得する財産の実質
的価格をもって課税価格とすることにあるところ，時期，時刻，時を示すには『時に』と
いう用語があるのに，『際』との用語が用いられていることに照らせば，『相続開始の際』
とは，相続の開始，すなわち被相続人の死亡及び被相続人の死亡に近接し，かつ，社会通
念上これから起因して生じる事態の経過を含めた時間の範囲を示すものと解すべきであ
り，そして，『被相続人の債務』で『現に存する』とは，その債務の性質及び発生原因に
照らして，被相続人に属すべき債務がその発生要件を充足していることにあると解すべき
である。」と判示している。 
 
2．「確実と認められるもの」の意義 
 広島高裁昭和 57 年 9月 30 日判決は 250，「確実と認められる債務とは，債務が存在する
とともに，債権者による裁判上，裁判外の請求，仮差押，差押，債務承認の請求等，債権
者の債務の履行を求める意志が客観的に認識しえられる債務，又は，債務者においてその
履行義務が法律的に強制される場合に限らず，社会生活関係上，営業継続上若しくは債権
債務成立に至る経緯等に照らして事実的，道義的に履行が義務づけられているか，あるい
は，履行せざるを得ない蓋然性の表象のある債務をいうもの，即ち債務の存在のみならず
履行の確実と認められる債務を意味すると解するのが相当である。」と判示した。 
大阪地裁平成 27年 5月 22日判決は 251，「相続税法 14条 1項に規定する『確実と認めら

れる』債務とは，債務の存在が確実と認められるのみでは足りず，債権者による請求等に
より，債務者につきその債務の履行が義務付けられている債務であることが必要であると

 
第三條ニヨリ控除スヘキ債務金額ハ公正証書ヲ以テ証明スルモノノ外，政府カ確実ト認
メタルモノニ限ル 

248 鵜飼・前掲注 245）45－46 頁参照。 

249 東京高判平成 8年 10月 16 日税資 221 号 54 頁。 
250 広島高判昭和 57 年 9月 30 日税資 127 号 1140 頁。 
251 大阪地判平成 27 年 5月 22 日税資 265 号順号 12667。 
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解すべきである。」と判示し，その控訴審である大阪高裁平成 27年 12月 10日判決は 252，
原判決を引用した上で，「債務承認弁済契約が締結されたとしても，同契約において一定
額を弁済すれば，残債務を免除する旨定められている場合には，債務承認弁済契約が締結
されているからといって当然には債務の全額につき履行が義務付けられるとはいえないと
いうべきである。」と判示した。 
国税不服審判所令和 5 年 6 月 27 日裁決は 253，「本件修繕工事の着工日前である本件相続

開始日時点において，本件被相続人は本件施工業者から本件請負代金の支払債務の履行を
求められる状況になく，その履行の要否すらも不確実な状況にあったといえるから，本件
請負代金の支払債務は，本件相続開始日当時の現況に照らし，その履行が確実と認められ
る債務には当たらないというべきである。……請求人が本件相続開始日後に本件請負代金
を支払っているからといって，……本件修繕工事の着工日前である本件相続開始日時点で，
本件被相続人は本件施工業者から本件請負代金の支払債務の履行を求められる状況になく，
その履行の要否すらも不確実な状況にあったことに変わりはないから，その履行が確実と
認められる債務には当たらないとした判断が左右されるものではない。」と判断した。 
 
第 4節 小括 
本章では，相続税法上の債務控除制度の概要を確認した。具体的には，相続税法 13 条 1

項，相続税法 14 条 1 項の内容を整理し，趣旨及び沿⾰を確認した上で，「確実と認められ
るもの」の意義を検討した。 
第 1 節では，債務控除制度の規定の内容について確認し，民法における債務控除の規定，

相続債務について整理した。無制限納税義務者の控除可能な債務は，①被相続人の債務で
相続開始の際に現に存するもの（租税公課を含む），②被相続人に係わる葬式費用とされ，
当該債務は，「確実と認められるものに限る」と規定されている。 
第 2節では，債務控除制度の沿革について確認した。債務控除の規定は，明治 38年の創

設時から存在し，創設時の条文は第 3 条と 5 条に規定されていたものの，現在とほとんど
内容は変わらず引き継がれている。当時の解説書によると，3 条により，債務を控除する
理由について，債務は，将来的には支払われるべきものであるため控除することが当然で
ある，と説明されている。 
第 3節では，「確実と認められるもの」の意義を検討した。広島高判昭和 57 年 9月 30

日判決は，「確実と認められる債務とは，債務の存在のみならず履行の確実と認められる
債務を意味すると解するのが相当である。」と判示した。また，大阪地裁平成 27年 5月 22
日判決は，「債務の存在が確実と認められるのみでは足りず，債権者による請求等によ

 
252 大阪高判平成 27 年 12 月 10 日税資 265 号順号 12768，上告審は，最決平成 28 年 6 月
30 日税資 266 号順号 12877（上告棄却，不受理）。 
253 国税不服審判所裁決令和 5年 6 月 27 日裁決事例集 131 集 77 頁。 
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り，債務者につきその債務の履行が義務付けられている債務であることが必要であると解
すべきである。」と判示し，その控訴審である大阪高裁平成 27 年 12 月 10日判決は，「債
務承認弁済契約が締結されたとしても，同契約において一定額を弁済すれば，残債務を免
除する旨定められている場合には，債務承認弁済契約が締結されているからといって当然
には債務の全額につき履行が義務付けられるとはいえないというべきである。」と判示し
ている。 
次章では，相続税法上，債務控除されない債務における所得税法 9条 1項 17号の適用に

関する学説や裁判例を整理，検討する。その上で，それぞれの見解を客観的に考察し，論
拠及び問題点を明らかにする。 
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第 6章 見解の整理 
 本章では，相続税法上，債務控除されない債務における所得税法 9条 1項 17号の適用に
関する学説や裁判例を整理，検討する。その上で，それぞれの見解を客観的に考察し，論
拠及び問題点を明らかにする。 
 
第 1節 債務控除適用説 
1． 内容 
債務控除適用説とは，被相続人の停止条件付債務について，相続開始後に条件成就がな

され，極めて高い確率で債務免除がされる場合に債務控除が認められるとする見解である。 
 
2． 根拠 
当該債務は，相続税法 13 条 1 項 1 号の「被相続人の債務で相続開始の際現に存するも

の」に該当し，相続開始時に条件成就がない場合，債務が未だ履行すべき状況にあるため，
債務控除が認められる。 

 
3． 学説 
 債務控除適用説の立場を採用していると考えられる学説として，倉見評釈等が挙げられ
る。 
倉見智亮は，「債務の免除に停止条件が付されている債務については，相続開始時に条

件成就がない場合，債務が未だ履行すべき状況にあるため，債務控除が認められる余地が
あった 254」とした上で，先行裁判例に対し令和 6 年高裁判決は，「二重課税該当性の判断
の前提として，相続開始時の残分割金が少額であり，同時点の財産状況から弁済が容易で
あり，近い将来に債務免除を受ける可能性が極めて高かったという事情から，本件債務が
『確実と認められるもの』に該当せず，債務控除は認められない，とのより厳格な立場を
採っている 255。」と述べている。 
また，実務書によると，停止条件付債務免除契約に係る債務控除について，次の説明が

されている。債権者は，一定の条件が成就した場合に限って被相続人の債務の全額を免除
する旨の契約（停止条件付債務免除契約）がされた場合，当該条件が成就する前に相続の
開始があった時は，相続人は，被相続人が締結した停止条件付債務免除契約に係る法的地
位を承継することになる 256。この場合には，相続開始の時において，当該契約に係る停止
条件は成就していないため，被相続人に係る債務は消滅せず，相続人に承継されることに

 
254 倉見・前掲注 9）2頁参照。 
255 倉見・前掲注 9）2頁参照。 
256 佐藤清勝＝小林柏弘＝梶山清児『専門家のための資産税実例回答集〔改訂第 5版 
〕』（税務研究会出版局，2021 年）171 頁参照。 
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なるため，相続開始の時に残存する債務の額は，相続税法 13条 1項 1号の「被相続人の債
務で相続開始の際現に存するもの」に該当し，債務控除の対象となる 257。 
 
4． 裁判例 
最高裁平成 5 年 2 月 18 日判決は 258，被相続人の停止条件付債務について債務控除を認

めている。本件第 1 審は 259，債務控除を認めておらず，「相続税法一四条一項は控除債務
は確実と認められる債務に限る旨規定しており，右の確実と認められる債務といい得るた
めには，相続開始の時点までに，当該債務が成立し，かつ，当該債務に基づいて具体的な
給付をすべき原因となる事実が発生していることが必要であり，停止条件付債務について
は，特段の事情のない限り，相続開始の時点までに当該条件が成就していることが必要で
あると解すべきである」と判示した。 
控訴審においても 260，「本件において控訴人らの主張する仲介手数料債務の発生がすで

にその相続開始時において確実であると認められる特段の事情ということはできない」と
判示し，債務控除を認めなかった。 
しかし，上告審は 261，「乙土地について，これが単に，将来の売買条件の要旨を約した

にすぎないとしても，仲介手数料債務は停止条件付債務であり，かつ，条件成就が確実で
あるので，相続債務とされるべきである。……すなわち，もし上告人らが乙土地について
の売買を履行しなかったとすると，上告人らには，契約不履行による損害賠償債務が発生
することになる。つまり，いずれにしても，必ず何らかの債務が発生することになるので
あるから，相続開始当時，これを相続債務としないということは納税者たる相続人が負う
債務を全く考慮しないことになり，著しく不当な課税となる。確実な債務として，売買契
約締結による仲介手数料債務は相続債務とされるべきである。」とし，債務控除を認めて
いる。 
 
5．評価 
（1）利点 
 被相続人から承継した停止条件付債務について，相続税で債務控除が認められるとする
と，所得税との二重課税の問題が生じない。 
また，当該債務は，相続により承継した債務であるため，相続時に控除されるべき債務

であるところ，相続時に債務控除がされることで，早い段階で納税者の負担を軽減するこ

 
257 佐藤＝小林＝梶山・前掲注 256）171－172 頁参照。 
258 最判平成 5年 2月 18 日税資 194 号 462 頁。 
259 名古屋地判平成 3 年 5月 29 日税資 183 号 837 頁。 
260 名古屋高判平成 4 年 4月 30 日税資 189 号 428 頁。 
261 最判平成 5年 2月 18 日・前掲注 258）。 
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とができる。 
 
（2）問題点 
 先行裁判例において，債務とは，債務の存在のみならず履行の確実と認められる債務を
意味するとされており，停止条件付債務で債務免除の条件成就の可能性が極めて高い債務
は「確実と認められるもの」には該当しないとされている。 
そのため，当該債務は，相続税法 14条 1項の「確実と認められるもの」の規定の文言に

反し，租税法律主義（憲法 84 条）の面から問題がある。 
 
第 2節 非課税規定適用説 
1． 内容 
非課税規定適用説とは，相続税法上，債務控除されない債務が所得税法 9条 1項 17 号

の「相続……により取得するもの」に含まれるとする見解である。 
 この見解によると，最高裁平成 22 年判決の射程範囲内となり，非課税規定が適用され
る。 
 
2． 根拠 
当該債務は，最高裁平成 22年判決の射程範囲となるため，所得（担税力）とは，経済的

価値であり，取得した資産が積極財産か消極財産かを問わず，実質的に経済的価値が同一
かどうかで判断する。 
そして，担税力を減殺させるものではないとして相続財産から控除されなかった債務が，

相続開始後に免除を受けたからといって，債務者に新たな担税力が生じるものと解さず，
債務控除されない債務とその後相続人が受けた債務免除による債務免除益は実質的に同一
のものといえるため，非課税規定が適用されるとする見解である。 
 
3． 学説 
非課税規定適用説の立場を採用していると考えられる学説として，渡辺評釈が挙げられ

る。 
渡辺充は，所得税法 9条 1 項で非課税とされる対象を資産として捉えるのではなく所得

（担税力として表現）として考え，所得とは経済的価値であるので，取得した資産が積極
財産か消極財産かを問わず，経済的価値が同一か否かで判断すべきであり，経済的価値が
同一であるものに相続税と所得税を課さないとして，所得税法 9 条 1項 17号の役割を連
結環であるとした 262。 

 
262 渡辺・前掲注 13）94 頁参照。 
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本来，相続人が被相続人から資産を取得した場合は，相続人は，相続により経済的価値
を取得することになるので，これを所得税における包括的所得概念を前提に考えると，相
続人によるこの経済的利益の取得について，所得税の担税力の増加を認めることになり，
相続人によるこの経済的利益の無償取得について，所得税が課税されることになる 263。逆
にマイナスの経済的利益の取得の場合には，担税力の減少を認めることになるが，相続税
による経済的利益の取得は，所得課税の趣旨とは別にその偶発的・一時的・恩恵的な特殊
性を鑑み，我が国では所得税とは別枠でこれを相続税として課税する仕組みを考えた 264。 
したがって，相続人が取得したプラス・マイナスの経済的利益について，所得税を非課

税とすることが所得税法 9 条 1項 17 号の連結環という趣旨であるならば，新たな担税力
が生じないとする解釈に妥当性があるといえる 265，と述べる。 
 
4． 裁判例 
東京高裁令和 6 年判決は 266，以下の通り判示しており，非課税規定適用説の立場を採用

したと考えられる。 
「このような規定の趣旨を踏まえれば，担税力を減殺させるものではないとして相続財

産から控除されなかった相続債務が相続開始後に免除を受けたからといって，これにより
債務者に新たな担税力が生じるものと解することは相当でない。 
そうすると，被相続人から承継した現に存する債務であって，相続税申告の際の課税価

格の算定にあたって近い将来に免除を受ける可能性が極めて高いこと等を理由に相続税法
14 条 1 項の『確実と認められるもの』にあたらないとして相続財産から控除されなかった
債務が，その後に債権者により免除された場合における当該債務免除に係る相続人の利益
については，形式的には債務免除を受けた時点で発生したものといえるとしても，所得税
課税との関係では，潜在的には相続により取得していたものとみることが可能であり，ま
た，その具体的な内容をみても，上記申告に係る課税価格のうち相続財産から控除されな
かった上記債務に相当する部分の経済的価値と実質的に同一のものということができるか
ら，特段の事情のない限り，これに所得税の課税をすることは，所得税法 9条 1項 16号に
反するものとして許されないというべきである。」 

 
5． 評価 
（1）利点 
相続税で債務控除が認められなかった債務を「確実と認められるもの」と解釈すること

 
263 渡辺・前掲注 13）94 頁参照。 
264 渡辺・前掲注 13）94 頁参照。 
265 渡辺・前掲注 13）94 頁参照。 
266 東京高判令和 6年 1月 25 日・前掲注 5）。 
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は困難であるが，当該債務が債務免除されたことにより生じた債務免除益を「相続……に
より取得するもの」に含まれると解釈することは，柔軟な解釈により可能であり所得税法
とかけ離れた解釈ではない。 
 
（2）問題点 
包括的所得概念のもとで所得とは，新たな経済的価値の流入をいうとされている。最高

裁平成 22年判決において所得とは経済的価値とされているが，債務控除されない債務は消
極財産であり，経済的価値に消極財産は含まれないと考えられるため，最高裁平成 22年判
決との整合性の面から問題がある。 
 
第 3節 特段の事情説 
1． 内容 
特段の事情説とは，非課税規定が明らかに適用されるべきではないような「特段の事情」

がある場合を除き，相続税法上，債務控除されない債務に非課税規定を適用する見解であ
る。 
 
2． 根拠 
所得税と相続税の納税額の著しい差が生じるような特殊な事情が生じる場合まで非課税

規定を適用すべきではないため，「特段の事情」がある場合を除き非課税規定を適用する
ものと考えられる。 
「特段の事情」が何を意味するかについて，渡辺充は，東京高裁令和 6 年判決によると，

相続税額の計算と所得税額の計算において著しい差が発生しないことを指しているようで
ある 267，と述べている。また，倉見智亮は，判旨からは明らかでないとしつつ，相続財産
などの状況から債務控除によっても相続税額の減少がもたらされない場合，債務免除益課
税を行ったとしても二重課税が生じないことから，所得税法 9条 1項 17号の適用を除外し
うる，という趣旨であったと思料される 268，と述べている。 

 
3． 裁判例 
東京高裁令和 6 年判決において 269，債務控除されない債務の債務免除益について，「特

段の事情のない限り，これに所得税の課税をすることは，所得税法 9条 1項 16号に反する
ものとして許されないというべきである。」とした上で，「本件においては，本件債務を相
続財産から控除した場合とこれをしない場合の相続税額の増加額（合計 2 億 1972 万 4900

 
267 渡辺・前掲注 13）94 頁参照。 
268 倉見・前掲注 9）4頁参照。 
269 東京高判令和 6年 1月 25 日・前掲注 5）。 
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円）と本件債務免除益を一時所得として所得税の課税をしない場合とこれをした場合の所
得税等の本税額の増加額（合計 2 億 2273 万 2100 円）に結果的に著しい差がないことなど
の状況に照らしても，上記特段の事情は見当たらない。」と判示した。 
 さらに，著しい差がないことの状況として，「Ｘらを含む亡Ｅ相続人らが平成 27 年 8 月
21日に行った相続税の申告では，課税価格合計 7億 8987万 3000円，申告納税額合計 1億
0847 万 0800 円の申告がなされており，同人らが平成 29 年 5 月 12 日に行った相続税の修
正申告では，課税価格合計 17 億 6642 万 8000 円，申告納税額合計 3 億 2819 万 5700 円の
申告がなされた。すなわち，上記修正申告により，当初の申告に比べて，課税価格合計が
9 億 7655 万 5000 円増加し（相続財産から控除されるべき債務の額が 9 億 7370 万円（本
件債務分）減少した他にも，相続財産の価額が約 285 万 5000 円増加している。），申告納
税額合計が 2億 1972 万 4900 円増加することとなった。 
 他方，本件各処分により新たに納税すべきとされた所得税等の本税の額は，合計で 2 億
2273 万 2100円（Ｘ2について 1 億 1100 万 5300円，Ｘ1 について 1 億 1172 万 6800円）
であった。」と述べている。 
 
4． 学説 
特段の事情説に対し否定的な見解はあるが 270，肯定する見解は確認できない。 

 
5． 評価 
（1）利点 
 特段の事情説は，明らかに非課税規定を適用すべきではないものへの適用を排除するこ
とができる。また，「特段の事情」を用いることによって，個別・具体的な事情に応じた
柔軟な解釈が可能となる。 
そして，「特段の事情」がない場合には，原則として非課税規定が適用されるため，納

税者の負担が軽減される。 
 
（2）問題点 
 「特段の事情」という文言は，所得税法 9 条 1 項 17 号の明文に規定されておらず，「特
段の事情」が何を意味するかは不明瞭であり，条文から根拠を読み取ることはできない。 
また，判断する者によって非課税規定の範囲が異なる結果となるおそれがある。 

 
第 4節 非課税規定非適用説 
1． 内容 

 
270 否定的な見解として，木山・前掲注 11）120頁，倉見・前掲注 9）1 頁，渡辺・前掲注
13）84 頁がある。 
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非課税規定非適用説とは，相続税法上，債務控除されない債務が所得税法 9 条 1項 17
号の「相続……により取得するもの」に含まれないとする見解である。 
 この見解によると，最高裁平成 22 年判決の射程範囲外となり，非課税規定は適用され
ない。 
 
2． 根拠 
最高裁平成 22 年判決は，「相続……により取得するもの」とは，財産そのものを指すの

ではなく，当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指し，所得とは経済的価値であ
る，と判示している。所得とは，新たな経済的価値の流入をいうとされる 271。また，包括
的所得概念の下では，人の担税力を増加させる利得は，すべて所得とされ 272，所得＝消費
＋純資産増加と定義される 273。そのため，消極財産である本件債務は所得には該当しない
ため，最高裁平成 22 年判決の射程の範囲外となり，非課税規定は適用されない。 
 
3． 裁判例 
東京地裁令和 5 年 3月 14日判決は 274，以下の通り判示しており，非課税規定非適用説

を採用したと考えられる。 
本判決は，所得税法 9 条 1 項 16 号（現 17 号）の趣旨を「これは相続，遺贈又は個人か

らの贈与により取得するものについては，別途相続税又は贈与税が課せられるため，二重
課税を避けるために所得税法上は非課税とされたものである。」と述べた上で，「本件債務
免除に係る債務免除益については，停止条件の成就が亡Ｅの相続発生の後であることから，
前記のとおり亡Ｅを被相続人とする相続税では考慮されていない。したがって，本件債務
免除益という所得の発生時にこれを亡Ｅの相続人である X らに係る所得税の課税対象とす
ることは，所得税法 9 条 1 項 16 号の前記趣旨に反するものではないというべきである。」
とした。そして，「所得税法 9 条 1 項 16 号は，相続により得た積極財産に対し，相続税に
加えて所得税を課すことを禁止対象として想定しているものと解され，相続時に『確実と
認められ』なかったために控除が認められなかった債務を対象として想定した規定とは解
されず，殊に，相続税の課税基準時たる相続発生時の後に停止条件が成就した結果発生す
べき債務免除益に適用されるものとは解されない。」と判示した。 
本判決は，本件債務は確実と認められないと判断され債務控除できない上，本件債務免

除益については，停止条件の成就が亡Ｅの相続発生後であるとして，所得税が課税される
ことはやむを得ないと判断している。 

 
271 木山・前掲注 56）18 頁参照。 
272 谷口・前掲注 60）206 頁参照。 
273 中里・前掲注 181）102頁参照。 
274 東京地判令和 5年 3月 14 日・前掲注 6）。 
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4． 学説 
「最高裁判決研究会」報告書は，最高裁平成 22 年判決が，「相続税法 24 条の解釈を軸

に展開されていることに鑑みれば，同判決は，同条によって評価がなされる相続財産を直
接の射程としているものと考えられる 275。」と述べており，この見解によると，相続税法
上，債務控除されない債務には最高裁平成 22 年判決の射程が及ばないと考えられる。 
 伊川正樹は，本件債務免除益は，停止条件の成就が亡 E の相続発生後であることから，
それによる所得の発生時に，これを X らの所得税の課税対象とすることは所得税法 9 条 1
項 17 号の趣旨に反するものではない 276，と述べている。 
 
5． 評価 
（1）利点 
非課税規定非適用説は，非課税規定を厳格に解釈することとなり，租税法律主義の要請

に適合する。 
また，被相続人段階で所得課税されるべきであった債務免除益が相続人に課税されるこ

とにより，課税もれが生じない。 
 
（2）問題点 
 相続税法上，確実と認められないとされ債務控除できなかった債務が債務免除されたこ
とにより生じた債務免除益に所得課税がされることで，承継した財産に見合わない課税と
なり，担税力に応じた課税とならない問題がある。 
 
第 5節 小括 
 本章では，相続税法上，債務控除されない債務における非課税規定の適用に関する学説
を整理し，検討を行った。 
 第 1 節では，債務控除適用説について検討した。債務控除適用説とは，被相続人の停止
条件付債務について，相続開始後に条件成就がなされ，極めて高い確率で債務免除がされ
る場合に債務控除が認められるとする見解である。利点として，被相続人から承継した停
止条件付債務について，相続税で債務控除が認められるとすると，所得税との二重課税の
問題が生じない点などが挙げられる。しかし，相続税法 14条 1項の規定の文言に反し，租
税法律主義の面から問題がある。 
第 2 節では，非課税規定適用説について検討した。非課税規定適用説とは，債務控除さ

れない債務が「相続……により取得するもの」に含まれるとする見解である。利点として，

 
275 最高裁判決研究会・前掲注 131）3 頁。 
276 伊川・前掲注 27）57頁参照。 
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債務控除が認められなかった債務を「確実と認められるもの」と解釈することは困難であ
るが，当該債務を「相続……により取得するもの」に含まれると解釈することは，柔軟な
解釈により可能であり所得税法とかけ離れた解釈ではない。しかし，最高裁平成 22年判決
との整合性の面からは問題がある。 
第 3 節では，特段の事情説について検討した。特段の事情説とは，非課税規定が明らか

に適用されるべきではないような「特段の事情」がある場合を除き，債務控除されない債
務に非課税規定を適用する見解である。利点として，明らかに非課税規定を適用すべきで
はないものへの適用を排除することができる点などが挙げられる。しかし，「特段の事情」
という文言は，明文に規定されておらず，「特段の事情」が何を意味するかは不明瞭であ
り，条文から根拠を読み取ることはできない。 
第 4 節では，非課税規定非適用説について検討した。非課税規定非適用説とは，債務控

除されない債務が「相続……により取得するもの」に含まれないとする見解である。利点
として，非課税規定を厳格に解釈することで，租税法律主義の要請に適合する。しかし，
債務控除されない債務が債務免除されたことにより生じた債務免除益が所得課税されるこ
とで，承継した財産に見合わない課税となり，担税力に応じた課税とならない問題がある。 
次章では，相続税法上，債務控除されない債務における非課税規定の適用範囲を検討す

る。具体的には，前章で整理した各見解についての検討を行い，非課税規定非適用説の妥
当性について論じ，結論を述べる。 
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第 7章 非課税規定の適用範囲 
 本章では，相続税法上，債務控除されない債務における非課税規定の適用範囲を検討す
る。具体的には，前章で整理した各見解についての検討を行い，非課税規定非適用説の妥
当性について論じ，結論を述べる。 
 
第 1節 各見解の検討 
1．債務控除適用説の検討 
（1）債務控除適用説の問題点の検討 
債務控除適用説によると，被相続人から承継した停止条件付債務は，相続税で債務控除

が認められるため，所得税との二重課税の問題が生じない。また，相続により承継した債
務であるため，相続時に債務控除がされることで，早い段階で納税者の負担を軽減するこ
とができる利点がある。 
しかし，当該債務は，相続税法 13条 1項 1号の被相続人の債務で相続開始の際現に存す

るものに該当するものの，被相続人の停止条件付債務について，相続開始後に条件成就が
され，極めて高い確率で債務免除がされる債務であるため，相続税法 14条 1項の「確実と
認められるもの」に該当しない。 
 広島高裁昭和 57 年 9 月 30 日判決は 277，「確実と認められる債務とは，……債務の存在
のみならず履行の確実と認められる債務を意味する」と判示している。また，大阪高裁平
成 27年 12月 10日判決は 278，「債務承認弁済契約が締結されたとしても，同契約において
一定額を弁済すれば，残債務を免除する旨定められている場合には，債務承認弁済契約が
締結されているからといって当然には債務の全額につき履行が義務付けられるとはいえな
いというべきである。」と判示している。 
また，停止条件付債務について債務控除が認められた最高裁平成 5 年 2 月 18 日判決は

279，事実認定から売買を履行しなければ契約不履行による損害賠償債務が発生することと
なり，債務が発生することが確実と判断され債務控除が認められたが，当該債務は，債務
が免除される可能性が極めて高い債務であり，先行裁判例の立場からも，当該債務は「確
実と認められるもの」には該当しないと考えられる。 
 
（2）結論 
以上のことから，債務控除適用説は，債務控除の適用が争われた先行裁判例とも整合せ

ず，当該債務は，相続税法 14条 1項の「確実と認められるもの」に該当しないため，債務
控除を認めることは，租税法律主義（憲法 84 条）の面からも問題がある。 

 
277 広島高判昭和 57 年 9月 30 日・前掲注 250）。 
278 大阪高判平成 27 年 12 月 10 日・前掲注 252）。 
279 最判平成 5年 2月 18 日・前掲注 258）。 
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2． 非課税規定適用説の検討 
（1）非課税規定適用説の問題点の検討 
相続税で債務控除が認められなかった債務を「確実と認められるもの」と解釈すること

は困難であるが，非課税規定適用説により，当該債務を「相続……により取得するもの」
に含まれると解釈することは，柔軟な解釈により可能であり所得税法ともかけ離れた解釈
ではない。 
しかし，最高裁平成 22 年判決は，「『相続，遺贈又は個人からの贈与により取得するも

の』とは，相続等により取得し又は取得したものとみなされる財産そのものを指すのでは
なく，当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指す」とし，「当該財産の取得によ
りその者に帰属する所得とは，当該財産の取得の時における価額に相当する経済的価値に
ほかならず，これは相続税又は贈与税の課税対象となるものであるから，同号の趣旨は，
相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に対しては所得税を課さないこととして，
同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除したものである
と解される。」と判示している。 
我が国において採用されている包括的所得概念のもとでは，人の担税力を増加させる利

得は，その源泉の如何を問わずすべて所得とされ 280，所得税法 36 条 1 項において所得を
収入すべき金額で把握し，収入という新たな経済的価値の流入を所得として課税対象とし
ている 281。経済的価値に消極財産は含まれず，債務控除されない債務は消極財産であり，
所得とはいえない。そのため，最高裁平成 22 年判決との整合性の面からは問題がある。 
さらに，担税力とは不確定な要素であり，実質的に経済的価値が同一かどうかで判断す

ることは，納税者の予測可能性を損なうおそれがある。 
 
（2）結論 
 以上のことから，非課税規定適用説により，債務控除されない債務に所得税法 9 条 1 項
17 号を適用することは，最高裁平成 22 年判決との整合性の面から問題がある上，納税義
務者の予測可能性を損なうおそれがある。 
 
3．特段の事情説の検討 
（1）特段の事情説の問題点の検討 
特段の事情説は，明らかに非課税規定を適用すべきではないものへの適用を排除するこ

とができる。また，「特段の事情」を用いることによって，個別・具体的な事情に応じた
柔軟な解釈が可能となる利点がある。 

 
280 谷口・前掲注 60）206 頁参照。 
281 木山・前掲注 56）18 頁参照，谷口・前掲注 60）214－215 頁参照。 



75 
 

しかし，特段の事情説を採用した東京高裁令和 6 年判決には，否定的な見解が多くある。 
判決における増差税額の比較について，本件においてはたまたま著しい差が発生してい

ない結果となっただけで，別の事案では税率等が異なることにより両者に大きな差額が発
生することもあるので，両者の計算差異の僅少さは，本質的な「特段の事情」とはいえな
いのではないか 282，とする見解や，租税法律主義に照らすと，「特段の事情」という明文
にない要件が付加される法的根拠が不明瞭である 283，とする見解，そして，妥当する範囲
が画定していない中では，相続税と所得税のいずれか一方が課されない場合に残りの一方
を課すことで徴税すればよいとの代替課税論に陥るおそれがある 284，とする見解があり，
学説からも問題があると考えられる。 
 
（2）結論 
 以上のことから，特段の事情説における「特段の事情」という文言は，所得税法 9 条 1
項 17 号の明文に規定されておらず，租税法律主義（憲法 84 条）の面から問題がある。 
また，「特段の事情」を判断する者によって非課税規定の範囲が異なる結果となり，納

税者の予測可能性を損なうおそれがあるため問題がある。 
 
第 2節 所得税法 9条 1項 17 号の適用範囲 
 前節では，債務控除適用説，非課税規定適用説及び特段の事情説について検討したが，
それぞれの説は妥当ではないことを明らかにした。本節では，相続税法上，債務控除され
ない債務における非課税規定の適用範囲を明らかにし，結論を述べる。 
 
1．非課税規定の沿革からの解釈 
（1）非課税規定の改正の経緯 
所得税法の創設時は，制限的所得概念のもと，一時的・偶発的・恩恵的な利得は所得の

範囲から除外されていたため，「相続……により取得するもの」も所得税法上，所得の範
囲とされていなかった。 
非課税規定の「相続……により取得するもの」の文言は，昭和 22 年 11 月の税制改正に

よって規定され，当時の規定は，「第九条第一項第八号に規定する所得（一時所得）のう
ち，贈与，遺贈又は相続に因り取得したもの」と規定されていた。 
この改正により，包括的所得概念が採用されたことに伴い，所得類型として新たに一時

所得が定められ，「相続……により取得するもの」も，財産の移転による所得ということ
になり，所得税が課されることとなったため，これらの調整を図るため，所得税法 9 条 1

 
282 渡辺・前掲注 13）95頁参照。 
283 木山・前掲注 11）121頁参照。 
284 倉見・前掲注 9）4頁参照。 
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項 17 号が設けられたと考えられる 285。 
 
（2）非課税規定と相続税の課税関係 
所得税法 9 条 1項 17 号が設けられた当時の相続税・贈与税は，遺産税方式を採用して

いた。遺産税方式は，被相続人の遺産に着目し，遺産そのものに税負担の能力があるとし
て課税するものである 286。遺産税方式の下では，相続人や受贈者に課税される体系ではな
かったので，直接的に所得税と相続税の二重課税が生じたわけではなかった 287。 
被相続人ないし贈与者に相続税ないし贈与税が課された上で，相続人や受贈者に所得税

が課されるのでは国民の納得が得られないという考えに基づいて創設されたものであると
されており 288，広い意味での二重課税の調整のほかに，相続，贈与等による恩恵的利得は
所得に含まれないとする伝統的な所得概念の影響があったとも考えられている 289。 
 
（3）沿革からみた所得税法 9条 1 項 17 号の解釈 
以上から，所得税法 9条 1項 17号は，その沿革から，相続財産の取得による一時所得を

非課税としたことが明らかである。 
相続とは，被相続人の死亡によりその財産を相続人が承継することであり，その財産の

承継は無償であるから，同じく相続を直接の原因として一時所得が生じる 290。相続は，相
続税の課税原因であると同時に，財産取得により生じる一時所得への課税原因でもある 291。 
そして，この一時所得を同号において，「相続……により取得するもの」は非課税所得

として扱っている。 
相続により承継した控除されない債務は，被相続人から承継された時点では，債務であ

る。債務は，一時所得とはいえないため，非課税規定の沿革からの解釈によると，同号の
適用範囲とはならない。 

 
2．最高裁平成 22 年判決との整合性からの解釈 
（1）最高裁平成 22 年判決の解釈 
最高裁平成 22年判決以前は，税制調査会答申や裁判例において，所得税と相続税は，別

個の体系の税目であり，両税は次元を異にする問題であるなどとして，二重課税は存在し

 
285 小島・前掲注 146）54頁参照，酒井・前掲注 91）72－73 頁参照。 
286 池本＝酒井・前掲注 164）31 頁参照。 
287 酒井・前掲注 91）72－73 頁参照，末永・前掲注 93）122 頁参照。 
288 酒井・前掲注 91）72－73 頁参照。 
289 注解所得税法研究会・前掲注 1）213 頁参照。 
290 小島・前掲注 17）20 頁参照。 
291 小島・前掲注 17）20 頁参照。 
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ないものと理解されていた。 
しかし，最高裁平成 22年判決は，非課税規定の趣旨を，相続税又は贈与税の課税対象と

なった経済的価値に対しては，所得税を課さないとすることで，同一の経済的価値に対す
る相続税又は贈与税と所得税との二重課税を排除することであると捉えている 292。このよ
うな簡潔な判示内容からは法令の解釈及び適用の過程が必ずしも明らかでなく，最高裁平
成 22 年判決の適否やその射程について種々の見解が生じている 293。 
非課税規定は，所得税の課税対象である所得から物的に除外する経済的利得について定

めているが，いかなる経済的利得が非課税規定に適合する性質を有する所得に該当するか
の境界線は不明瞭なままであり，このことも，非課税規定の解釈適用をめぐる争いが絶え
ないという問題に繋がっている 294。 
最高裁平成 22年判決の射程を争う裁判例があとを絶たない一方で，二重課税（非課税規

定の適用）を判断する際の下級審における裁判例には，所得税法が課税することを予定し
ているかどうかを検討するものや，二重課税であってもそれが違法といえるかを検討する
ものなど，一定の傾向もみられ 295，最高裁平成 22 年判決の射程を検討するにあたり，経
済的価値の同一性による判断ではなく，取得の有無によってその射程を検討するものもあ
る。 
 
（2）最高裁平成 22 年判決との整合性からの解釈 
最高裁平成 22年判決は，所得税法 9条 1項 17号の「『相続，遺贈又は個人からの贈与に

より取得するもの』とは，相続等により取得し又は取得したものとみなされる財産そのも
のを指すのではなく，当該財産の取得によりその者に帰属する所得を指すものと解され
る。」とした上で，「当該財産の取得によりその者に帰属する所得とは，当該財産の取得の
時における価額に相当する経済的価値にほかならず，これは相続税又は贈与税の課税対象
となるものであるから，同号の趣旨は，相続税又は贈与税の課税対象となる経済的価値に
対しては所得税を課さないこととして，同一の経済的価値に対する相続税又は贈与税と所
得税との二重課税を排除したものであると解される。」と判示している。 
包括的所得概念のもと，人の担税力を増加させる利得は，その源泉の如何を問わず，す

べて所得とされる 296。所得＝消費＋純資産増加と定義され 297，所得税法 36 条 1 項におい
て所得を収入すべき金額で把握し，収入という新たな経済的価値の流入を所得として課税

 
292 古田・前掲注 121）442－443頁参照，山本・前掲注 58）142 頁参照。 
293 小島・前掲注 146）17頁参照。 
294 山本・前掲注 58）127 頁参照。 
295 木山・前掲注 16）2 頁参照。 
296 谷口・前掲注 60）206 頁参照。 
297 中里・前掲注 181）102頁参照。 
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対象としている 298。 
そのため，財産の取得の時における価額に相当する経済的価値とは，積極財産を指し，

消極財産である債務控除されない債務は，経済的価値に含まれないため，最高裁平成 22年
判決の整合性の面からは問題がある。 
以上のことから，債務控除されない債務に非課税規定を適用することは，最高裁平成 22

年判決の整合性の面から問題があり，その射程範囲には含まれないと考えられるため，同
号の適用範囲とはならない。 
 
3．所得税と相続税の関係性からの解釈 
（1）相続税の課税根拠 
 我が国において採用されている遺産取得税方式を建前とした法定相続分課税方式による
遺産取得税方式は，相続税を相続人に対する所得税の補完税と捉える考え方に整合する。 
この考え方は，包括的所得概念の下で，相続による財産の取得という偶発的利得も相続

人の担税力を増加させるため，所得に含まれるという考え方のもとで，相続による財産の
取得も所得ではあるが所得税とは別の相続税が課されていると考えられ，相続税（遺産取
得税）は所得税の補完税ということになる 299。 
 平成 12 年答申においても，相続課税の課税根拠について，「基本的には，遺産の取得
（無償の財産取得）に担税力を見出して課税するもので，所得の稼得に対して課される個
人所得課税を補完するものと考えられます。その際，累進税率を適用することにより，富
の再分配を図るという役割を果たしています 300。」と述べられている。 

 
（2）所得税法 9条 1 項 17 号が排除する二重課税 
 二重課税とは，同一の課税物件が重複して課税の対象となることをいい 301，一般に，納
税者が一の課税期間において，一の課税要件事実，行為ないし課税物件に対し，同種の租
税を二度以上課されることを指す 302。 
所得税の課税物件は，個人の所得であり，相続税の課税物件は，民法の規定により相続

や遺贈（死因贈与を含む）により取得する被相続人の財産である。両税の課税物件は異な
るものの，包括的所得概念の下で，相続税は，所得税の補完税と考えられるため，相続税
と所得税の二重課税が問題となる。 

 
298 木山・前掲注 56）18 頁参照，谷口・前掲注 60）214－215 頁参照。 
299 中里・前掲注 181）101－102 頁参照。 
300 税制調査会・前掲注 192）290 頁。 
301 竹内＝松尾＝塩野・前掲注・210）1113 頁参照。 
302 石村・前掲注 211）39頁〔石村耕治執筆部分〕参照。 
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相続税・贈与税と所得税との二重課税の調整を図る意味を有するとされる所得税法 9 条
1 項 17 号は，包括的所得概念の採用に伴い，相続による財産の移転が所得に含まれること
となったことで導入された規定である。 
そして，同号が排除する二重課税とは，相続人が相続等により取得した財産について相

続税を課し，所得税を課さないということであり，非課税規定は，相続人が相続等により
財産を取得した時点で適用されることとなる 303。 

 
（3）所得税と相続税の関係性からの解釈 
相続税を所得税の補完税と解すると，非課税規定が適用されるのは，あくまで相続等に

よる財産の移転の場面に限定されると考えられる。包括的所得概念の採用に伴い，相続に
よる財産の移転が所得に含まれることとなったため導入された所得税法 9条 1項 17号の沿
革からも正当といえる 304。 
以上から，所得税法 9条 1項 17号は，相続人が相続により当該資産を取得した時点にお

いて相続課税された経済的利益について，もう一度同じ時点で所得課税する二重課税を排
除する規定と解される 305。 
債務控除できない債務への相続税の課税は，相続人が相続により財産を取得した時点で

生じる。これに対し，当該債務の免除益への所得税の課税は，相続開始後の停止条件の成
就時に生じる。 
所得税は，所得の認識時期について権利確定主義を採用しており，所得税法 36条 1項に

収入すべき金額という法的権利関係に着目した規定をしていることから，原則として，収
入の原因である権利が確定的に発生した時点が所得の実現時期と解されている 306。 
そのため，相続開始後の停止条件の成就時が所得税の課税時期であり，相続による財産

の移転後に生じる所得への課税は，同号が排除すべき二重課税には該当せず，債務控除さ
れない債務は，同号の適用範囲とはならない。 
 
4．債務控除制度との関わりからの解釈 
（1）「確実と認められるもの」の解釈 
相続税は，相続により経済的利得を取得したことに担税力を見出して課されるものであ

り，被相続人が負っている債務は課税対象から控除される 307。 
無制限納税義務者の控除可能な債務は，①被相続人の債務で相続開始の際に現に存する

 
303 古谷・前掲注 4）198 頁参照。 
304 馬場・前掲注 152）40 頁参照。 
305 馬場・前掲注 152）39－40 頁参照。 
306 中里＝弘中＝渕＝伊藤＝吉村・前掲注 195）135 頁〔浅妻章如執筆部分〕参照。 
307 三木＝末崎・前掲注 219）31 頁参照。 
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もの（租税公課を含む），②被相続人に係わる葬式費用とされ（相続税法 13 条 1項），当
該債務は，「確実と認められるものに限る」と規定されている（同法 14 条 1項）。 
一般に，発生するかどうか不明な一定の事実が発生したら効力が生じることとなる債務

である停止条件付債務などは，債務としては存在するが，確実な債務ではないため債務控
除の対象とならない 308。 
裁判例において，確実と認められる債務とは，「債務の存在のみならず履行の確実と認

められる債務を意味」し 309，「債務承認弁済契約が締結されたとしても，同契約において
一定額を弁済すれば，残債務を免除する旨定められている場合には，債務承認弁済契約が
締結されているからといって当然には債務の全額につき履行が義務付けられるとはいえな
い 310。」とされている。 
 
（2）債務控除制度との関わりからの解釈 
確実と認められる債務かどうかの判断は，事実認定の積み重ねによるところ，相続開始

の際に免除されることが確実な停止条件付債務は，「確実と認められるもの」とはいえな
い。 
相続税法上債務控除できない債務が，相続人に承継された後に停止条件が成就した場合

に，相続人に債務免除益課税がなされたとしても，相続税法 13条 1項の「被相続人の債務
で相続開始の際に現に存するもの」には該当するものの，同法 14条 1項の「確実と認めら
れられるもの」には該当しないため，相続税法の規定上債務控除は認められない。 
所得税法 9 条 1 項 17 号は，「相続……により取得したもの」を非課税としているのであ

り，相続税が課された財産あるいは，相続税が課される財産と規定しているわけではない
311。  
相続税法上，債務控除できない債務が，相続開始後，相続人に債務免除益課税がなされ

たとしても，「相続……により取得したもの」に該当しなければ，非課税規定の適用はな
い。 
以上のことから，相続税法上，債務控除できない債務は，同号の適用範囲とならない。 

 
5．所得税法 9 条 1項 17号の適用範囲 
 以上をまとめると，以下の通りである。 
相続税法上，債務控除されない債務は，所得税法 9条 1項 17号の適用範囲とならないた

 
308 田中（章）＝田中（将）・前掲注 234）406 頁参照。 
309 広島高判昭和 57 年 9月 30 日・前掲注 250）。 
310 大阪高判平成 27 年 12 月 10 日・前掲注 252）。 
311 酒井克彦『所得税の論点研究―裁判例・学説・実務の総合的検討―』（財経詳報社，
2011年）16 頁参照。 
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め，非課税規定非適用説が妥当である。 
非課税規定は，明文規定によって課税所得の範囲から除外される所得をいい，その解釈

は厳格にされるべきである。「確実と認められられるもの」に該当しないため，債務控除
できない債務が，相続開始後，相続人に債務免除益課税がなされたとしても，「相続……
により取得したもの」に該当しなければ，同号の適用はない。 
債務控除されない債務に非課税規定を適用することは，最高裁平成 22年判決の整合性の

観点から問題があり，その射程範囲に含まれないと考えられる。 
また，その沿革からも，相続財産の取得による一時所得を非課税としたことが明らかで

あり，債務控除されない債務は，一時所得とはいえないため，同号の適用範囲とならない。 
 そして，同号が排除する二重課税とは，相続人が相続により財産を取得した時点におい
て相続課税された経済的利益について，もう一度，同時点で所得課税することと解される。 
そのため，相続時点で債務控除されない債務と，相続による財産の移転後に生じる債務

免除益は同号が排除すべき二重課税とはならない。 
 現行の所得税法の規定の解釈適用からすれば，非課税規定の適用はなく，債務控除され
なかった債務の免除益に対しては，一時所得としての課税がされることになる。もし，こ
れを課税対象に含めるべきでないとの評価がされる場合には，非課税規定に追加規定を設
けるなどの立法的解決を図るほかない。 
 
第 3節 小括 
 本章では，所得税法 9条 1項 17号の「相続……により取得するもの」に，相続税法上，
債務控除されない債務は含まれないため，非課税規定非適用説が妥当であることを明らか
にした。 
 第 1 節では，前章で整理した各見解についての検討を行い，問題点を明らかにした。債
務控除適用説は，当該債務は，「確実と認められるもの」に該当しないため，租税法律主
義の面などから問題がある。非課税規定適用説は，債務控除されない債務は，「相続……
により取得するもの」には該当しないため，最高裁平成 22年判決との整合性の面から問題
がある。特段の事情説は，特段の事情という文言は，同号の明文に規定されておらず，租
税法律主義の面から問題がある。 
第 2 節では，相続税法上，債務控除されない債務における非課税規定の適用範囲を明ら

かにし，結論を述べた。所得税法 9条 1項 17号を 4つの解釈から検討し，相続税法上，債
務控除されない債務は，同号の適用範囲とならないことを明らかにした。 
 以上の検討を経た，本論文の結論は以下の通りである。 
相続税法上，債務控除されない債務は，所得税法 9条 1項 17号の適用範囲とならないた

め，非課税規定非適用説が妥当である。 
非課税規定は，明文の規定によって課税所得の範囲から除外される所得をいい，その解

釈は厳格にされるべきである。「確実と認められられるもの」に該当しないため，債務控
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除できない債務が，相続開始後，相続人に債務免除益課税がなされたとしても，「相続…
…により取得したもの」に該当しなければ，同号の適用はない。 
債務控除されない債務に非課税規定を適用することは，最高裁平成 22年判決との整合性

の観点から問題があり，その射程範囲に含まれないと考えられる。 
また，その沿革からも，相続財産の取得による一時所得を非課税としたことが明らかで

あり，債務控除されない債務は，一時所得とはいえないため，同号の適用範囲とならない。 
 そして，同号が排除する二重課税とは，相続人が相続により財産を取得した時点におい
て相続課税された経済的利益について，もう一度，同時点で所得課税することと解される。 
そのため，相続時点で債務控除されない債務と，相続による財産の移転後に生じる債務

免除益は同号が排除すべき二重課税とはならない。 
 現行の所得税法の規定の解釈適用からすれば，非課税規定の適用はなく，債務控除され
なかった債務の免除益に対しては，一時所得としての課税がされることになる。もし，こ
れを課税対象に含めるべきでないとの評価がされる場合には，非課税規定に追加規定を設
けるなどの立法的解決を図るほかない。 
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第 8章 総括 
 本論文では，所得税法 9 条 1項 17 号の非課税規定の適用範囲を検討した。具体的に
は，「相続……により取得するもの」に，相続税法上，債務控除されない債務も含まれる
かについての検討を行った。 
 
 第 1章では，相続税法で債務控除されない債務における所得税法 9条 1項 17号の適用の
有無が争われた東京高裁令和 6 年判決について検討し，判決から提起される問題点を指摘
した。 
具体的には，東京高裁令和 6 年判決は，①最高裁平成 22 年判決との整合性の観点から

は，債務控除されなかった債務の承継に起因して X らに所得（本件債務免除益）が帰属し
ているかについて審理されていない点，②債務控除されなかった債務が免除をされたこと
から所得税の担税力が生じないとする論拠も示されていない点，③非課税規定に「特段の
事情」という要件を付け加えており，所得税法上，明文規定のない適用除外要件の設定は，
租税法律主義の面からも問題がある点，の 3 つの問題があることを指摘した。 
 
第 2 章では，所得税の課税理論と基本構造を確認し，非課税規定の内容と沿革を整理し

た。その上で，所得税法 9 条 1 項 17 号の規定の趣旨を検討した。所得税法 9 条 1 項 17 号
の規定は，相続税・贈与税と所得税との二重課税の調整を図る意味を有すると説明されて
いるため，非課税規定の沿革から相続税との課税関係を整理し，規定の趣旨の検討を行っ
た。 
 
 第 3章では，最高裁平成 22年判決の内容と意義を確認した。その上で，判決に対する評
価，最高裁平成22年判決を受けて公表された「最高裁判決研究会」報告書，最高裁平成22
年判決以前の取扱いや，最高裁平成 22年判決以後射程が争われた裁判例を整理し，その射
程を分析した。 
 
 第 4 章では，相続税の課税方式や課税根拠を確認し，所得税と相続税の課税要件を整理
した上で，二重課税の意義，所得税と相続税の関係性を整理した。具体的には，所得税と
相続税の関係性について，それぞれの課税要件を比較し，課税物件である所得と財産につ
いて整理した。そして，二重課税の概念を確認した上で，所得税法 9条 1項 17号が排除す
る二重課税について検討した。 
 
 第 5 章では，相続税法上の債務控除制度の概要を確認した。具体的には，債務控除制度
の範囲，趣旨及び沿⾰を整理した上で，債務控除制度の性質を検討した。相続税法 13 条 1
項，同法 14条 1項の規定の内容について確認し，民法における債務控除の規定，相続債務
について整理した。その上で，「確実と認められるもの」の意義を検討した。 
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第 6 章では，相続税法上，債務控除されない債務における非課税規定の適用に関する学

説や裁判例を整理・検討した。具体的には，最高裁平成 22 年判決との整合性や所得税法 9
条 1項 17 号の文言との関係からの問題点を明らかにした。 

 
第 7 章では，相続税法上，債務控除されない債務における非課税規定の適用範囲を検討

した。まず，前章で整理した各見解についての検討を行い，①非課税規定の沿革からの解
釈，②最高裁平成 22 年判決との整合性からの解釈，③所得税と相続税の関係性からの解
釈，④債務控除制度との関わりからの解釈の 4 つの解釈から非課税規定非適用説の妥当性
を検討した。 

 
以上の検討を経た，本論文の結論は以下の通りである。 
相続税法上，債務控除されない債務は，所得税法 9条 1項 17号の適用範囲とならないた

め，非課税規定非適用説が妥当である。 
非課税規定は，明文規定によって課税所得の範囲から除外される所得をいい，その解釈

は厳格にされるべきである。「確実と認められられるもの」に該当しないため，債務控除
できない債務が，相続開始後，相続人に債務免除益課税がなされたとしても，「相続……
により取得したもの」に該当しなければ，同号の適用はない。 
債務控除されない債務に非課税規定を適用することは，最高裁平成 22年判決との整合性

の観点から問題があり，その射程範囲に含まれないと考えられる。 
また，その沿革からも，相続財産の取得による一時所得を非課税としたことが明らかで

あり，債務控除されない債務は，一時所得とはいえないため，同号の適用範囲とならない。 
 そして，同号が排除する二重課税とは，相続人が相続により財産を取得した時点におい
て相続課税された経済的利益について，もう一度，同時点で所得課税することと解される。 
そのため，相続時点で債務控除されない債務と，相続による財産の移転後に生じる債務

免除益は同号が排除すべき二重課税とはならない。 
 現行の所得税法の規定の解釈適用からすれば，非課税規定の適用はなく，債務控除され
なかった債務の免除益に対しては，一時所得としての課税がされることになる。もし，こ
れを課税対象に含めるべきでないとの評価がされる場合には，非課税規定に追加規定を設
けるなどの立法的解決を図るほかない。 
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おわりに 
 本論文では，所得税法 9 条 1項 17 号の「相続……により取得するもの」に，相続税法
上，債務控除されない債務も含まれるかについての検討を行った。 
 相続等により取得した財産は，同号により非課税とされている。この規定は，一般に，
相続税・贈与税と所得税との二重課税の調整を図る意味を有するとされる。 
最高裁平成 22年判決以前は，税制調査会答申や裁判例において，所得税と相続税は，別

個の体系の税目であり，両税は次元を異にする問題であるなどとして，二重課税は存在し
ないものと理解されていた。しかし，最高裁平成 22年判決はこれまでの課税庁の解釈と年
金払生命保険の課税上の取扱いに変更を求め，同種の金融商品を含め多大な影響を及ぼす
ものであったが，その簡潔な判示内容からは法令の解釈及び適用の過程が必ずしも明らか
でなく，最高裁平成 22 年判決の適否やその射程について種々の見解が生じている。 
非課税規定は，所得税の課税対象である所得から物的に除外する経済的利得について定

めているが，いかなる経済的利得が非課税規定に適合する性質を有する所得に該当するか
の境界線は不明瞭なままであり，このことは，非課税規定の解釈・適用をめぐる争いが絶
えないという問題に繋がっている。 
本論文では，債務控除されない債務に対する非課税規定の適用において，考えられる 4

つの説を挙げ，非課税規定非適用説が妥当であることを論じた。非課税規定は，明文規定
によって課税所得の範囲から除外される所得をいい，その解釈は厳格であるべきである。 
今後も，相続税と所得税の二重課税における同号の適用が争われる事例が生じる可能性

は大いにあり，その他の事例においても，同号の解釈では解決が困難となることも想定で
き，立法的解決が図られることを期待したい。 
なお，東京高判令和 6 年判決では，債務免除があったとの認定から直ちに債務免除益が

生じたとの認定がされており，本件債務免除益に対する所得税法 36条の適用については，
言及されていない。 
本論文において，債務免除益については所得税法 36条の経済的な利益に該当することを

前提として，債務免除益の存否や当該債務免除益の一時所得該当性という論点については
論じていないが，裁判所がいかなる債務免除益課税の理論的根拠に依拠しているのかは明
らかでないため，当該論点は，今後の検討課題としたい。 
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1020号（1993 年）154頁 
・水野忠恒「判批」ジュリ別冊 207 号（2011 年）62頁 
・宮崎綾望「所得税法上の損害賠償金非課税規定の理論的根拠ー米国における議論を参考
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に」産大法学 46 巻 4 号（2013年）536 頁 
・宮本恵子「トラブルになりがちな債務控除の処理と実務の留意点」税理 46 巻 13 号
（2003 年）190 頁 
・宮脇義男「相続税の課税方式に関する一考察」税大論叢 57 号（2008 年）438 頁 
・村田敏一「判批」民商 143 巻 6号（2010 年）686 頁 
・村山達雄「改正所得税法の解説（1）」財政 15巻 8号（1950 年）78 頁 
・本部勝大「相続による債務の承継と債務免除益課税」ジュリ 1595号（2024 年）10頁 
・森照雄「判批」税理 67 巻 15 号（2024 年）84 頁 
・安井栄二「判批」大阪経大論集 61 巻 6 号（2011 年）235 頁 
・八ツ尾順一「法学部 多久須教授(No.90)被相続人の債務控除(1)」速報税理 41 巻 15 号
（2022 年）24頁 
・八ツ尾順一「法学部 多久須教授(No.91)被相続人の債務控除(2)」速報税理 41 巻 16 号
（2022 年）18頁 
・山口敬三郎「相続土地の売却益に対する譲渡所得課税と相続税との二重課税（上）」税理
58 巻 10号（2015 年）134 頁 
・山口敬三郎「相続土地の売却益に対する譲渡所得課税と相続税との二重課税（中）」税理
58 巻 11号（2015 年）80頁 
・山口敬三郎「相続土地の売却益に対する譲渡所得課税と相続税との二重課税（下）」税理
58 巻 12号（2015 年）107 頁 
・山田俊一「債務控除」税理 47 巻 11 号（2004 年）26 頁 
・山田俊一「資力喪失(債務超過)と債務免除益の課税関係」税理 58巻 5号（2015年）202
頁 
・山田俊一「相続税における債務控除の要件である『確実な債務』の判断基準」税理 65巻
7 号（2022 年）190 頁 
・山田二郎「判批」自治研究 87 巻 8 号（2011 年）150 頁 
・山田庸一「判批」税務通信 3753 号（2023 年） 
・山名隆男「実現前権利の課税問題」立命館法学 519 号（2013 年）519 頁 
・山本圭介「判批」青山ビジネスロー・レビュー6 巻 1号（2016年）143 頁 
・山本圭介「相続税と所得税の二重課税に関する一考察ー生保年金二重課税事件の射程を
題材に」青山ビジネスロー・レビュー6 巻 1 号（2016 年）143 頁 
・山本直毅「判批」専修法研論集 64 号（2011 年）39 頁 
・山本洋＝織井喜義「創成期の所得税制叢考」税大論叢 20 号（1990 年）1 頁 
・山本守之「判批」税務弘報 58 巻 10 号（2010 年）105 頁 
・山邉昭代「判批」青山ビジネスロー・レビュー10 巻 1号（2020年）29 頁 
・湯淺豊生「債務免除益と所得の区分に関する一考察」大分大学経済論集72巻 1号（2020
年）51 頁 
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・雪岡重喜「所得税創設の事情と創設当時の所得税」財政 21 巻 9 号（1956 年）23 頁 
・葭田英人「判批」法時 83 巻 7 号（2011 年）94頁 
・吉田博之「債務免除等が行われた場合の課税の取扱い」税経通信 65巻 10号（2010年）
102 頁 
・吉村政穂「判批」ジュリ 1493 号（2016年）10頁 
・依田孝子「判批」税研 26 巻 2 号（2012 年）94頁 
・四方田彰「債務免除益」税理 60 巻 12 号（2017 年）55 頁 
・渡邊徹也「判批」税経通信 66 巻 9 号（2011 年）176 頁 
・渡邊徹也「判批」税経通信 66 巻 11 号（2011 年）174 頁 
・渡辺充「判批」速報税理 29巻 22 号（2010 年）30 頁 
・渡辺充「判批」判時 2096号（2011 年）169 頁 
・渡辺充「判批」税理 67 巻 10 号（2024 年）84 頁 
 
【その他】 
・国税庁「タックスアンサーNo.2011 課税される所得と非課税所得」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2011.htm（最終閲覧日：2025
年 1月 6 日） 
・国税庁所得課税課編『所得税の法令と取扱（所得税法に関する基本通達）』（大蔵財務協
会，1951年） 
・最高裁判決研究会「『最高裁判決研究会』報告書―『生保年金』～最高裁判決の射程及
び関連する論点について～」（平成 22 年 10 月 22 日）1 頁 
・税制調査会「所得税法及び法人税法の整備に関する答申」（昭和 38年 12月）59 頁 
・税制調査会「相続制度改正に関する税制特別調査会答申」（昭和 32年 12月）1 頁 
・税制調査会「わが国税制の現状と課題－21 世紀に向けた国民の参加と選択相続税制度改
正に関する税制特別調査会答申」（平成 12 年 7 月）1頁 
 
【裁判例等】 
（最⾼裁判所） 
・最判昭和 49 年 9月 20日民集 28 巻 6号 1178 頁 
・最判平成 2年 7 月 17 日民集 160 号 219 頁 
・最判平成 5年 2 月 18 日税資 194 号 462 頁 
・最判平成 11 年 1月 29日税資 240 号 398 頁 
・最判平成 22 年 7月 6日税資 260 号順号 11470 
・最決平成 27 年 1月 16日税資 265 号順号 12586 
・最決平成 27 年 1月 16日税資 265 号順号 12588 
・最決平成 28 年 6月 30日税資 266 号順号 12877 
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・最決平成 29 年 3月 9日税資 267 号順号 12990 
 
（⾼等裁判所） 
・東京高判昭和 55 年 9月 18 日税資 114 号 717 頁 
・広島高判昭和 57 年 9月 30 日税資 127 号 1140頁 
・名古屋高判平成 2 年 1月 29 日税資 175 号 204 頁 
・東京高判平成 4年 2 月 6 日訟月 38 巻 12 号 2678頁 
・名古屋高判平成 4 年 4月 30 日税資 189 号 428 頁 
・高松高判平成 8年 8 月 29 日税資 220 号 522 頁 
・東京高判平成 8年 10月 16 日税資 221 号 54 頁 
・仙台高判平成 11 年 6月 23 日税資 243 号 724 頁 
・名古屋高判平成 12 年 11 月 29 日税資 249 号 772 頁 
・福岡高判平成 19 年 10月 25日税資 257 号順号 10803 
・東京高判平成 23 年 11月 30 日税資 261 号順号 11821 
・東京高判平成 25 年 11月 21 日税資 263 号順号 12339 
・東京高判平成 26 年 3月 27 日税資 264 号順号 12443 
・大阪高判平成 27 年 12月 10 日税資 265 号順号 12768 
・大阪高判平成 28 年 1月 12 日税資 266 号順号 12779 
・東京高判令和 6年 1 月 25 日公刊物未登載（LEX/DB 文献番号 25620054） 
 
（地⽅裁判所） 
・山口地判昭和 56 年 8月 27 日訟月 28 巻 4号 848 頁 
・神戸地判昭和 59 年 3月 21 日税資 135 号 328 頁 
・静岡地判平成元年 6月 9 日訟月 35 巻 11 号 2138頁 
・名古屋地判平成元年 7月 28 日税資 173 号 417 頁 
・名古屋地判平成 3 年 5月 29 日税資 183 号 837 頁 
・松山地判平成 7年 2 月 24 日税資 208 号 508 頁 
・名古屋地判平成 11 年 10 月 29 日税資 245 号 151 頁 
・長崎地判平成 18 年 11月 7日税資 256 号順号 10564 
・東京地判平成 23 年 5月 17 日税資 261 号順号 11688 
・東京地判平成 25 年 6月 20 日税資 263 号順号 12338 
・東京地判平成 25 年 7月 26 日税資 263 号順号 12265 
・大阪地判平成 25 年 10月 22 日税資 263 号順号 12315 
・大阪地判平成 27 年 5月 22 日税資 265 号順号 12667 
・大阪地判平成 27 年 4月 14 日訟月 62 巻 3号 485 頁 
・大阪地判令和 3年 11月 26 日判タ 1503 号 58頁 
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・東京地判令和 5年 3 月 14 日公刊物未登載（LEX/DB 文献番号 25595840） 
 
（国税不服審判所） 
・国税不服審判所裁決昭和 48年 11 月 28 日裁決事例集 7集 37頁 
・国税不服審判所裁決昭和 55年 7月 29日裁決事例集 20 集 187 頁 
・国税不服審判所裁決昭和 56年 1月 28日裁決裁決事例集 21 集 193 頁 
・国税不服審判所裁決平成 12年 3月 28日裁決事例集 59 集 242 頁 
・国税不服審判所裁決平成 23年 12 月 2日裁決事例集 85 集（国税不服審判所 HP） 
・国税不服審判所裁決令和 4年 4 月 13 日公刊物未登載（LEX/DB 文献番号 26013147） 
・国税不服審判所裁決令和 5年 6 月 27 日裁決事例集 131 集 77 頁 
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